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会議に付した事件 

 日程第１           一般質問 

  １．後 藤 信 八     (1) 県政運営に対する町政のあり方を問う 

                (2) 都市計画区域における「線引き」の是非を問う 

 

  ２．牧 薗 綾 子     (1) 葬祭公園について 

                (2) 救急車の出動時の状況について 

                (3) 町民会館利用について 

 

 日程第２         追加議案上程（議案第16号）提案理由説明 

 日程第３   議案第１号 基山町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の

特例に関する条例の制定について 

 日程第４   議案第２号 基山町地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について 

 日程第５   議案第３号 基山町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成

及び活性化に関する法律第10条第１項の規定に基づく準則を

定める条例の制定について 

 日程第６   議案第４号 基山町いじめ問題対策委員会設置条例の制定について 

 日程第７   議案第５号 基山町行政手続条例の一部改正について 

 日程第８   議案第６号 基山町条例を廃止する条例の一部改正について 

 日程第９   同意第２号 基山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 日程第10   議案第７号 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加

及び同組合規約の変更について 

 日程第11   議案第８号 平成26年度基山町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第12   議案第９号 平成26年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第13   議案第10号 平成26年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３ 

              号） 
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 日程第14   議案第11号 平成26年度基山町下水道特別会計補正予算（第４号） 

 日程第15   議案第16号 平成26年度基山町一般会計補正予算（第８号） 

 日程第16   議案第12号 平成27年度基山町一般会計予算 

 日程第17   議案第13号 平成27年度基山町国民健康保険特別会計予算 

 日程第18   議案第14号 平成27年度基山町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第19   議案第15号 平成27年度基山町下水道事業会計予算 

 日程第20   報告第１号 基山町新型インフルエンザ等対策行動計画について 

 日程第21   報告第２号 基山町土地開発公社の事業報告について 

 日程第22         委員会付託 



- 262 - 

～午前９時30分 開議～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ただいまの出席議員数は12名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたしま

した。 

 これより直ちに開議します。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第１．一般質問を議題とします。 

 まず初めに、後藤信八議員の一般質問を行います。後藤信八議員。 

○７番（後藤信八君）（登壇） 

 皆さん、おはようございます。７番議員の後藤信八でございます。 

 傍聴席の皆さん、早朝より傍聴いただきましてまことにありがとうございます。 

 通告に従い２点質問いたします。今回いずれも私の８年の議員生活の中でかねてより問い

ただしたいと思ってきたことを取り上げてみました。回答しにくい内容もありますけれども、

よろしくお願い申し上げます。 

 まず、佐賀県政運営に対する町政のあり方ということでございます。 

 さきの県知事選において私も選挙戦に参加する中で、さまざまな意見や主張を見聞きする

中で、改めて佐賀県の民意の中心といいますかそういうものがどこにあるかということが少

しわかったような気がいたしております。過去何となく伝え聞いてきた県政運営の西高東低

ということも本当にあったんかなということを思いました。そういうことを契機に改めて今

回県政運営に対する基山町政のあり方について課題を問いたいと思います。 

 まず第１点目は、山口新県政に対する所感を述べてください。 

 ２点目、県政運営が西高東低と言われていることについて、町長の所見を述べてください。 

 ３番目、県内市町に対する県支出金の実績を示してください。平成24年と25年、全市町合

計と基山町に対してお願いします。 

 ４番目に、町として県政にどのようにアプローチしているかを述べてください。 

 第１問目の最後５番目に、今年度は地方創生ということで新県政に基山町の強みをアピー

ルする絶好のチャンス。どのような姿勢で臨むのかを述べてください。 

 以上が、第１点目でございます。 
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 第２は、都市計画区域における線引きの是非ということでございますが、都市計画の問題

は過去何度も、私も含めて先輩議員、同僚議員が何度も質問し提案してまいりました。しか

しながら、基本的に町の基本姿勢としては現状の区域区分の設定、現状維持ということで、

ほとんど議員側からの意見は聞き入れてもらっていないというのがこの私の８年間の印象で

ございます。したがって今回は、人口増対策としての地方創生ということや、鳥栖市が出し

ました国家戦略の開発特区構想等の問題もありまして、町等取り巻く環境が非常に変化して

おりますので、その関係で都市計画のかなめになっております市街化区域と市街化調整区域

を区分する線引き制度そのものの是非を問いたいと思います。 

 １番、県内で都市計画区域のある市町数と、その中で線引き制度のある市町をお示しくだ

さい。 

 ２番、基山町における線引き制度の評価と課題を述べてください。 

 ３番、基山町において線引き制度を廃止した場合、どのようなメリット・デメリットがあ

るかをお示しください。 

 ４番、平成12年の都市計画法の改正によって、線引き制度は選択が可能になり廃止する市

町が出てきております。佐賀県において基山町が廃止を選択することは可能なのかどうか。

どのような手続になるかどうか簡潔にお示しください。 

 最後に、５番目に鳥栖市とも連携し、都市計画の抜本見直しによる土地利用政策の大胆な

転換を図るべきと考えますが見解を示してください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 それでは、後藤信八議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１項目めの県政運営に対する町政のあり方を問うということで、(1)山口新県政に

対する所感を述べよということでございます。 

 私これまで町村会の場で知事と２回面会をする機会がございました。そこで感じたのは、

やっぱり親しみやすくて本当に親身に話を聞いていただける方だなと思いました。そして、

そこで基山町はまとまったまちづくりができていますねというような話もお聞きしましたし、

それから私のほうからは10月の２日、３日に行います基肄城1350年山城サミットへの出席を
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ぜひお願いを申しますということで、そういう会話を交わしております。 

 それと、その後の報道でも現場主義とか政策決定プロセスを重視するとか、あるいは県民、

市町とも対話をするということを言われており、私の第一印象も間違いじゃなかったのかな

というような感じがいたしました。そしてもう一つ、何が何でも一番になるんだというよう

なそういう表現じゃなくて、やはり佐賀らしさで世界へ飛躍をとも言われ、堅実さを感じた

ということでございます。 

 それから(2)の県政運営が西高東低と言われていることについての所見を述べよというこ

とです。 

 確かに私も県政運営が西高東低と言われておることを耳にいたしました。私、正直申しま

して本当にそれどういうことか、どういう意味かなというようなことを感じております。い

ろんな状況があると思います。甘い考えかもわかりませんけれども、東部は土地が狭く都市

化も既に進みインフラもこれまでにある程度整備され、現在余りそちらのほうには方面が行

われていないというそういう意味の東低という、そう映っておるのかなというような気もい

たしております。 

 それから(3)の県内市町に対する県支出金の実績を示せということです。 

 平成24年、25年の市町合計と基山町ということでございますが、平成24年度は市町合計30

9億7,400万円、そのうち基山町では３億5,900万円ということです。平成25年度は市町合計

が295億5,800万円、うち基山町３億3,100万円となっております。 

 (4)の町として県政にどのようにアプローチをしているかを述べよということでございま

す。 

 先ほども申しましたけれども、これまでに２度山口知事に対して挨拶をさせていただいて

おります。そこで基肄城築造1350年に関してアピールをさせていただきました。また、先日

地方創生の予算や各種交付金についてのお願いのため、県庁を訪問し関係部署を回っており

ます。さらに、副町長に県庁の部課長クラスに人脈を築き、日ごろから県とのパイプ役を果

たすよう言っております。 

 それから(5)今年度は地方創生で新県政に基山町の強みをアピールするチャンスだと。ど

のような姿勢で臨むかということでございます。 

 地方創生事業については、前述のとおり県との関係が重要であると考えますので、今後と

もタイミングを見て副町長ほか関係課長を県庁に派遣して、今後の基山町の取り組み内容に
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ついて説明、意見交換をさせ県との関係構築、調整に努めていきたいと思います。そして、

基山の持つ優位性やポテンシャルを最大限に活用して、新県政にアピールしていきたいと考

えております。具体的には、福岡に対する近接性を最大限に生かし、「まち・ひと・しご

と」を創生する先行型プロジェクトのモデルになるような取り組みを進めてまいります。 

 ２項目めでございます。 

 都市計画区域における線引きの是非を問うということです。 

 線引き制度そのもののあり方を問うてありますけれども、(1)県内で都市計画区域のある

市町数とその中で線引き制度のある市町を示せということでございます。 

 県内20市町のうち、都市計画区域が14地区で、そして線引きしている市町は佐賀都市計画

区域の佐賀市、それから鳥栖基山都市計画区域の鳥栖市、基山町の２地区となっております。

残り12地区は線引きはされておらず、用途区域を設定している区域もありますが、設定して

いない区域もあり市町の実情に合わせた運用がなされております。 

 (2)の基山町のおける線引き制度の評価と課題を述べよということです。 

 本町は、鳥栖基山都市計画区域として昭和48年12月１日に市街化を促進する市街化区域と

市街化を抑制する市街化調整区域に区分する線引きを実施し、都市計画道路、都市公園事業

及び下水道事業など計画的なまちづくりを進めてまいりました。あわせて用途地域による建

築物の誘導により、健全で秩序あるまちづくりに努めております。また、けやき台住宅地等

の民間開発による大規模開発を誘導し計画的な市街化促進のため線引き見直しも行ってきて

おりますので、線引き制度を有効に活用し秩序ある計画的なまちづくりができたものと考え

ております。今後の課題といたしましては、市街化区域内の残存農地の開発、旧役場跡地周

辺の再開発、市街化区域内に面積確保が難しい産業用地の確保、企業立地促進法による緑地

率の緩和による都市公園の整理や市街化調整区域においては既存集落の維持が課題だと考え

ております。 

 (3)基山町において線引き制度を廃止した場合、どのようなメリット・デメリットがある

かということですが、県内では線引きを実施していない市町もありますので、土地利用の適

正な誘導と規制についてはそれぞれの状況が異なり、押しなべてメリット・デメリットを説

明することは難しいと考えます。仮に本町が線引き廃止した場合、メリットとしましては、

本町の地理的優位性による宅地開発は進んでいくと考えられます。デメリットとしましては、

開発が地価の安い郊外部に拡散することにより、既成市街化区域の空洞化と農地の減少が懸



- 266 - 

念されます。また、郊外部でのインフラ整備に係る費用が増大をすると思われます。 

 (4)でございます。平成12年の都市計画法の改正により線引き制度は選択が可能となり廃

止する市町が出てきていると。佐賀県において基山町が廃止を選択することは可能なのか、

どのような手続になるのかを示せということでございます。 

 都市計画の線引き変更の手続については、佐賀県の決定事項となっております。佐賀県で

は、現時点で鳥栖基山都市計画区域の線引きを廃止する考えはないと聞いております。線引

きを廃止する場合には、町民の意見を十分に聞き、同一の都市計画区域を構成している鳥栖

市や隣接する筑紫野市、小郡市などとの協議調整が必要となっており、十分な意見調整を踏

まえた上で、基山町から佐賀県へ資料提出が必要となります。また、広域的な観点から検討

する必要があることから、佐賀県が福岡県、国土交通省及び農林水産省と協議調整を行いま

す。 

 それから(5)でございます。鳥栖市とも連携し、都市計画の抜本見直しによる土地利用政

策の大胆な転換を図るべきと考えるが、それの見解を示せということですが、鳥栖市とは鳥

栖基山都市計画区域を形成しており、今後も連携が必要であると考えております。また、国

が法案提出を予定しています農地転用の緩和策及び鳥栖市が国に申請しております戦略特区

の推移に注視しながら産業用地の拡大を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 それでは、再質問に移らせていただきます。 

 特に都市計画のほうが非常に詳細に回答をいただきましたし、また難しい漢字だらけの、

専門用語だらけの回答でありますので当然そうなるんですが、ちょっとあとわかりやすく、

できるだけわかりやすく質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目の県政運営に対する質問でございます。 

 これは、実際に西高東低そのものの追求という思いではなくて、そのために基山町がどの

ように県政に対応をしてきたかなと、それから、これからどうしていくのかなということを

中心に問いたいと思いますので、あくまでも西高東低というより基山町と佐賀県という観点

で御認識をいただきたいと思います。 
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 まず、１点目の山口新県政に対する所感でありますけれども、これはもう感想を聞いたわ

けですので深く申し上げません。知事への感想は非常に好印象というふうに受けとめました。

知事も基山町に対して好感度を持っているということでの認識ということで確認をしておき

ます。私も同様の感想を持っておりますが、特に選挙戦のことがノーサイドであるというこ

とを我々も信じて、ぜひ現場主義、就任後から県と市は同じ目線ということを絶えず新知事

が言っておられますので、そういう気持ちを忘れないでやっていただきたいなということで

ございます。ただ、先ほどの基山町はまとまったまちづくりができていますねという非常に

好印象の発言が知事からあったということでありますが、ちょっとこれは気になるので後ほ

ど申し上げます。 

 ２番目に、県政運営の西高東低そのものをずばっと聞きました。これはもう選挙期間中に

はっきりと西高東低がありますということを発言された候補者がおられたんで、非常にこの

まともにそういう責任のある立場の人から聞いたのは初めてだったので非常にショックであ

りました。回答のほうは、非常に曖昧というんですか、あるだろうけれど、あると言われて

おるけれどもよくわかりませんとそういうしかないとは思うんですが、実際にこの東部とい

う位置づけではなくて基山町は現実どうなったのかと、その辺のことを町として現実どう捉

えているのかということはどうなんでしょうか。毎年県の決算があって、町の決算があって、

県から何ぼ市町に金が出ているということは当然つかめられるわけですから、それが10年、

20年とどういう状態になっとたかということぐらいはずっとつかんでおられるでしょうから、

その辺で基山町としては現実西高東低の話はどういうふうに受けとめてこられたのかという

ことについて、町長か副町長か財政課長か、ちょっとわかりませんが。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 余りうぬぼれと言われても困るんですけれども、やはり東部基山町先々、いろいろ道路に

いたしましてもやっぱり整備してきたということじゃないかと思います。今若干、そういう

ことに関していろいろなあれがございます、道路整備とかちょっと県のいろいろあっており

ませんけれども、そういうことで事業が足りないと言われればそれまでかもしれませんけれ

ども、それなりのことは今までに少なくとも西のほうよりもというような感じは持っており

ます。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 素直に、現実はそういうのがあるということで認めていただければ余り詮索はするつもり

はありませんでしたけれども、余りその感覚でしてもぴんとこないので、先ほど３番の項目

でこの２年間だけですけれども実績を確認しました。県が24年で市町に出した金が309億円、

基山町がもらったお金が３億5,900万円。25年度は295億円県が出して、基山は３億3,100万

円。１割ちょっともらっていると。もらうという言い方はいけませんけれども。これが多い

か少ないか、これでもようわかりません。これ人口１人当たりに直したらどうなりますか。

県の人口と町の人口。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 人口１人当たりにしますと、24年については２万413円でございます。東部を、佐賀市か

ら東を東部とみましてそれより西を西部として計算をしてみますと、東部のほうが１人当た

り２万9,806円、西部のほうが４万2,287円というふうに開いております。以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 私は東部と西部がどこでどう境にするか、佐賀は入れるか入れないかわからなかったので、

それは調べておりません。私も、要は24年で県民１人当たり３万6,000円支出していると。2

5年は、県民１人当たり３万4,600円支出していると。私の調べではですね。それで基山町が

もらったお金は町民１人当たり２万500円ぐらいですか。25年が１万8,000円。約半分、町民

県民１人当たりにすると半分しかもらっていないんですね。総金額ではようわからんですけ

れども、要は本来人口から言えば私はもらえてないと。国の地方交付税のように人口とか面

積とか全体のこの市政がうまくいくようにバランスとるためにいろんな要素を加味して交付

税配る、あるいは財政力も全部加味してですね。交付税でそんな差がつくのはようわかりま

すけれども、補助金とか県の支出金なんていうのは、特にその中の補助金なんかはいろんな

各市町の事業に対して県がどう補助するかという話ですわね。それで、これがこんなに差が
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つくということについて、現実の半分しかもらっていないということについてどのようにお

考えですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 人口でするとそういうふうになりますけれども、さっき申されましたけれども面積にする

と逆転したりする年度がございます。押しなべて言いますと、さっき申し上げた東部につき

ましては低い傾向がありますし、西部については県内でも高いという傾向がございます。た

だ、県の補助金だけ、県の事業だけを言いますと、ここ何年かで基山のほうがいただいてい

るのは住宅のリフォームとかＩＣＴとか単独の補助とかそういう補助ですけれども、県の事

業をすればもちろんもらえますし、県がなければ低いという状況になります。国庫を含めて

考えますと、ここ何年か臨時交付金とか経済対策でありましたけれども、あれにつきまして

は財政力指数、財政力で変化をつけるということがございますので、そういうことを加味さ

れてしまうと基山のほうは、基山というか東部のほうは割と財政力としては高い傾向がござ

いますので、東部としては国庫まで含めていきますと低いという傾向が出てまいります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 後でお渡ししますけれども、10年間分の地方交付税、国庫支出金、県支出金の１人当たり

金額とか全部調べてみました。国庫だって半分ぐらいしかもらっていないですね。交付税は

わかりますよ、地方交付税というのは。財政力とか全部加味して計算して全部出すんですか

ら。財政力の高い、例えば鳥栖市とか玄海町なんか１銭ももらっていないですね。だからそ

れはわかりますよ。だけど国庫補助金とか県の補助金とかいうやつは、いろんな町がこうい

うことをやりたい、ああいうことをやりたいということも含めてそれにどう補助するかしな

いかということもたくさんあるわけでしょう。だから面積とか余り関係ないんじゃないです

か。それで最近、それはいいですけれども東部は、町長先に東部地区は整理されたというこ

とを申し上げますが、そうしたら10年前、20年前、30年前からの全部調べてもこういう事態

にはなっていないんでしょうかね。私はその20年前、30年前はわかりませんが、10年間の16

年から25年までの県支出金と１人当たり、私は全部１人当たりにしか直していませんが、ず
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っと見ましても一番多い年で20年の県に対して６割、あとは５割、ほとんど切るか切らない

か、10年間ですよ。先ほど24年、25年のことしか聞きませんでしたけれども、16年まで私が

調べられる限度で、16年まで県のデータがありましたのでそこまで調べて半分しかもらって

いない、その人口当たりは。この辺、どんなふうに思われます。 

 それから、先にずっともっと早くからこちらいろいろインフラつくったからやったんだと、

だからその以前の20年、30年前にはたくさんもらっているんだという証拠があったら見せて

ください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 議員おっしゃいますように、それ以前のデータはございませんし、合併で今のような状況

になったのは19年からですので、はっきり今ここに持っているのは19年からしか持ちません。

確かに、県費だけを比べますと町は少ない傾向がございます。しかし国庫を、普通建設事業

に限定をしますと事業終えた年には県内トップですね、小学校建てたりしたときにはありま

すので、そういう意味では事業によって波があるということが言えると思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 余りこれに時間とると先に進まんですけれども、小学校建てたり、例えば国庫補助は小学

校建設のときは確かに、それでもやっと県の平均並みにもらっているということです。私の

調べによれば。だから、それはいいです。これで要はどちらにしても、もらうお金が少ない

んではないかと、基山町として。ということを指摘しておきます。 

 それで一方で、私たちの税金の負担ですね。これもう一遍調べてみました。町民１人当た

り県民税をどのくらい負担しているかと、我々は。これは個人町民税から逆算して私勝手に

出しましたので、要は住民税10％のうち６が町民税で４が県民税ですね。我々が払っている

のは。24年で基山町の県民税の平均は１人、１人ですよ、３万1,169円。４人世帯では十何

万払っている形になりますね。県平均は２万5,153円。１人当たり6,000円、県税は我々よう

けい払っていると。４人世帯だったら２万4,000円年間余分に払っている。これは鳥栖市や

佐賀市、非常に公務員の多い鳥栖市や佐賀市よりも多いんですよ、トップですね。断トツで
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す。少ない市町の倍以上を町民は負担していると、県税を。ある大きな市には、県からは１

人当たり４万6,000円いろいろ補助金をもらって、税金は２万1,000円と。それはまあいろん

な所得の高さとか応分負担でしようがないじゃないかと、応分負担っていうんですかね、こ

ういうのを。それはあるかもしれませんが、非常にやっぱり我々自身としては負担が多いと、

その中でもらう金は少ないという現実があるということについて町長どう思われますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 随分よその分まで負担しているというようなことになろうかとは思いますけれども、そこ

のところはやっぱりさっきおっしゃいますように、住んでいる人の所得いろいろもございま

す。そして、事業というようなその辺の兼ね合いですので、いかにも何か損をしているよう

な感じもしないじゃないんですけれども、余りそれで、それじゃあ出した分はもらわなきゃ

損だというようなそういうことでもないのかなというような、ちょっと人のいいような話に

なるかもしれませんけれども、余りそれを言ってもどうなのかなという気はいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 私は今いろいろ正直申し上げましたけれども、やっぱり現実に少なくとも基山にとっては

西高東低という１つの中にあるなと。それで、要はこれはその運営の偏りとかいうことを私

は言いたいんじゃなくて、基山町の努力が足りないんじゃないかと。本当に偏っておったら

問題だし、これ社会的にも問題になりますし、ある一面ではその基山町がそれに対してどう

だったんだかということを問いたいんです。そのことを我々はしっかり反省しなきゃいかん

と。私も私たちも町の予算について町税の使い方という一面では、非常にシビアにもうそう

いう位置づけで予算書というのは見てきて、あるいはチェックして、町税を負担しているか

らという意味合いで、よく考えたら住民税という形でいえば４割は県に税金を納めておるわ

けで。その県税をやっぱり非常に我々がチェックするという姿勢に執行部もわかりませんけ

れども、我々も欠けておったのかなということを非常に反省するところであります。 

 それで、今後のことで県政へのアプローチということでお伺いしました。先ほどの回答で、

私は非常に責任のある立場の人から基山町はこれまで県へのアプローチが非常に少ないと、
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歴然と少ないということを何度も聞きました。それについて、町長、副町長、どういう感想

をお持ちですか。そういう意見があるということについて。先ほどの西高東低の話だけじゃ

なくて、基山町自体が県にどうアプローチしているのかということを、決定的に少ないとい

う話も聞いておりますけれども。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 ほかからそういうその話があるということは、それは真摯に受けとめなきゃいかんという

ふうに私も思います。よそがどの程度どう県にアプローチしてあるのかどうか、その辺はち

ょっと私もわかりません。私もいろんな前の知事ともいろいろございますし、それから経営

本部長その辺にも、田代副町長をお願いするというか、その以前からもう黒岩本部長は知っ

ておりましたからいろいろと話もさせていただいて、そういうお願いも比較的できやすかっ

たというふうには私は思っていますけれども、まだまだそれが足りないんだと、もっと県に

行っていろんなことを事業報告して幾らかでもというような、そういうこともこれからやっ

ぱりやっていかなきゃいかんのかなというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 私の自分の一番いいところは、フットワークの軽いところだと思っておりますので、去年

４月からこちらに参って佐賀への出張の機会が恐らく10回ぐらいあったと思いますので、そ

のときには必ず県庁を回って主要なポストのところを挨拶するようにしております。それか

らあと、一緒に課長さんたちと行ったときなんかは連れて行くことも一緒にいろいろするこ

ともあるんですけれども、ふだんは余り行かないという話はそのときにも聞きましたので、

これからどんどん行くようにしましょうねということで、そこは大分いい感じになってきて

いるんじゃないかなというふうに思います。また、県庁から逆に言えば私の部屋に来ていた

だいている職員も今までも20人延べ超えておりますので、これから少しでもいい関係をつく

って、少しでも基山町のためになればいいかなというふうに思っているところでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 
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○７番（後藤信八君） 

 ここは余り、この間の町長も御自分の後援会の総会で、基山町は補助金の活用が少ないか

なということをみずから申しておりましたから、これまではということで認識をしておきま

す。回答にありますように、ことしは積極的に町長も副町長も動いておられるという、ある

いはほかの幹部の皆さんもそういうことで積極的に動いているという印象がありますので、

これからに期待をしておきたいと思います。 

 最後に、１項目めの最後ですから、問題は新県政にどうアピールするかということで、先

ほど回答では特に地方創生は県との関係を重視して積極的にやっていくということと、基山

町の優位性、ポテンシャル、福岡への近接性を遡及していくんだという回答をいただきまし

た。私は長年福岡への近接性、大都市圏の隣接の基山の強みをということを随分ずっと一貫

して言うてきておりまして、回答としては初めてこういう回答をいただいたかなというふう

に、８年間で思います。問題は、基山町が何を訴えていくかということは大事でありまして、

大事なことは私は県にとって基山町が県北東部の端っこの町か、あるいは九州の拠点として

あります福岡市への玄関口の、佐賀県にとってですね、玄関口になるのか。その県での位置

づけによって投資もいろいろ変わってくると思うんです。そういう位置づけをどう訴えてい

くかということになろうかと思います。今回の回答では、むしろそのそういう意味合いが少

しあるんで、もうこれ以上申し上げませんが基山の可能性ということについて、ぜひ県にし

っかり訴えていくと。先々週ですか、私21日にアウトレットによく行くんですが、春節のと

きでもありましたので半分が外国人の方だったですね。もう食堂は、レストランは周りのう

ちの４テーブルに３テーブルは外国人の方でした、土曜日だったんですけれども。まさにも

う基山町は、そのそばのアジア圏の隣接する町になりよるということでありますので、その

ことをぜひ。それで、私は余り大きく言いませんが、問題は新知事にどう具体的にアピール

するかです。ちょこちょこ行ってということよりも、私はいかに早く来てもらうかと。来て

実情を知ってもらって、政策を訴えて基山の強みをどう理解してもらうか。町長は先ほどサ

ミットで来てもらうんやということを言いましたけれども、まだ６カ月、７カ月も先の話で、

どう来てもらうかということについてどのように今お考えになっておるか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 
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 サミットは先のことでございますけれども、早目に言っておかなきゃいかんということと、

基山をアピールといいますか、こういうふうなよさもあるんだというようなそういうことを

早く言いたいということで、そういう話をしております。 

 それから、早く基山に来てもらいたいというそれはお願いはいたしますけれども、今度い

つですかね、３月の10何日かに鳥栖で、各地区でずっとそういう対話をしていかれるという

ことでございます。まず、その辺からかなと、基山だけに来てくださいというのはなかなか

ちょっとお忙しいでしょうし、果たしてどうかなとは思いますけれども。それはそれでまた

お願いは私もさせていただきたいというふうには思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 ３月18日に知事が県民との対話で、総合計画について対話するという鳥栖のサンメッセで

あるんですか。その前後にこちらにきちっと来てもらうとか、いろいろ方法は幾らでもある。

問題は、やはりこちらから行ってちょっと話すということよりも、現地できちっと幹部の皆

さんも入れてですね、私確認しますけれども前知事は何回町長が、11年目ですか今、仕事で

何回来られましたか覚えておられますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 いわゆる、私知らないところがあるかもわかりませんけれども、私覚えているのは知事に

就任されて、あれは５月か６月ぐらいだったでしょうか、それはもうずっと各地区回るとい

うようなことでずっと回られて、それのスタートが基山だというようなことで基山の町民会

館で会合があったという、それだけが頭に残っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 その最初のとき私知りませんけれども、私はおととしの出初式に来たこと以外記憶にない

んですよね、８年間で。あとは御自分の選挙のときにぐるっと基山一周したと。ですから、

やっぱり何かですね、それで西部のほうにはしょっちゅう行かれているでしょう。武雄市と
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か白石町とか、江北町とか、いろんな難題がありますから。私も23年から２年間議長をさせ

ていただいたときに、何度か県知事、県幹部と会合を通じて話す機会がありました。それで

ほとんどの皆さん方は、基山って別にその何も関心ないですね。関心がないって言ったらい

かんですけれども、気にかけていない。だからとりあえずしっかりやってくれているから何

もせんでいいと、あそこは。という感じがあって、もう全然この県の中に基山という位置づ

けがね、私あれだったらもう小郡市と一緒になって福岡に入ったほうが、鳥栖と３カ所そっ

くり福岡県に入ったほうが大事にしてくれるんじゃないかと思ったぐらいにそういう意識あ

りません。したがって、放っておったらやっぱりこれまでどおり佐賀県北東部の隅っこの町

やと、それで先ほど頭に言いましたけれども山口知事が、基山はまとまったまちづくりがで

きていますねというのを褒め言葉とするのか、私はそれ聞いて、ああもう基山は何もせんで

いいですねと、逆にですね。営業的なやりとりで言うとそういう話になりますよ。私は営業

経験長いから、そういう言い方されるというのは非常にこの本心をきちっと見きわめておか

ないと間違うと思うんです。ぜひやっぱり、いろんな機会を通じてこちらに呼び込むという

ことについて、これはもう町長や副町長の本当のトップの仕事だと思いますので、遠慮せん

で本人の意欲が満面としている間にお越しいただいたら、ぜひ北東部の端の町に、たそがれ

のまち基山とかにならんように、心配でありますので言っておきます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 確かに知事、社交辞令かもしれません。選挙のあれでぐるっと２回ぐらい回られたんでし

ょうかね、その程度で。しかしそれの印象だというようなことでございますので、それが別

にたそがれとかというようなことではないと私は信じておりますし、これからその辺のアピ

ールもしていきたいと思いますし、それから県職の方もやっぱりいまだに基山町まだ人口ふ

えていますねというようなそういう捉え方しかしていない人もおられます。いや、とんでも

ないもう今は10年間ちょっと下っていますからというようなことで、その辺のところはしっ

かりやっぱりこっちもアピールしていかなきゃいかんし、職員の人もそのくらいかなという

ような感じもいたしました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 
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○７番（後藤信八君） 

 県の幹部の本部長クラスの方がそういう認識です、まだ。基山が何で人口減っているんで

すかという。本部長とかそういう人がそのぐらいの認識しかしていなくて、それぐらいの関

心しかないと、今はね。もうこれ余り時間、それと前の県知事が２年前に来られたときに、

県議が実松川とか御案内しましたよね。それでもたった30分、１時間のあれで、やっぱり実

松川の改修の話がかなり具体的に、わずか10分、15分現場見てもらっただけでですよ、僕は

あれを契機に一気に具体的に進み出したなと。そんな話かなと、県の仕事ってと思うぐらい

でありますので、もうこれ以上ちょっと大事な話が、時間が配分ができませんので次に移り

ます。 

 都市計画の線引きの話について、私はこの総合計画の今度初めて今審議されております基

本計画のトップに土地利用政策というのを初めて持ってこられておると。順番は実際にそう

なるかわかりませんけれども、土地利用ということを総合計画のトップに持ってこられると

いうことについて非常に、初めて変わったなというふうに思っておりまして、ただ今の基山

の線引きのまま、本当にこの人口増を実現できるような土地が確保できるのかという疑問が

ありましてこの質問をさせていただきました。 

 ちょっともう時間がありませんので、少しさっといきます。それで県内の状況で確認しま

した。要は、佐賀県で旧佐賀市と鳥栖・基山だけが線引きをしていると、市街化区域と市街

化調整区域を。そのほかは都市計画は持っていますけれども、基本的には線引きがないから、

あるいはみやき町のように用途区域を設定していませんから、基本的には自由自在に住宅政

策とかできると。みやき町が今度ＰＦＩ方式の若者向けのマンションを２棟目、３棟目、４

棟目とつくっていくと。非常にこの自由自在に住宅政策やっておりますけれども、その辺の

ことについて町長御感想いかがですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 自由自在とおっしゃいますけれども、どうもこういろいろ聞いておりますと必ずしもそう

じゃない、もちろんそれに対して努力してあるからだと思いますけれども、やっぱりいろい

ろ農地の問題とか何とかそういう規制は当然かぶっておるわけですから、それはあると思い

ます。それで本当に、それでいいのかなというような感じ。そして、ちょっと漏れ聞くと職
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員の人からも、そうしているけれども人口減るもんなというような、そういうことを言われ、

聞いたというようなそういう話も聞いております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 そういうマイナスの話は、もともとそういう非常にハンデのある地域の方が一生懸命やっ

ているという話ですので、その言い方は私は余り。これ議案審議であればもう少しかみつく

ところですけれども、きょうは一般質問でありますから。どちらにしても、線引きがないか

ら非常にできると。これは久留米に向かって三根地区なんかはそれで一生懸命やっておると

いうことで、隣接する鳥栖市の皆さんもね。私たちはみやき町と隣接していないからぴんと

来ませんけれども、鳥栖市の皆さんは線引きでがんじがらめにされていますから、歯ぎしり

しているという状態だというふうに聞いております。そういうことですね。 

 あと、基山町としての評価と課題をお伺いしました。実際にこの40年、昭和48年に都市計

画ができて、回答にありますように自然環境保全し、秩序ある計画的な土地利用が進んだと。

これは私も当然、それで秩序あるまちづくりができているということについては、当然私も

同じように評価をさせていただく。ただ、線引き拡大は、市街化区域の拡大はもう平成16年

の玉虫を最後にして、もうそのままずっと固定されておりますから結果的にはそれ以降人口

減になっているというふうに思いますが。また、課題も先ほど書いてあるように行政サイド

の課題としてはそのとおりと。難しい言葉ばかりですけれども、と思います。ただ、ここで

ちょっと１点確認しておきたいので、私は町民の立場からこの線引きが問題があるんじゃな

いかということを言いたいんです。線引きがあるために町民の間で不公平が起こっていらっ

しゃいませんかと。要は、市街化区域と隣接する市街化調整区域の開発の落差、その辺に対

する住民の不満。聞こえてきませんけれども、一、二聞きましたけれども。例えば、八ツ並

線、弥生が丘に向かって東公園に向かって八ツ並線がありますね。左側の11区の高島側には

当然住宅建ちますしアパートもどんどん建っていますね。境界は町道挟んで反対側、既存の

48年以前のアパート以外何もできないですね。いわゆる幹線道路を挟んで右と左で、片や自

由に住宅が建てられる。片や、その農振がかかっており住宅とかそこに土地を持っておって

もですよ、アパート建てられないでしょう。今、弥生が丘とかあの辺はアウトレットも含め

て独身者の需要が物すごくたくさんあるんですね。だから、そういう不公平が線引きのおか
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げであると。それを全部ずっといじっていない。その線引きがあるために、そういう。それ

からもう一つ、こういうことは余り言わんほうがいいかも、言ってもいいかなと思うんです

が、税金の問題ですね。同じ農地で、市街化区域にある農地と、残存農地ですね、市街化調

整区域にある農地、これ税金は物すごく違うでしょう。どのくらい違います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 鶴田税務住民課長。 

○税務住民課長（鶴田勝美君） 

 農地に関して、市街化区域と市街化調整区域、当然評価の方法異なるんですけれども、市

街化区域の課税を１万円とした場合、調整区域になると216円程度ということですので、約5

0倍弱ぐらい税額として変わってきます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 私はその農地を、その農業政策の農地を守るためにということのそのことを言うことじゃ

なくて、市街化ということで線引きされておるがために同じ農地でもそれだけの税金の負担

が違うと。だからしたがって私が言う線引きを廃止したら、荒尾市のように固定資産税が減

るというような逆に課題を起こるわけですね。それはまあ課題として起こるんですけれども、

私が申し上げたいのは線引きに安閑として、基本的には町が土地利用政策をせずに、もう線

引きの外と内でばさっと決めて、あとは何もせんということになってやしませんかと。その

件についてはどうですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 確かに、線引きの見直しにつきましては、鳥栖市でもいろいろな御意見があるということ

は伺っております。基山町でもその中で過去にも線引き市街化区域の拡大はやってまいりま

した。しかし、今議員がおっしゃいますような線引きを廃止するという議論は、やはりかな

り重要な問題でございますので、やはり相当な期間といいますか町民の御意見というものは

伺ってからの決定事項だというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 線引きは、都市化の波がずっと起こるときに、その秩序ある都市計画になるようにするた

めに線引きをしておるわけですね。それで、都市化の波が今ある程度もう落ち着いてきて、

各地区とも。本当に線引きそのものがいるんかという話で、例えば四国当たりだったら線引

きを廃止する市町がざっと出てきているわけですよね。だからそういうことで、根本的にや

っぱり線引きそのもののあり方について見直していただければと。これは提案として言って

おきます。 

 ちょっと時間がずれてきましたので、あと線引きの廃止の手続が大変県の許可から周辺の

問題まで含めて物すごく煩雑で、今のところはですね、煩雑で難しいということと、県が今

のところやる気がないということについてもとりあえず回答として受けておきます。ただ、

四国の西条市のように線引きを廃止したかわりに、しっかりとこの用途地域の継続とか、そ

れから特定用途地域といって産業居住地区とか、いわゆる従来の市街化調整区域を産業用と

か幹線道路沿線とか、それから本当の田園居住地区とかに分けて、それぞれに用途制限を設

けると。そうしておけば、町長等が心配するような自然の破壊とか乱開発とかもう起りよう

がないんであって、やっぱりそういうことで線引きを廃止したかわりに町は責任を持って土

地利用を進めていくと。それの分かれ道になると思うんですよね。それをぜひ、ちょっとこ

れはこれから先の大きな課題としてぜひお願いをしておきたいと思います。 

 あと10分でありますので、最後にちょっと一番町長にお伺いしたい鳥栖市との連携であり

ます。重松議員が初日に質問をしました。余り細かく内容については申し上げませんが、鳥

栖ジャンクション周辺に限り土地の高度利用を進める観点から、都市計画法や農振除外手続

の緩和や弾力化を提案しておると、国家戦略としてですね。この内容を町長御存じですか、

具体的に。計画書とか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 その前に、ちょっと時間いただきまして人口が減る減るというような後藤議員の話にも出

ました。これはうかつなことは言えませんけれども、昨年度、そしてことし、この２カ年あ

と１カ月ございますから23カ月ですか、そこでのトータルしますと２年間でマイナス21人と
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いうことでございます。これはきのうもですか、おとといか申し上げましたけれども、やっ

ぱり減少は鈍化してきておるということだけは言えると思います。しかもこの内容を見ます

と、自然動態といいますか、いわゆる出生と死亡と、これがマイナスの94人、それから社会

動態はプラスの68人でございます。だから幾らかこうやっぱり住環境を整えていくというよ

うなことで、そういう傾向にもなってきているかなと。だから県の職員さんじゃございませ

んけれども、基山町は減っている、ふえとるふえとるじゃなく、また減っている減っている

でもないと、その辺のところは皆さんとともに見ていきたいというふうに思っております。 

 それから、鳥栖市さんの特区申請、内容的には私は知りません。もちろん話も来ていない

ものですから、内容的には知りませんけれどもそういう申請をなさっておるということだけ

は聞いております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 こちら議会を通じて手に入っておりますので、これお見せします。恐らくこれを国に去年

の８月に出したということで、交通結節機能を最大限に生かし地方消滅に対抗する新たな拠

点都市の形成特区という名前で、そのためにいろんな規制を全部緩和してくれと。特に鳥栖

ジャンクションから起点４キロ、４キロ以内ということで車で５分以内とも聞きましたけれ

ども、これどこまで入りますか。またその、それで規制がなくなって市街化できるという形

にもしなった場合、どのくらいあるかちょっとわかりますか、ざっと。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 鳥栖ジャンクションから４キロ圏内と申しますと、基山町でいきますとけやき台の入り口、

それからグリーンパークの付近まで入ります。それで、かなりの概略の面積でございますけ

れども基山町がその４キロに入る面積は450ヘクタールぐらいになるというふうに試算をい

たしております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 
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 物すごい。それで、私ネット上で地図で見ましたけれども、小郡市もすごい量が入るんで

すよね。総合運動公園のところまでいきますね、半径４キロといったら。むしろ、提案して

いる鳥栖市のほうが、ほとんど自分のところの市街地ばっかりですよ。だから、その規制対

象の、あるいは基山と小郡のために提案してくれるようなものですよ、これ。実際に地図を

引っ張ってみてください。それで、問題は私この話が、きのう重松議員の話の中では12月に

知ったと、ネットとかで。それから町として何もアプローチも何もしていないんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 内容について少し質問はしております。けれども、これをもとにということについては一

応特区のほうがどういう状況かわかりませんので、その辺が確定してからまた御相談はした

いというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 基山町が、450ヘクタールといったら今の全部の市街化区域が449ヘクタールですか、もう

とんでもないレベルが基山町が入っているにもかかわらず、これがこちらにも当然相談がな

くて、それからわかって３カ月たってまだこちらからも何もアプローチしていないと、それ

でよろしいんですか。物すごい私そういうことが心配ですね。何かこのこれだけの大きな話

が、小郡市として共同して１回きちっと、今度議会は３月30日だったですかね、鳥栖市と小

郡市と基山町と議員で勉強会をします。鳥栖の議長の提案もありまして。町のほうは何もそ

ういう動きは当面はないんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 鳥栖市が今非常に拡大路線といいますか、ずっと工場を拡大されて、もう大分それも何か

残り少なくなっているというような話も、よそのことは余り言いたくございませんけれども、

そういう話も聞きます。それから人口増も大分やっぱり増も鈍化してきておるというような、

そういうことで非常に今、じゃあ次何やろうかということを考えてあると思います。基山町
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として果たしてその400幾らも、ヘクタールもカバーされてそれで本当に基山町の将来像と

いいますか、そういうのがやっぱりしっかり持っておかないと、それでもうじゃあどこにで

も建てられるとか、やれるとかというような話じゃないと、その前にやっぱりこの総合計画

でも確かに土地利用というようなことを書いていますけれども、やはり自然との共生のとい

うようなそういうことも含まれていると思いますので、その辺のところはひとつこれからま

た後藤議員ともいろいろと話し合いをさせていただければというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 いや、基山町の思いはいいですよ、それで。だけどこれだけの大きなプランが出ておるの

に、プランが出てもう７カ月たったんですよ、話しもできていないと。そのことを私は物す

ごい心配します。そんなに鳥栖市と今、お隣さんとですね。この間、林議員の質問の中で葬

祭公園、もし連携する場合はって言ったら鳥栖市は断ったと。人が亡くなったときの非常に

重要な設備の話を、今うちいっぱいだからノーという回答が出るようじゃもう、物すごい心

配ですね。基山の場合は、地域連携は生命線じゃないですか。ごみ、下水道、消防、介護、

どれ１つ単独ではできないからよそと一緒にやらせてもらうというんでしょう。地域連携こ

そ基山の生命線ですよ。これが自分たちができないことだけお願いしますと、そのほかは知

りませんというような態度でおる限りは、もちろん鳥栖市の合併の問題でやり方がいかんな

と私は随分、鳥栖市のために基山合併するとかいう話だったら受けられんよということを言

ったこともありますし、そのやり方がいかんということは随分わかりますけれども、それで

もやっぱり地域で大事なパートナーになる場所ですから、ぜひそれは今回のこれをきっかけ

にお互いにこの地域の開発について話し合いすると、都市計画の見直しについても、どちら

にしてもどちらか共同で見直さんとできんのですから、そのことをぜひ取り組んでいただき

たいなと。ちょっと時間なくなりましたので、私たちはその30日に勉強会しますけれども、

議会のほうがそれをやっておって、ぜひこのとこについて町長、まずは副町長、ちょっと決

意を。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは、以上で後藤信八議員の一般質問を終わります。 

 ここで10時50分まで休憩します。 
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～午前10時40分 休憩～ 

～午前10時50分 再開～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、牧薗綾子議員の一般質問を行います。牧薗綾子議員。 

○３番（牧薗綾子君）（登壇） 

 ３番議員の牧薗です。傍聴ありがとうございます。 

 議員として４年目最後の一般質問となりました。牛歩のような歩みでしたが、前には着実

に進んだと思っております。町民の方といろんな場所で話をする機会を皆様の声を聞く場と

して、御意見・御要望を伺ってきました。自分に何ができるか、またすべきか考えながら行

動に移してきましたが、常に背伸びしていた自分にとっていただいた町民の方の声をどう生

かせたのかは自分では判断しかねております。まずは、素直に現状に対して皆さんがどうい

う疑問を持ち、どう改善を望んでいるのか、また町政に対して評価もし、継続を望んである

のか、しっかりと伝えていきたいと思います。 

 では、質問に移らせていただきます。 

 質問事項の１、葬祭公園について。 

 (1)公共施設等総合管理計画を進めている中で、この施設の計画は具体的にどの段階まで

進んでいますでしょうか。 

 (2)施設内のボイラー等設備の耐久性から使用可能年数をどのくらいと判断していらっし

ゃいますでしょうか。 

 (3)近隣の市町と連携した広域での施設利用、これは管理を含むですがこれの考えはあり

ますでしょうか。 

 次に、救急車の出動時の状況についてお尋ねいたします。 

 (1)基山町での救急車の出動に関し、昼間・夜間それぞれでここ２、３年での変化等はあ

りますでしょうか。 

 (2)出動時において、利用する側の注意点や搬送に支障を来した事例など、具体的に示し

てください。 

 次に３です。町民会館利用について。 

 (1)施設内で各部屋の利用上の変更、要望など町民の方の声は上がっていますでしょうか。

また、そういう意見が出されたときの対応はどうなっているのでしょうか。 
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 (2)現状の施設利用に工事を含む変更などが必要になったとき、指定管理者と協議等はな

さいますでしょうか。 

 以上、１回目の質問を終わります。御答弁のほう、よろしくお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 牧薗綾子議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めでございます。 

 葬祭公園についてということで、(1)公共施設等総合管理計画を進めている中で、この施

設の計画は具体的にどの段階まで進んでいるのかというお尋ねです。 

 現在、基山町公共施設等総合管理計画策定業務についての公募型プロポーザル方式による

受託者募集を行っている状況でございますので、進捗状況等について現段階でお示しできる

ようなものはございません。 

 (2)の施設内のボイラー等設備の耐久性から使用可能年数をどれくらいと判断しているの

かというお尋ねです。 

 建設から37年経過していますが、現施設は定期的にメンテナンスを行っており、今後四、

五年の間は問題のない状態で稼働できると思われます。 

 (3)近隣の市町と連携した広域での施設利用の考えはあるかということです。 

 鳥栖市と小郡市・大刀洗町と事務打ち合わせを行いました。鳥栖市は現在のところ建てか

え計画等はなく人口が増加しているため、基山町を受け入れるのは困難だと回答をもらいま

した。小郡市・大刀洗町については、小郡市が大刀洗町からの委託で業務運営しているため、

基山町を受け入れるためには一市二町による一部事務組合の設立が条件となるだろうとの回

答をもらっております。 

 ２項目めの救急車の出動時の状況についてということです。 

 (1)基山町での救急車の出動に関し、昼間・夜間それぞれでここ２、３年の変化はあるか

というお尋ねです。 

 鳥栖・三養基地区消防事務組合の管轄区域全体で５年間の救急業務出動件数は増加してお

りますが、基山町での全出動件数、夜間出動件数とも横ばいとなっております。基山町内の

救急業務全出動件数につきましては、平成22年549件、23年508件、24年543件、25年500件、
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26年546件となっております。全出動件数のうちの夜間出動件数につきましては、平成22年

が198件、23年192件、24年188件、25年182件、26年189件となっております。 

 (2)出動時において、利用する側の注意点や搬送に支障を来した事例など具体的に示して

ほしいということです。 

 救急業務出動時においての利用者の注意点についてでございますが、救急出動件数のうち

約半数を軽症傷病者の救急要請が占めており、中には不適正利用と思われる事案が存在する

ということです。不適正利用者が増加すると、緊急を要する傷病者への対応におくれが出る

ことを理解していただき、安易な利用は控えていただきたいということです。しかし、重症

度を住民が判断することは難しく、不適正利用を意識する余り要請をちゅうちょすることが

悪い結果を生む可能性があるため、必要と思ったら迷わず要請していただきたいということ

でございます。 

 また、搬送に支障を来した事例についてでございますが、具体的な例としては、心肺停止

傷病者に対して通報者へ心肺蘇生を促すも理解が得られない事案や、傷病者を家族が救急要

請するも本人がかたくなに拒否する事案、傷病者と医療機関との間にトラブルがあり搬送先

が決定しない事案、酩酊状態の事案、救急隊の観察を拒み搬送のみを強く要請される事案、

傷病者や家族が遠方の救急病院への搬送を強要する事案などがあるということでございます。 

 私のほうからは以上でございます。あとは教育長のほうでお願いします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君）（登壇） 

 牧薗議員の御質問にお答えをいたします。 

 ３項目めの町民会館利用についてということで、(1)施設内で各部屋の利用上の変更、要

望など町民の方の声は上がっているかと。また、そういう意見が出されたときの対応はどう

なっているのかというお尋ねでございますが、施設を利用する上での意見要望等は利用者の

方々から上がってくることはあると聞いております。各部屋における利用上の変更、要望に

ついては、基本的には指定管理者に対応してもらうことにしておりますが、場合によっては

町へ報告をしてもらっております。また、指定管理者だけで対応できない事案につきまして

は、町と協議の上その対応を検討することにいたしております。 

 (2)現状の施設利用に工事を含む変更などが必要になったとき、指定管理者と協議等する
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のかというお尋ねでございます。 

 施設利用に工事を含む変更などが必要になったときは、施設利用に直接関係あるかないか

にかかわらず、基本的に協議を行うことになります。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 葬祭公園につきましては、林議員も質問されておりますので、質問内容がかぶらないよう

気をつけて伺いたいと思います。 

 では、２回目以降の質問をさせていただきます。 

 まず、林議員がされた葬祭公園についての質問で同じことを聞くのですが、第５次総合計

画に織り込んでいるかについて具体的な整備計画はないというふうに御答弁があったように

メモをしたんですが、ちょっと終わり方がばたばたとしたところがありまして、私の聞き違

いだったのか、この辺同じ質問をして恐縮ですがもう一度回答をお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 今回の総合計画では、先ほど町長も答弁しましたけれども公共施設等総合管理計画、これ

が27年度で完了することになっておりますので、ハードの建物等の事業につきましては具体

的なものは一切上げておりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 第４次総合計画のその建設を含めて整備についての方向性を検討するという、この文言で

は第５次総合計画の中では検討していくということに、継続にはならないということでしょ

うか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 
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 御存じのとおり、耐用年数の問題もありますので、検討することは間違いございませんけ

れども、具体的検討になりますとやはり公共施設等総合管理計画ができ上がってからという

ことになります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 検討するということで、継続ということで次の質問をしたいと思います。 

 建てたときの状況もそのときの建築物としての価値も当然年数とともに変わってくるわけ

ですが、この葬祭公園というこの施設は、ちょっとどんなふうに基本的に捉えてあるのかと

いうのをお聞きしたいと思うのですが、この葬祭公園の施設だけではなくて12月議会での久

保山議員の一般質問で、先ほど木村課長も答えられましたが、その公共施設等総合管理計画

を27年いっぱいに策定をしますという答弁がありました。そしてそのときに、人口推計、財

政収支の見込みから基本的な方針を決めていくともおっしゃったんですが、そのそういう意

味でいくとほかの公共施設より、ちょっと表現がいいのか悪いのかあれですが、利用頻度と

いうものに関してはちょっとそういう意味では想定はしやすいのではと少し分けて考えてい

るのですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 公共施設等総合管理計画と申しますのは、基山町の公共施設、道路、全ての施設を含めま

して長期的な視点を持って更新とか統廃合とか長寿命化を検討するための基本的な指針です、

計画、考え方の指針を出す計画でございます。それで、具体的には先ほど議員おっしゃられ

ましたように人口の見込みとか、財政の見込みとかも考えまして、財政の見込みが足りない

のに更新とかの計画は出せませんので、そういうことも勘案しながらいつごろどういうこと

ができるとかいう全体的な方針を立てるもので、具体的にはそれが策定をいたしましたら個

別の計画をそれから入っていくことになりますので、葬祭公園につきましてもその後に、き

のうも申し上げましたように他市町との協働とか、一部事務組合とかの考慮に入れながら検

討されていくものというふうに思っています。以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 この27年度中に課長おっしゃるように総合計画をつくって、各施設の計画に対してはその

後であるということを今も確認したので、自分なりにじゃあどういうことで方向性といえば

なるのかなと考えてみたのですが。 

 まず、１、単純補修及び改修でもう現状維持をキープしての利用を目指すと。 

 ２、林議員からのスロープ設置という提案もありましたが、利用者の声、こういうふうに

してほしいという利用者の声を反映した少しリニューアル的な設備改修で、それだけの少し

予算をつけて改修するわけですから、ほかの市町がしているような民間と協力してここの施

設を利用してくださいというような利用促進にも努める。 

 次に、３、回答もいただいておりますが、一部事務組合を設立し、そこに加入して負担金

を出す形で町民の方も利用する。 

 第４、新たに建設する。これは可能性がゼロではないということで一応挙げてみました。 

 長寿命化計画ということは、必要のある箇所を改修してよりよい状態で長く利用できるよ

うに点検を含め、まず調査をするということで認識をいたしておりますが、最初に言いまし

た１ですね、単純補修、とりあえずここを直しておけば使えるというような状況で利用する

ということを想定して、まずお聞きします。 

 12月議会の補正予算の中に、葬祭公園修理費用として169万円が計上されておりました。

炉内耐火れんがの部分補修費とありました。四、五年は問題ない状況で稼働できると思われ

るということで、こちらにも回答いただきましたが、当然型が古くなれば部品の確保も大変

でしょうし、いろいろと現状維持ということも難しくなるでしょうが、各施設ごとに具体的

に考えるとなるとその辺でまず頭に浮かぶのがボイラーかなと、それでこのボイラー本体を

もし、とりあえずやるけれどもう古くなったからこれだけは新しくしようというような形で、

ボイラーをじゃあ変えようとなった場合どれぐらいおおよそかかるものでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 まず、葬祭公園のどういうふうに今後していかれますかという質問で、今の維持ですね、

改修していく。それからもう１点が、例えば小郡市の一部事務組合の加入。また新たに新設



- 289 - 

するという質問でございますけれども、一つ一つ取り上げれば非常に難しい問題等が出てく

るかというふうに思っております。先ほど企画政策課長が申しますように、策定業務からそ

れから出すのが一番かというふうに思いますけれども、１つ12月に補正予算させていただき

ましたれんがの耐火でございますけれども、実際現場に先日委員会で同行させていただきま

したけれども、やはりかなり傷んでおります。しかしながら、ここに四、五年ということを

書いておりますけれども、これも非常に年数出すのが困難でございました。あえて四、五年

ということを書かせて町長に答えてもらいましたけれども、なかなかこの年数というのはあ

りませんでしたけれども、１つは全部、私個人の考えで申し上げてございませんけれども、

全部建て直すという金額というのは今のところ出ておりません。しかしながら炉だけですね、

建物についてはまだ先ほどお答えがありましたけど37年でまだ耐用年数ありますけれども、

炉だけの新設もそこの中にもし入るのじゃないかなという検討も当然必要じゃないかという

ふうに思います。だから、先ほど４点ほど提案されましたけれども、それも１つの考え、私

なりにそういうこともできたら検討するところではないかなというふうに考えております。

ボイラーだけの原価、ボイラーが先ほど年数がありましたけれども実際その修理等が本当に

部品等がなくて、ボイラーだけ変えるというんじゃなくて、ボイラーというのは私さっき言

ったのは炉全体ですね。だから搬出することですから、それの新設ということになれば金額

的にはまだちょっと、億はかかるかなというところで、そこまでちょっと私も金額的には出

しておりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 どの道を検討して、どの道を進んでも、小さな額ではないということはわかりました。私

も個人的にはここでの利用はまだしておりませんが、厚生産業常任委員の折に視察して、こ

んなところも見せていただけるんだということで、そのボイラーの部分ですね、そういうと

ころは見せていただきましたので、どれほど老朽化しているかというのは自分の目で見て確

認はしております。そのつもりです。 

 それで、先ほどおっしゃったように各施設のその検討あるいは計画を立てていくのは28年

度以降ということに、27年度で策定したと仮定してですね、28年度以降ということですから

今いろんな希望も含めて検討ということでちょっとここでいろいろ言わせていただくんです
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が、補修にかかる費用とどう折り合いをつけていくかというのが一番の問題であろうと思い

ますが、この施設の補強する場所ですね、あるいはその設備等の改修で済ませて今後も使え

るという状況になる、その建物本体の強度というのはその建設時にクリアした数字とは違っ

てまた新しい基準ができてきているんじゃないかと思いますが、それを調査してまずここは

大丈夫、ここはもう少し補修しなければという、その判断をするのにどれくらいの期間を必

要だというようなことはもう具体的には決まっているんでしょうか。もう全然考えていない

んでしょうか。それで、その補修に当たっているときの期間ここを使えないというときは、

じゃあどんなふうに対応するかというのはまだちょっと話も上がっていないのか、具体的に

はなっていないけれどもこういう形をというふうにお考えなのか、その辺ちょっと教えてく

ださい。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今の、林議員のときにも答弁させていただきましたけれども、耐震化につきましては今葬

祭公園は平屋というところで、左側の炉の設備のところについては１階ですけれども、右側

については実際現地は階段ついていますけれどもあそこは土地が一段上がっていますので、

通常平屋ということで耐震の診断はしておりません。今、牧薗議員おっしゃいましたように、

どういうふうな例えば修理する場合どういうふうにするかということになると、今はまだそ

こまでの検討もしていませんし、実際先ほど言いますように金額的にもまだ出ていないのが

実情でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 これからということなんで、やんややんやと今言っておこうというところですので、数字

がはっきり出なくてもそれは当然だろうと思います。まだ早い時期にこうして要望も含めて

お話しておりますから。そして、自分がその町民の方からいただいた意見としてというのは、

林議員も言われたんですけれども車椅子の方のそのエスカレーターの状況です。階段が急で

あるということで、ここについては実際ここを利用してそういう方がいらっしゃって使った

上でちょっと困ったと、そして今後も送る方が家族としているわけだから今後もこともある
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ので、このままでしょうか全然何か変わるということはないんでしょうかというところから

お尋ねをするようにしたんですが。林議員からも新しく提案されたスロープも含めて検討課

題に、ここはやっぱり町民の方からも幾つか声もあったし検討課題にも上げなきゃいけない

かなっていう段階か、まだまださらなんですよという段階か、その辺はどうでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 当然、議員おっしゃいますように通常の今の昇降機使わなくて通常の形で入れるのが一番

ベターと思います。しかしながら、それだけの金額、物すごい金額になるかというふうに思

います。それで、今のところは林議員のときも申しましたとおり昇降機のほうで対応させて

いただく考えでおります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 では、待っている方の休憩室のほうですが、私もそうですけれども年齢とともにちょっと

楽な姿勢で待っているということが一番いいんですが、現在のその利用形態に、ここ少し直

そうとか、ここはどうだなということの変更等はどうでしょう、考えてありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 実はそのテーブル等じゃなくて、実は葬祭公園でテレビの件を今実際検討今年度行いまし

た。といいますのは、今回テレビが葬祭公園映らなくなりまして、実際その電波ですね、テ

レビはきれいですけれども、そういうことでＢＳの方向で映るようにしておりました。しか

しながら、このＢＳももう当然今年度３月で廃止ということで、今後どうするかということ

で、葬祭公園にまずテレビが要るか要らないかというそこから課のほうで検討をいたしまし

たし、実際金額的な面につきましては国の補助等で8,000円ぐらいだったですかね、それぐ

らい負担すればそういうこと、また通常映りますよということで、うちの課でも協議いたし

ましたし、財政課でも協議いたしまして、そういう結果で今後そのテレビ等は維持していく

ことを考えております。ほかの例えば、施設面にしますと今年度また当初予算お願いしてお
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りますけれども、電気ポットなりそういうふうな細かい施設で大きくその待合室をリニュー

アルするとかそういう考えは今のところはございません。（「ＢＳの廃止って何」と呼ぶ者

あり）ＢＳがもう電波自体が来なくなったということです。ＢＳが、あそこの切りかえられ

たということで、そういうことでＢＳがなくなったというのは失礼しました、そういう言葉

じゃなくてもうＢＳでも葬祭公園は、あの地区は映らないということで新設することで先ほ

ど言うように、ある金額を出すと補助金が来るということで今後ともテレビは映るようにし

ております。以上でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 こんなふうに個々で見ていくと、ここがあそこがと要望がいろいろ出てきますが、立地面

で気になるのはちょっと先ほど２番のところの内容、一応大きくリニューアルしてみたいな

ことをちょっと言いましたが、これにもちょっとかかわってくるんですが、葬祭公園に関し

てのホームページを見ると、山間地に立地しているため積雪凍結しやすくなっています、積

雪凍結時は運転になれている方の車に乗り合わせるかバス等の手配をされることをお勧めし

ますと、こういうふうな記載があります。これは、過去に何かトラブルがあって記載してい

るのか、親切でこのあたりは山ですから雪が降るときは危ないですよ、単純に気をつけてく

ださいということを喚起するために記載したものか、これどちらか教えていただけますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 葬祭公園、実際ちょっとでも雪降りますとあの坂道通れなくなり、実際土日でも職員等が

出て塩化カルシウムをまいたりしております。そういう形でかなり基山町においては山間部

にありますので、そういうふうな利用者に対してのお知らせというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 車が上がりづらいという程度のトラブルであるなら、それで人身事故に何かつながったと

いうことでないならそれは特に強く大丈夫かなと思う必要もないんですが、別に雪が降る時
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期というのは車での移動というのは別にここに限らず気を使っていくべきものなんですが、

そういう場所であると使いづらいなと。自分がその立場になったらどうするんだろうという

心配はします。それで、ほかの近隣の市町の施設はじゃあどうなのかということで見てみま

すと、施設の休場日が１月１日ということでこれは小郡市も鳥栖市も同じでした。それで利

用に関しての費用は、例えば鳥栖は市内居住者は無料、その分市外居住者の金額が大きい。

基山町のその町内、町外で町外の方のかかる費用が多いという点ではどちらも同じなんです

が、幾らかかるかというのはそれぞれのケースが違うのでそれについてお尋ねはしませんが、

これっていうのはその市外でしたら高いのを理解した上で、でもそういう山のほうはちょっ

と車が行くの危ないし、じゃあ鳥栖のほうのこっちはお金をちょっと出してもらったら受け

ますよという、選択できるということの表示なんでしょうか。これどういうふうに受け取っ

たらいいのかちょっとわからないんですが。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今、１カ月にお亡くなりになられた報告書が私のほうに上がってきますけれども、大体１

カ月で２件ほど町外の方がいらっしゃいます。内容を聞くと、例えば施設ですね、福岡なら

福岡の施設にもう住所を全部移ってあると、それで実際はその施設のほうから基山町のほう

に来られる方は当然住所が基山町にございませんので、そういう方が町外というのが大体多

いです。まるきりその、例えばほかの市町が炉のほうが満杯だったから鳥栖市のほうに来る

という事例じゃなくて、先ほど言いますように自分の家族が、例えばよそのところにあった

のを基山町で火葬するというのが、その金額の例えばさっきおっしゃった５万円のほうが適

用されております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 では、この利用金額に対してはその各施設での見直しをするときに、金額の見直しとかも

考えてありますか。それで、町民会館やその体育館のときに見直ししたときのように、そう

なれば町民の方に意見を聞くとか、そんなことにはならないですよね。そのあたりどうでし

ょう。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 使用料の見直しということで、今回葬祭公園も算定行ったところでございます。しかしな

がら、非常に葬祭公園の算定出すのも非常に難しい金額でございましたけれども、今回につ

きましては実際金額につきましては、今回の算定料については今の現状のままということで

財政課のほうには報告しております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 チェックが足りませんでした。済みません。 

 国の進めるその長寿命化計画で、ネットでプリントアウトして読んだんですが、結構その

ざっくりしているという感じなんですよ。私が見たのは国交省のインフラ長寿命化計画（行

動計画）工程表、概要というものなんですが、各施設どういう時期に何年にはこういうこと

をしましょうというような、これというのは幅があるという、各市町ではそれぞれの事情も

あるだろうから全国一律ではないから、この範囲でこれをしましょうということなんだろう

と思いますけれども、市町に国からこういうふうに何年にはこういうことをしてくださいと

きたときに、大体どこをポイントにその計画というのは進めていかれるのですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 国のほうから、そういうふうな葬祭公園の改修とかっていうことなんでしょうか、ちょっ

とその辺もう少し説明をお願いしたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 葬祭公園のみということじゃなくて、国が進めるインフラ長寿命化計画ということで、い

ろんな部署というか、官工事、航路、港、いろいろあるんですけれども、この時期にこれを

こうしましょうというのが出ていたものですから、だから葬祭公園としては官がここに入る
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のかなということで見たんでちょっとお尋ねをしましたが、これは自分もちょっと勉強不足

ですから、これ以上の質問はちょっと、じゃあどうなんだってできませんからこれはいいで

す。もう１回見直します、済みません。 

 次に、提案として言いました一部事務組合、お答えにもあった分ですが、隣の小郡市では

見てみますと平成５年４月にもう大刀洗町共有のそういう施設ができており、その内容は利

用者という立場で見てみると、手続を含んで一連の流れから物すごく利便性が高いなという

印象を受けています。それで、じゃあそういう場所じゃないところはどこかないのかなって

ことで見てみますと、葬祭公園ということでネット検索をしますと佐賀市のほうに川副町葬

祭公園というのが出てきて、ここは基山町と同じで駐車場利用が大体10台ぐらいの広さで、

そして結局そのボイラーを使って御遺体をというところまでですから、その点では大体同じ

なのですが、利用に関しては。ここの違うところは、官民と連携というか、御利用の御案内

ということでそのネットのほうにちゃんと提示してあるんですが、提携葬儀社のプランに、

一連のそういう流れで全部終わりましてこの値段でやりますというそのプランの中に、それ

に際しての利用はここの葬祭公園を使ってくださいって、それでそれを載せてあるんです。

それで、ここの市のほうとしては一連のその必要事項はもうタッチしませんけれども、ここ

を使っていただくということだけでその連携というか、提携の葬儀社とやっていると。だか

ら、もしお尋ねになってもそれはもう私のところではそれ以上はわかりません、ここを使っ

ていただくということでこのパックの中に入れていると。そういう意味での官民連携という

のかな、そういう形になっております。それで、これは12月にやっぱり久保山議員が官民連

携必要ではって言われたそういう内容にも当たるのかなと思いましたが、こういう取り組み

は基山町でも考えられたかなと思いますが、この点どうでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今の提案でございますけれども、今のところそういうのは本町では検討はしておりません。

以上でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 
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 利用者の立場からしたら、林議員のときもそうでしたけれど、受付に行って書いて、それ

で一応亡くなった方があって悲しみに暮れている状況だけど、もうどんどん次から次にしな

きゃいけないという、それはまあここに限らずなんですが、こういう形でお願いできたらも

うそちらがみんなしてくれると、それで自分たちは身一つじゃないけれども行くだけでいい

という、こういう形がその官民連携のいいところなのかなって思いますけれども、それは個

人的な思いですから、いやそんなふうには思いませんって言われたらそれだけのことなんで

すが、でもとりあえず同じような広さで川副町のほうではそのようにされております。とい

うことは、できなくはないかなっていう。だからこれも検討課題として、ある程度そのリニ

ューアルまでいかなくても利用しやすい状況になるんであればこういうことも考えてほしい

ということで、ひとつ言っておきますのでぜひ検討してみてください。 

 次に、じゃあ鳥栖のほうはどうかというと、同じように斎場では通夜及び葬儀などの葬祭

は行いませんっていう記載がされております。それで利用に関しては基山と同じですね。で

すけれども、そういう点では隣の小郡市は大刀洗と共有してそういう施設をつくっているわ

けですので、ここでいただいた一部事務組合、林議員のときにハードルは高いですがとおっ

しゃいましたが一応その設立が条件となるだろうという回答ということは、けんもほろろで

はなかったと、ハードルが高くてもクリアすれば何とかいけるのかなという私は印象を持っ

たんですが。もしそういう場合、どういう手順で今度じゃあそのハードルを越えるために、

どういう手順でどんなふうにしていくのか、その辺わかったら流れだけでも教えてください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 まず、当然小郡市と大刀洗市町で当初つくられて、２市町だったので一部事務組合ありま

せんけれども、基山町が入ると当然そこに一部事務組合が設置されますけれども、そこを事

務局をどこにするのか当然その辺も出てくると思います。当然、ここで言えば宝満のセンタ

ーみたいにそういうふうな形で一部事務組合の設立、そういうのが例えば加入する基山町が

事務局をして全部そのレールをするのか、小郡市に頼むのか、そういうふうな事務的なもの

もあると思いますし、林議員のときも申しましたようにその負担金の試算の出し方、その試

算をまず誰が出すのかということで、何らかの形でかなりハードルが高いということで先日

お答え申しましたけれども、そういうことで一概にそのすぐにできるということではなくて、
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かなりの検討が必要になるかなと。だから実際の話まだ（「はっきり」「何もしておらんっ

てこと」と呼ぶ者あり）課長段階ぐらいのお話で今しているというぐらいのところでござい

ます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 正直なお答えありがとうございました。やはりこういう大きな問題は、もっと大きな権限

というかそういうところでやらなきゃちょっとハードルはやっぱり高いんだなというのはわ

かりました。それで、基山町はそういう意味では鳥栖市、みやき町、上峰町と一緒にその消

防、介護事務などを広域で行っていますし、圏域を越えた事業では下水道事業、清掃施設組

合にも参加しております。ということは、こういう一部事務組合に参加というのも初めてで

はないということがちょっとベースに私の中ではあったんですが、昨年３月の筑後川流域ク

ロスロード協議会のシンポジウムの中で示された資料をいただいてそれを読んでみますと、

この地域、人口の推移と将来設計を見れば、やはり葬祭公園のようなポジションの施設はや

っぱり広域でするのがベターではないかなと考えますし、定住促進について各首長さんがお

っしゃった内容を見ますと、小郡市、鳥栖市、久留米市、基山町が結束をすることで福岡市

にどう対応していくかだっていうふうにちょっと答えられたので、私はメモをしているので

すが、それでハードルが高いということでちょっとどうなのかなということでちょっと地方

自治法の基本解説などもう一回読みましたら、広域市町村圏においては複数の市町村が集ま

って協議会一部事務組合や広域連合を結成し計画を策定し、廃棄物処理、消防地域振興を初

めとする行政事務を共同で行うことなどにより住民サービスの向上と行政の効率化が期待さ

れているというふうに明記されていたので、大変とは思いますが住民サービスの向上と行政

の効率化という点では何とかどんと、１歩でも２歩でも進んでいただきたいと思うのですが、

これに対してどうですかと言われても段階的にどうしようもない。ただ、こういう協議会の

中でも必要だよなとか、こういうことは自分たちで課長レベルのその事務を任せる上でしな

きゃいけないなっていうような話というのは出ておりますか。それ１個だけ。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 
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 葬祭公園については、一応そういう話はちょっと出ておりません。ただ、そういう一部事

務組合ということなんですけれども、広域圏そのものについては今割と流れとしては連携の

ほうがメーンになっておりますから、そちらのほうも含めてそういう話が出るようであれば

うちとしてもその中で検討していくことになろうかと思いますけれども、まずは葬祭公園と

いうそういうものが、連携で住民の皆さんがよろしいのかって問題もありますから、その辺

もちょっと考えていかなきゃいけないんではないかというふうには考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 すごくしっかりしたお答えですが、ちょっとテンションが下がりました。もっとどんと、

もっとやらなきゃいけないねっていうことでちょっとお答えいただけるかなと思ったんです

が、とりあえずこの葬祭公園はよその市町を見ますと、複合的な施設というのもつくって運

営されているところが幾つかありますから、基山町がとりあえずということで改修ないし補

修で済ませるのか、先ほど言いましたように高いハードルだけど必要だねって挑戦するのか、

どの選択肢であっても、ああそうですかそういう形になったんですねって納得ができるよう

な計画作成をお願いして次の質問に移ります。 

 次の質問ですが、ここ数年けやき台のほうでもよくサイレンの音を耳にします。それで私

のところも初めてこの救急車というのを利用いたしました。本当に経験しないとわからない

ってよく言いますが、そのとおりだなと思いましたが。まず１つ最初にお聞きします。 

 基山町で119とダイヤルした後、どういうプロセスで救急車が出動し、その要請したとこ

ろに到着というふうになるのか、ちょっとその辺を教えていただけますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 救急業務につきましては、住民の方から119番通報があった場合には、鳥栖の指令センタ

ー、去年デジタル化されましたけれども、指令センターが受信いたしまして場所等の確定等

を行います。この場所等の確定については、消防署に尋ねると大体１分以内ではできるとい

うことでした。それでその出動要請が住民からあった場合は、その内容については西署、鳥

栖消防署ですね、それから基山分署にも無線で入りますので、その内容自体も入ります。そ
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れから、指令センターから受信して、場所が特定されて、指令センターのほうから出動指令

が発動されます。それで出動指令が発動されまして、そこから救急車が出動するということ

で大体もう２分以内には出動をするということでございました。それで、大体基山分署から

出動するわけですけれども、２分以内に出動して大体出動要請があった場所に着くまでには

大体もう四、五分もあれば着きまして、それからもう搬送に向かうということでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 まさに５分ちょっとぐらいで到着していただきましたので、おっしゃったように機能して

いるということですね。一、二分の間にもう受信して、そして確認して出動ということで。

それで、こういう緊急搬送するときのその行動マニュアルというのは、隊員以外の人で町の

職員の方が知っておく、総務課なんかはそうでしょうけれども、そういう研修会とか講習会

なんかでこの知るというような機会というのはあるんでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 救急業務につきましては、そのどういう体制でどういうような内容で出動するかというそ

ういう研修とかは役場も交えて消防署のほうでするということはございません。うちのほう

がどういうふうにしていますかっていうふうで、住民の方の問い合わせもありますので、う

ちのほうから訪ねてどういうふうな状況になって、それから指令センターとかもできました

のでそういう指令センターの説明会とかも議員の方も行かれたと思いますけれども、そうい

うのにも私なり担当なりも行きますのでその中で尋ねたり、状況を見たりして把握はしてお

ります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 そして先ほど、最初の１回目の質問のときにお答えいただいたこの出動回数なんですが、

ここ５年間の数字を見ますと、昼間の数字、夜間の数字を見ますと、夜間が大体35から36％、

年によってはそれ以上に多い年もあるなというふうに見たんですけれども、その基本マニュ
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アルですよね、出動に関してまでの。これはその昼、夜問わず同じとは思うんですが、夜だ

からということで違うとかいうようなことはあるんでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 消防署も班編成をして出動しておりますので、夜昼と違うところはないかと思います。た

だ、搬送病院これが１次、２次、３次、１次がその診療所とか、２次が近隣の救急病院、そ

れから３次が聖マリア医大等の病院となっておりますので、その状況に合わせて救急救命士

等の判断により場所といいますか救急病院を指定しております。ただ、夜間になりますとそ

の受け入れ先が例えば産婦人科であれば聖マリアしかないとか、久留米大がその救命しか受

けませんので、そういう若干の違いはあるかと思いますけれども、そういうのはもう救急隊

員は把握していないとまず搬送ができませんので、若干の違いはあるかと思いますけれども

そういうもので把握して判断しているということであります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 本当に、利用して初めて頭が下がる思いというか、本当にありがとうございましたっても

う心から思うぐらいきびきびと搬送していただいたのですが、２カ月ぐらい前でしたかテレ

ビのほうでドキュメントというか、佐賀県庁職員の情報業務改革課の円城寺雄介さんに関し

て、この緊急搬送システムを佐賀県のほうでつくられ、救急佐賀ネットというのかな、これ

に生かされているということでその30分番組をされていて、ああ佐賀県でこういうことをさ

れていた、この方がされていたんだって、その後それをうちのほうにもということで群馬県

庁のほうにも出張というか行って指導されている姿が映っていたのですが、この１分を短く

するということに私の記憶でたしか億からのお金が使われていたと思うのですが、それぐら

い相当な費用を使って人命救助の１分１秒を争うという、それにもそれだけの予算というか

費用がかかっているのですが、私が言わなくても御存じと思いますけれども、同じ佐賀県の

職員としてこういうことをやっているんだということで、何か感想ありませんか。自分の思

った感想だけ、ちょっとひとつ。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 済みません、私もその特集の番組を見ておりませんのでわかりませんけれども、そういう

違った番組では外国から東京消防庁を視察に来て、アメリカそれからどこか何カ国か来てい

たと思うんですけれども、非常に日本の消防は優秀ということで、そういう別の番組がやっ

ておりましたのでそういう面におきましては、やはり命を救う業務になりますので救急救命

士にしても相当の期間の研修を経て資格を取るわけですから、そこら辺はかなり努力をされ

ているというふうには感じております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 無理やりちょっと感想を聞いてしまって申しわけなかったんですが、物すごく感動して、

こういう熱意のある人がこんなふうに動いてこういう、私たちは簡単にネットで調べて救急

佐賀ネット便利だねぐらいのものだったんですけれども、こういうふうにされているんだと

いうことで少し感動したんですが、今回これを取り上げたのは、そうして救急隊の人は１分

１秒にそれだけの努力をされているのに、じゃあお願いします、搬送してくださいという立

場の私たちが、経験としては皆さんが１回するかどうか、しょっちゅうするものじゃないけ

れども、何の準備もしなくていいんだろうかということを強く感じたからなんです。地震と

かでもいざというときを備えて非常用パックを準備したりとかいろいろされていますけれど

も、今これだけ救急車がよく走っているなということを耳にされると思いますけれども、こ

れは実際国が出している数字からでももう歴然とふえているという数字は出ておりますし、

であるならば町民としてもそれを受ける態勢のときに準備しておくことってあるんじゃない

かなっていうことで、その提案と言えば提案なんですけれども、地域担当職員もいます、出

前講座もあります、何かいろんな形でその一緒に勉強をするというか、こういうときになっ

たらどうするんだという、やっぱり勉強ですね、そういうことをすればどうかなというのが

これの一番思ったところなんですが。よそでは高齢の方には、いざというときになったとき

のために冷蔵庫のポストのところに何か筒か何かでどこどこ病院の何とかにかかっておりま

す、こういう薬を飲んでおりますというのを常に何か入れていて救急車が来たら、この方は

これだなって持っていくというのがありますが、基山町のほうではちょっと高齢者に関して
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はどうなんでしょう、そういうふうな対応をされていますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 これといって、そういった救急体制のときに今議員おっしゃられたようなことを私どもの

ほうから指導をして行っているということはございません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 救急搬送されるのは、そういう例えばひとり暮らしであったり、高齢の方であったりとい

う、その限定されることはありませんので、特にそういう方というのはふだんから気をつけ

ていますからいいんですけれども、少し若い方あるいは子供さんというのは、そういうこと

ちょっと乗せていただくその対象者となるときに想定していないかですね、これは本当に地

震のときにどうするんだというぐらいな感覚で取り組んでもいいのかなと思って、先ほど出

前講座のことは利用してもいいんじゃないですかって言いましたけれども、現在こういう内

容とは別ででも、お聞きするのはこの講座ですね、出前講座の利用とか受講状況というのは

今言いましたように内容は問わずですが、どういうふうな町民の方の利用頻度があっている

んでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 この出前講座につきましては、最初に町長が言われておりましたけれども、ＡＥＤの操作

方法とかそういうのが出前講座で上がってまいります。ですから、自主防災組織の一般質問

もありましたけれども、消防団のほうでも春と秋に防火訓練を行っておりますけれども、そ

のときにもＡＥＤの心肺蘇生法の訓練につきましては住民の方に指導をして、使用方法等に

ついては訓練の中でやっておりますので、自主防災組織の中の訓練以外でもそういう自主防

災組織として年に何回かそういうのを、出前講座を利用していただいてやってもらうか、自

分たちでやっていただくか、そういうことをやっていただければ先ほどの具体的例でもあり

ましたけれども、ＡＥＤの心肺蘇生をしてくださいというような要請があってもなかなか応
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えられないというようなこともあるかと思いますので、そういう対応をしていただくために

今そういうこともやっていただきたいなというふうには思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 自主防災組織に関しての質問は、品川議員からもされて和気町のことは随分言われました

けれども、一緒に行った委員としても本当に感動して、何かこういう形で基山町にできない

かなって同じ思いでいたので、研修をしてその各区に自主防災組織というのはあるけれども、

具体的にじゃあ何をするんだというのがちょっとはっきりとしないから、消防団の方のその

ＡＥＤの訓練も私たちも常に行くから見ていますけれども、多くの方がじゃあ経験してこう

いうことだねっていうその時間もないし、それはそれとして、もっと町民の方が多く利用頻

度が高いこれから確率も上がる、だって本当救急車を呼んだときに、これだけ早い時間で来

るけれど、じゃああなたは乗る前に何をするのか知って、何をするのか、何を準備しておか

なきゃいけないかということを多くの方が御存じないと思うんですけれども、課長はどうで

すか、乗られたことありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 私は救急車には乗ったことございません。家族でも要請したことはございませんけれども、

救急業務が大事な業務であるということはもう認識しておりますし、その前にどういうふう

な準備をしておいたほうがいいかというのは、なかなか例えば急病で急用の方がほとんど７

割ぐらい呼ばれますので、事前にある程度その病気があったりそういう方については準備が

できるでしょうけれども、急病で何の異常もない方が例えば倒れられて呼ぶ場合はなかなか

難しいとは思います。ただ、先ほどの町長の答弁でありましたように、やはり本人が病気の

症状を判断することは医者じゃありませんので難しいかと思いますので、何かその症状が出

たらちゅうちょすることなくやはり呼んでいただくというのがまず大事じゃないかと思いま

す。ただ、タクシーがわりに使うとか、自分で行けるのにもう救急車で行ったほうが早いか

ら救急車を呼ぼうとかそういう安易な考えじゃなくて、そういうのはちょっとやめていただ

いて、自分がどうかあるとかそういう場合はもうちゅうちょなく、自分で病気を判断できま
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せんのでその結果がどうなるかわからないということですから、それはもうちゅうちょなく

呼んでいただきたいというのがそういう思いでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 課長が言われるように、その場になったらもうそういうことも考えずに、ああ呼ばなきゃ

というような状況になって電話するんですけれども、倒れている本人とかそういうのはしっ

かりものを言えないから、要するに家族がどういう状況ですかって言われたときに何を伝え

るかというときに一番困るんですよ。高齢になればなるほど飲んでいる薬も１つじゃなかっ

たり、２つ、３つだったり、それからちょっと調子が悪いってどこどこ病院に行ってって言

うと、病院も１つじゃなかったりするんで、急にどう変わられましたか、いつからどうでし

たかって言われても、小さい子供なら顔を見て様子をわかっているけれども、お互い自由に

過ごしていることが多いので、何時ごろからお腹が痛いってとかちょっと何の薬を今飲んで

いるか、もう最終的には奥さんですよねって言われて、はいって言うだけで何もわからない

状況で、そしてもう四、五分で到着して、じゃあ連れて行きますから、はいって言われるけ

れども、夜なんか特に一応寝入りばなというか寝ていますから着がえなきゃいけない、そう

いえば財布も持たなきゃいけない、鍵も締めていかなきゃ、もういろんなことを考えて、そ

して矢継ぎ早に聞かれるわけですよ、そういうことを。そのときに、せめてそのどういう、

何日間かこういう病院に行って、今調子が悪いからこういう薬を飲んでいたぐらい知ってい

れば答えられるけれども、向うも必至なんですよ、連れていくのにどういう症状かわからな

いから。必死さは伝わってくるけれども対応できない、これだけのことをしてもらっている

のに、自分たちが口開けてもう困った、119でよろしくっていう、こういう態度ではいけな

いなということを痛感したので、その自主防災組織の強化にもなる、地域力アップにもなる

ので、こういうことを地域担当職員あるいは出前講座、それからもう年に１回その運営委員

に、新しくなられた方対象に、こういうことで今国全体としてふえていますからこういうこ

とを一緒に勉強しましょうということで、それぞれがしてくださいじゃなくて旗を振ってほ

しいわけですよ。これだけの数が出ているからと。それを一応、私としては提案したくてこ

の話をしたんですが、普通自分がそういうことは想像しませんからなかなか準備はできない

んですけれども、個人情報ということになるから高齢者の方はそういう筒の中に一応情報を
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入れて置いておくというのも、ちょっとどこまで許容できるんだということになりますから、

それは単純にしてください、はいっていう話ではないとは思っていますが、そういう自主防

災組織強化のためにもちょっと１ついい案ではないかなと私はすごく思って今回提案してい

るんで、ぜひこれは検討をお願いいたします。 

 最後の質問に移ります。 

 町民会館の利用についてということですが、これは特定して視聴覚室のことをちょっとお

尋ねをしたかったんですが。こういう変更等で何か町民からの声は上がっているか、対応は

どうかということをお尋ねをしたんですが、これはこの町民会館を利用されている、コーラ

スをされている方が、ちょっと視聴覚室にこれがあったらちょっと不便なんでピアノを移動

してほしいんだけれどもということを言ったら、移動してもらえたと言われたんで、あんな

大きなものをちょっと言ったら対応してくれるのっていう話をちょっと聞いたので、どんな

ふうでその対応されるのか。その後どういう、書類と何か書いてお願いしますみたいなのが

あるのかなって思ったら意外と簡単だったんで、ちょっとここお尋ねをしたんですが。実際、

声として変更等あったらこういう形になるのかどうなのかっていうことを聞いたのは、パソ

コン教室の方の回線、ワイファイにしてほしいということが一番メーンだったんですが、町

民会館で毎年11月１日から３日までやられていますよね、文化祭。それで私も去年とその前

の年と同じときにその教室を伺ったら、たった１年間の間にその前の年はタブレットをそろ

そろ教えないとパソコンが受講に来る人が減っているんですよ、なかなか大変なんですよっ

て言われたけれども、１年たったらもう半分の方がタブレットを教えてあって、逆にパソコ

ンを習いに来る人が減ったという。たった１年でこれだけ利用者というか、その町民の方の

関心もかわったんですけれども、その中でパソコンが今現在ビスタですかね、そして回線も

おそいのでここではもうできないと。もう遅過ぎて対応ができないって。いろんなことをや

り始めるのに、もうちょっと使えないんで、もし図書館が新しくできたらそっちがワイファ

イがつながっているし、もうそっちで利用しようかっていう話まで出ているんですというよ

うなことをおっしゃったので、今ここサークル４団体でそのうちの２つの団体にそのパソコ

ン教室をお願いされていると思いますけれども、そういうことをそこでお話したところで話

されるんですけれども、町のそういう声というのは上がってきたんでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 原教育学習課長。 
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○教育学習課長（原 博文君） 

 最初の前段のピアノの移動につきましては、今利用されているその音楽サークルとあと美

術サークルが別の自習室で利用されておりまして、お互いにやはり利用しやすいということ

で相談が指定管理者のほうからありました。それで、ピアノになりますと調律の関係がござ

いますので、その辺を慎重に運んで大体年に１回は調律をされているそうですけれども、今

後の利用についてそっちのほうがいいというふうな同意がありましたので、していただいた

ということでございます。 

 それから、タブレットの関係でございますけれども、この教室を始めましたのがやはり情

報格差といいますか、そういうパソコンに触ったことのない人のために初心者教室というこ

とで始めました。確かに、現在は進んでなれている人はもう本当にタブレットでどんどんさ

れるんですけれども、町としてはその情報格差を埋めるという趣旨のもとでやっております

ので、ちょっと違うのかなとは思っております。ただ、町民会館は大勢の方が使われる公共

施設ですので、ワイファイの環境についてはやっぱり検討しなければならないと思っていま

す。町が主催する事業のためのワイファイ整備には県の補助はつきませんけれども、不特定

多数の方が利用されるホールとかの部分については、ワイファイ環境できるということを聞

いておりますので、ちょっとその辺は今検討をしているところでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 県の補助事業として、そのフリーワイファイスポット及びフリー充電スポットの整備とい

うのが出ていたけれども、これの中のその他の集客施設に町民会館というのは入らないんで

しょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 原教育学習課長。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 ですから先ほど言いましたように、不特定多数が使われるような空間の整備については該

当しますので、ホールとかそれぞれが使われる部屋とかも対象にはなるかと思いますけれど

も、うちが主催する事業のためには整備ができないということでございますので。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 では、パソコン教室等で使うからそこを整備ということはできないということですね。そ

れで、これの申請が平成27年２月27日までだったんですけれども、ここ申し込みはされたん

ですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 原教育学習課長。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 現在のところ申し込みはしておりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 県の補助率２分の１の補助でしたから、落ちるにしても申請はされたのかなと思っていた

んですけれども。じゃあそのホールとかっていうのはオーケーってなってくる、対象になる

ということですけれども、じゃあ視聴覚室で今一生懸命されている方たちがここはおそいか

ら速度をスピードを上げてほしいというような要望というのは、じゃあもう無理ということ

でしょうか。それとも、予算を考えて町で単独という検討に上げてするとか、その辺はどう

なんでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 原教育学習課長。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 教室のためだけの整備というのはできませんけれども、全体で使う公共の空間の整備とい

う形ですれば、おのずとその部分がカバーできるんじゃないかというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 とりあえず、それ以上聞くとあれですので。時間もなくなってきましたけれども、このこ

とに関しては毎年生かしていただいて、いろんな知識を持っていらっしゃる方が、こういう

ことも含めて今教室のほうで指導をされていますので、その方たちがより教えやすい環境に
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ということで、必ず今回の質問には言いますと言いましたから、十分ではなかったけれども

それだけは伝えたいと思いますので。 

 以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 以上で牧薗綾子議員の一般質問を終わります。 

 ここで、午後１時まで休憩いたします。 

～午後０時00分 休憩～ 

～午後１時00分 再開～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 休憩中の会議を再開します。 

      日程第２ 追加議案上程（議案第16号）提案理由説明 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第２．追加議案を議題とします。 

 これより、議案第16号 平成26年度基山町一般会計補正予算（第８号）の提案理由の説明

を求めます。 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 それでは、平成27年第１回定例議会に追加で付議いたします議案について提案理由の御説

明を申し上げます。 

 議案第16号 平成26年度基山町一般会計補正予算（第８号）についてでございます。 

 今回、補正予算として「まち・ひと・しごと」創生関連事業について、5,047万8,000円の

増額をお願いしております。これを現計予算と合わせますと一般会計予算総額は、歳入歳出

とも61億1,461万9,000円になります。 

 内容につきましては、担当課長より補足説明いたします。以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次に、担当課長の補足説明を求めます。 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 それでは、議案第16号 平成26年度基山町一般会計歳入歳出補正予算（第８号）について、
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補足説明を行わせていただきます。 

 今回の補正は、「まち・ひと・しごと」創生関連事業に係る地域活性化・地域住民生活等

緊急支援交付金事業による追加をお願いをしております。 

 それでは、追加議案２ページをごらんください。 

 第１表歳入歳出補正予算でございます。今回の補正予算の歳入につきましては、13款の国

庫支出金を5,047万8,000円増額しております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、２款の総務費に5,059万8,000円を増額し、予備費を12万円減額する

ことで財源調整を図っております。 

 ４ページをお願いします。 

 第２表繰越明許費でございます。今回の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業

につきましては、地方創生先行型として2,548万3,000円、地域消費喚起・生活支援型として

2,511万5,000円の全額を繰越明許お願いをいたしております。 

 補正予算につきましては、本来ならば事項別明細書により説明するところですが、追加議

案補正予算関係資料のほうがわかりやすいかと考えておりますので、これにより説明をさせ

ていただきます。 

 それでは、追加議案補正予算関係資料の１ページをごらんください。 

 内容につきましては、詳細なところまではまだ決まっていない部分もありますので、概要

で御説明をさせていただきます。 

 まず、１ページでございますが、地域消費喚起・生活支援型の事業内容でございます。 

 ５事業を考えております。基肄城築造1350年記念プレミアム商品券発行事業。同じく、基

肄城築造1350年記念プレミアム商品券発行事業で多子世帯特典分。それから、ふるさと応援

通販プロジェクト事業。ＫＡＰＰＯ事業。基肄城築造1350年記念麺フェスタ事業でございま

す。 

 まず、１番の基肄城築造1350年記念プレミアム商品券発行事業は、10％のプレミアムをつ

けた１万1,000円のプレミアム商品券を１万円で販売するものでございます。発行総数１万

2,750セットを予定しております。販売総額で１億4,025万円となります。歳出といたしまし

ては、基肄城築造1350年記念プレミアム商品券補助金として1,983万2,000円を計上しており

ます。 
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 次に、２番、基肄城築造1350年記念プレミアム商品券発行事業（多子世帯特典分）は、18

歳以下の子供を３人以上養育している世帯に、プレミアム部分をもう1,000円上乗せするも

のでございます。実質的には、先ほどは１万円で１万1,000円のが買えましたけれども、こ

ちらは9,000円で１万1,000円の商品券が買えるという形になります。１世帯５セットまでと

して一応250世帯を予定をしております。歳出といたしましては、基肄城築造1350年記念プ

レミアム商品券（多子世帯特典分）補助金として125万円を計上しております。 

 ３番目、次に、ふるさと応援通販プロジェクト事業は、基山パーキングエリアに開設を予

定しているふるさと応援市場のリピーターをメーンユーザーとした独自のネット通販システ

ムを構築しまして、ネット販売の増加を図るものでございます。これに伴いまして、パッケ

ージデザイン等のサポートとか基山名産品の底上げ等を図る予定でございます。通信販売価

格の３割程度をプレミアム化しまして、プレミアムに伴う直接的な売上額としましては247

万円を考えております。歳出といたしましては、消耗品３万円、通信運搬費３万円、ふるさ

と応援通販補助金74万1,000円、ふるさと応援通販サイト構築委託料106万4,000円、ふるさ

と応援通販サイト使用料19万5,000円、（「これ、資料ないんですか」と呼ぶ者あり）済み

ません、そうしたら事項別明細書と一緒に見ていただけますか。 

 事項別明細書の４ページをごらんください。 

 一応、企画費で上がっておりますので、先ほどのふるさと応援通販補助金は２款１項６目．

企画費の19節の下から３つ目のふるさと応援通販補助金74万1,000円ということになります。

それから、ふるさと応援通販サイト構築委託料106万4,000円につきましては、13節の委託料

の上から２段目のふるさと応援通販サイト構築委託料106万4,000円を計上をさせていただい

ております。それで、これの関連費用として206万4,000円を計上しております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ちょっと課長、この資料では結局この金額の算定基礎というのが全くこの資料じゃ出てお

らんたいね。今、206万円って課長は言いよっとやろ、これ、これって言って。（「はい」

と呼ぶ者あり）だからこれはどういう積算でこれになったかという資料を出してもらわない

と、これじゃわからんたいね、今課長は読み上げてしよるばってん。その基礎資料を皆さん

に資料として渡してもらうとすぐわかる。課長が今言葉でずっと言って、これじゃあ。1,90

0万円の、ちょっと一番上の1,983万2,000円が、これの明細は何なのかがわからんと。 

 ちょっと休憩します。 
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～午後１時10分 休憩～ 

～午後１時15分 再開～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 休憩中の会議を再開いたします。 

      日程第３ 議案第１号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第３．議案第１号 基山町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例

に関する条例の制定についてを議題とし、本案に対する質疑を行います。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 第１号議案に対して質問いたしますけれども、27年の４月から大きく教育委員会制度が変

わると、国の制度が変わると。これに伴って基山町でこの条例を制定するのが第１号、第２

号出てきますけれども、新教育長の勤務時間、休暇及び職務の専念に関することが出ます。

しかし、私たちはその前段、国の法律に従ってこの教育委員会制度が変わることによって、

基山町の教育委員会制度にどれだけの影響が出てくるのかというのがまずわからないと、な

かなかこれについても審議できない部分がありますので、まずここを伺いたいというふうに

思います。 

 １点は、現教育委員会制度の中で、現教育長と新教育長、根本的なところで結構ですけれ

ども、何がどう変わるのかというのが第１点です。 

 それから、第２点として、この中にも書いていますけれども第２条で同条例中「任命権

者」とあるのは「教育委員会」とするというふうになっています。職員の勤務時間と休暇等

に関する中で出てくる任命権者は町長なんですね。しかし、この新教育長についてもこの任

命権者はあくまでも教育委員会なんだと、なぜそこを分けるのかというと政治的な中立を保

障するというのが現教育委員会制度、そして新しい教育委員会制度も同じなんですね。書い

てありますけれども、教育行政においては教育基本法及び関連法令を遵守するというのがも

う前提ですから、教育委員長制度が変わったからといって教育にかかわる教育長がこれに逸

脱するということはないというふうに思います。しかし、今度の新しい教育長の制度は、任

命罷免を町長ができるというふうになっています。そうすると今、現大串教育長は旧法とい

いましょうか、まだ４月１日からなる分の前ですから、教育委員会の中から選任されて教育

長になっているという部分ですね。そうすると、先ほど言いましたように新教育長制度では、
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議会の同意も得てからですけれども、町長が任命罷免できると。じゃあ、今の現教育委員会

制度で町長が４月１日越えて、これが４月１日越えてこの条例は適用しないというのが経過

措置の２で書いてありますけれども、そうすると町長が大串教育長を罷免できるのかという

問題です。逆に言えば、罷免できないといえば、私はやめませんよとなれば任期がことしの

１月しましたから、丸々４年ですね。残るという形になります。これについてちょっとわか

りませんので、説明をお願いしたいというのと、先ほど任命権者の関係も言いましたけれど

も、基本的に現教育長制度と新しい教育長制度とどこが変わるのかを説明をお願いいたしま

す。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 原教育学習課長。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 一番大きな違いは、教育委員長が持っておる教育委員会の招集権といいますか、それが委

員長の権限と旧教育長の権限を持った権限が新教育長に与えられますので、その分が大きく

違います。それから、罷免につきましては、あくまで旧法が旧教育長が存在する間は適用さ

れませんですので、罷免はできません。あくまで死亡とか退職とかそういった事由でないと、

町長による罷免というのはできないというふうになっております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 本当に罷免できないで、これいいですか。私もいろいろ見ていて、例えばこれ旧教育長が

平成27年４月１日以降も在職している場合、早い話が４月１日を過ぎても大串教育長がその

まま旧教育委員会制度のもとに在職している場合。任期満了等となる日以降を新制度に切り

かえると。じゃあこの任期満了等というのは何が含まれるかというと、１つは任期満了です

ので任期が終わったというのは当然ですけれども。離職、死亡、失職、それにもう一つ罷免

という言葉があるんですね。罷免は何かと私もずっと考えると、教育委員会制度、教育員の

中で大串教育長あなたはもうだめですよとなった場合が、これが罷免になるのかなと。だか

ら町長そのものが罷免はできませんけれども、教育委員会は罷免する権限があるというふう

なかかわりですね。この辺について、もう一度説明を。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 今おっしゃったようなことだと私も理解して、いわゆる教育委員の中で選任されて教育長

になっているわけですから、教育委員の中で罷免されるとそこで委員を、教育長を失職する

とそういうふうになるので、ですからおっしゃったように町長直接からの罷免というのはで

きない、今の現行法の中ではできないというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 直接、その議案１号の内容的にはかかわりはない部分で今していますけれども、任命権者

があくまでも教育委員会とするというふうな中身等も含めながら、少し私もわからない点を

質問しています。それで、問題は今後基山町がどのようなこの教育委員会制度の改革のもと

に新教育長を制度に切りかえるのかというふうな基本的なところになりますので、最後です

ので町長のほうに今後どのようにこの新教育長制度に切りかえる時期、また含めて考え等が

あればお聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 大串教育長、臨時議会でお願いしたときにも申しておりましたけれども、折を見てといい

ますか、いつまででいつから新法に移行するというようなことは、その時点でもそれから現

在でもまだ決めてはおりませんので、それはひとつ折を見て周囲の状況あるいは皆さんの民

意といいますか、そういうことも勘案して移行したいということでございます。現在のとこ

ろは、いつというようなことはまだはっきりしておりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第１号に対する質疑を終結します。 

      日程第４ 議案第２号 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第４．議案第２号 基山町地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とし、本案に対する

質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第２号に対する質疑を終結します。 

      日程第５ 議案第３号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第５．議案第３号 基山町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び

活性化に関する法律第10条第１項の規定に基づく準則を定める条例の制定についてを議題と

し、本案に対する質疑を行います。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 最初に、この条例の名称読んで全く意味がわかりませんし、何でこんなに長いだらだらし

た、逆に言えば名称をつけているのかなと思うんです。私もいろいろ調べてみて、確かにこ

ういうふうな名称にしているところもありますし、例えば簡単に、工場立地法地域準則条例

というふうに同じ中身なんですよ、それを10文字ぐらいに縮めてしているところもあるんで

す。ぜひ私は、町民にわかりやすいまず名称にするというのが基本ですので、略してできる

といいましょうか、するところについてはそういう名称も考えてもらいたいなというふうに

思います。 

 それと、問題はもともと今緑地面積の敷地面積に対する割合、また環境施設の面積の敷地

面積に対する割合、グリーンパークは100分の20以上を今回100分の10以上、敷地面積のほう

もそうですけれども100分の25以上を100分の15以上と緩和するというふうになっております。

そこで、緩和したことによってどれだけ工場用地として確保する面積ができるのかというの

が１点です。 

 それから、これは基山町のグリーンパーク内ですので、基山町のグリーンパークはもとも

と工場用地として、これは鳥栖市、基山町一体として制定されたわけです。だから基山町が

もともとグリーンパークを、用地を整備したときには製造業が入ってくるときには固定資産

税の年間５年の猶予もしたんです。そして一番最初に、タングステンでしたか入ってこられ
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ました。ところがなかなか製造業が入ってこないということで、その後も流通業に変わった

んですね。そうすると、流通業が入ってきた関係で先ほど言いました製造工場に対しての誘

致のときの特例として、固定資産税５年間猶予するというのももう途中でこれやめた経緯も

あるんですね。小森町長よく御存じだろうと思いますけれども。こういう意味ですると国庫

はあくまでも工場立地法の規定によるというふうな名称もありますけれどもね。製造業に規

定して、部分ではないのかなと、いう部分でどのようになっているのかというのが１点です。 

 それと、私も調べていてわからなかったのが今回パブリックコメントも求められましたけ

れども、パブリックコメントを求めるずっと下のほうには、佐賀県鳥栖基山地域の基本計画

の概要というのも一緒に添付されていましたね。私はなぜこれが関係するのかなと思ってこ

の中身を見ていたんですけれども、まさしく鳥栖市と基山町がもう一体的な集積区域として

やっておる、もうまさしく一体的な産業を用地の確保を含めてやっている部分なんですね。

そうすると、今回の緩和といいましょうか見直しが、鳥栖市と一体とやっているのかなと。

それで鳥栖市は今回私も見ていましたけれども、多分そのまま100分の20以上とか100分の25

以上とかのままだろうと思うんです。そうすると、鳥栖市と基山町が今回別になってもいい

のかなという部分の問題がちょっとありますけれども。今、４点ぐらい質問しましたけれど

も回答をお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 まず名称ですけれども、名称につきましては我々もいろいろ調べまして、いろんな短い名

称もございましたが正式にやるんであればこういう長い名称になるんじゃないかということ

で、やはりこれが正当なやり方だというふうに考えてこういう名称にしております。短くし

た文が果たしてそれでよかったのかなというほうがちょっと疑問でしたので長い名称でいた

しております。 

 それから、工場面積の確保できる面積なんですけれども、計算上は１万8,000平米という

ことになりますが、実質的に緑地部分ですのでほとんどが傾斜とかそういう斜面とかになっ

ておりますので、その中で緑地として確保できるのは恐らく五、六千平米が精いっぱいじゃ

ないかというふうに考えております。 

 それから、この確保につきましては当然当該地が都市計画の緑地に、都市公園という縛り
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がありますのでそこの部分を解決する必要がございます。 

 それから、もともと製造業であったということなんですけれども、工場立地法上は工場立

地法上の特例の団地特例が入っておりますので、製造業も進出できますし、それ以外のもの

も町としては今まで進出を認めてきたという経緯があるということでございます。 

 それから、基本計画につきましてはまさしくこの法律、企業立地の促進等による地域にお

ける産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づいて計画をつくりますと、こういうふう

な特例の準則をつくることができることになっておりまして、それにつきましては今お持ち

でないかもしれませんけれどもこの計画の４番のところに、工場立地法の特例を実施しよう

とする場合に当たってはという項目がありまして、そこにグリーンパークの工場団地名が挙

がっておりますので、これについては特に問題ではないというふうに考えております。 

 以上でございます。（「鳥栖市との関係」と呼ぶ者あり）だから、鳥栖との関係がその計

画の、鳥栖と一緒につくっております計画の４番のところに、もともと工場立地の特例を実

施とする区域ということでもともと挙げておりますから、そこを単純にうちのほうが先行し

て特例を適用するということでございますので問題はないかと考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 いや、私はあくまでもこれは調整をしなければならないのではないのかなというふうな認

識を持っているんです。違うと言われれば、それはわかりました。 

 それから今、土取りをしていますね。その部分も緑地、もともと緑地の部分でなっている

のかなと思います。そうすると、そういうのも含めながら、まだ土取りが全て終わっていな

いというのもあります。土取りをすれば、その部分また平地といいましょうか、工場誘致ま

たは流通企業誘致ができます。そこも踏まえて、先ほど言われました１万8,000平米あるけ

れども実際は五、六千平米がうまく有効活用できるという部分ですね。そうすると、もとも

とグリーンパークに入る右側に基山町が土地開発基金からとった土地が2,500、2,600平米で

したか、言われましたけれども、それを合わせて5,000か6,000平米あるという計算でしょう

か。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 
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○企画政策課長（木村 司君） 

 それを除いて五、六千平米でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 １つだけです。今、重松議員から言われました、新しく生まれる企業誘致のための土地の

活用についてですけれども。これについては、今のところ基山町にそういう問い合わせとか、

進出したいというそういうのが何社かあるのかどうか、その辺ちょっとお聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 グリーンパークの入り口の横はもともと議会でも話されましたように、あったところでご

ざいます。それから新しくできるところは、まだそこにできるという発言は何もしておりま

せんので、特に企業から申し出はありませんけれども、従前から町内外問わず工場のという

話はときどきは来ております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 私からも、ちょっと１点だけ確認でさせてください。パブリックコメントを求められたと

いうことで、こういう規定の変更、これは全部クリアできるのか。例えば周辺住民の説明会

とか開催義務とかはないのか。 

 それともう１点、重松議員がちょっと聞かれたと思いますけれども、もしこれ製造業が来

た場合にこの固定資産税の５年間の減免とかという、その企業立地に関する優遇措置とかっ

ていうのは何か考えていらっしゃるのか、もうそれは全部消えてしまったのかどうかお尋ね

します。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 ちょっと後のほうから、企業立地は奨励の交付金がありますので、新たに進出する企業に
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つきましては奨励金の規定がございます。 

 それから、最初の住民説明会の話なんですけれども、区長さんにはこういうふうに計画し

ているということはちょっと話をしてどうですかという意見は聞いております。特に、ここ

を外すときに住民説明会をしなきゃいけないという規定はございません。住民さんの意見は

パブリックコメントで聞かせていただいておりまして、１件上がっておりましたけれども、

もうしてくれという話と近隣の企業に全部聞いておりますけれども、企業のほうとしては１

件はしてくれということ、もう一つはたしか特に意見がないという話を聞いております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 私がお聞きしたかったのは、要するにまちづくり基本条例とかも含めて問題ないのかとい

うことです。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 緑地の問題ですので、地域にはもともと工場地域になっておりますので、それについては

問題ないかと考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。林議員。 

○11番（林 博文君） 

 この基山町の立地企業、本当にこのグリーンパークというのは鳥栖の弥生が丘の地域整備

公団ですね、あそこの市街化区域から始まった工場団地関係で、当初は製造業だったのが土

地がなかなか売れないということで流通関係で日立物流とかイオン関係とか三紀運輸が入っ

たわけですが、特に日立物流とかイオン関係のところは本当にバイパスから見ても、ようこ

げな土地買うなというように周りがほとんどが緑地帯ということになるか土手、もう草切り

が大変で、今ずっとこう防草シートなんかも張られているところもあるようですが、そこの

緑地帯も今回の10％になるわけですか。ちょっとその点。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 
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○企画政策課長（木村 司君） 

 各企業が持っている土地の周辺の畦畔は各企業の所有地ですので、今回の緑地の計算とか

には全然入っておりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 ということは、その資料の中の６ページですね。４番に町内のほかの工業団地の状況とい

うことで、緑地率の軽減については他の工業団地でもメリットがあるので企業が数社ござい

ますので地域や企業の意向を考慮しながら今後検討していくということですが、私が当初こ

の日立物流のイオン、もうバイパスから見ても、あれを駐車場をもう少し下げれば相当なや

っぱり駐車スペース、また建設関係にも利用されるような土地が生まれてくるわけですが、

それと三紀運輸が進出して土地の売却をしたですね、そういうのをこの４番の項はそれには

当てはまらないわけですか、10％。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 日立物流も三紀運輸もグリーンパークの工場団地内ですので、ここは団地特例が適用され

ておりますので個別の企業でどうっていうことはございませんで、もともと緑地というもの

を町のほうが確保しておりますので、町有地の部分が活用できる分が広がるということでご

ざいます。 

 それから、ここに４番で書いているのはグリーンパーク以外の町内の他の工場団地のこと

でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 この基山のグリーンパークは、本当に鳥栖の弥生が丘の造成工事関係と一緒に基山の飛び

地が地域整備公団でされて立派な団地ができたわけですが、結局製造業が流通業になって今、

一時はサッカーの練習場とかそういう話もあったわけですが、要はきょうの後藤議員の都市

計画の線引きの見直し関係でも、鳥栖の特区関係では本当に鳥栖の市役所の職員は総務省に
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１カ月に２回ぐらいはやっぱり出向きよるわけですね。そういうのを本当に基山の職員が本

庁まで行っているのかなというふうに思うわけですが、特区の申請なり、ひと・もの、今回

の出されておるこういうふうな5,000万円の企業のそういうふうな仕事の内容の打ち合わせ

とか、そしてやっぱりもう鳥栖市が土地の確保をして熊本農政局との協議会をしておる。そ

れでまた４キロ範囲内にはその特区申請で基山のまちづくり推進課長から言われましたよう

に、グリーンパークとかあるいは４キロといえばもうほとんど入るわけですが、バイパスの

下までぐらいは全部入るような面積が工場団地に指定されれば、私はまた企業が来れば鳥栖

の市長選の鳥栖市のああいうふうな資料、新聞を見ますと、問い合わせが相当あっているわ

けですね。それと、鳥栖関係でも東京に事務所があり企業誘致、立地その担当職員がちゃん

と向こうの東京のほうにも配置しているわけですね。その人たちとの連絡はやっぱり基山町

もされておるわけですか、ちょっとその点。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 今言われたのは、県の支所（「県じゃなくて、県から出向してきた」と呼ぶ者あり）そう

ですね。それは今のところはもう特に基山町にその用地がございませんから行っておりませ

んけれども、ずっとイオンあたりまでがまだ残っているときにはわざわざというわけじゃご

ざいませんけれども、上京したときには必ず寄って、あそこと余計ですけれども旭化成と寄

ってお話は、どうなっていますかと情報提供、収集はしてきております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 先ほどちょっと聞くのを忘れてしまったんですけれども、この緑地は都市公園法でいう緑

地になっていますね、黒谷緑地、たしか、ですね。そうすると、都市公園法で定められてい

る町民といいましょうか住民１人当たり10平米以上は確保するというのが都市公園法の中に

うたわれて、基山町も今まで都市公園の面積はそれに基づいて大体１人当たり10平米は確保

しているんだというのは私ももう大分なりますけれども一般質問で書いてもらったことがあ

るんです。それで今回、先ほど１万8,000平米のうち最終的には五、六千平米を緑地で残し

て、逆に１万3,000平米ぐらいを今度有効活用したいと。（「反対」と呼ぶ者あり）言うた
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らさっき反対って言ったから。じゃあ、五、六千平米をやるんですね。まあそれでもいいん

ですけれども五、六千平米減るんだと緑地が。そうすると、先ほど言いました都市公園法に

基づく１人当たり10平米というのは下回るようになるんじゃないですか。そうすると新たに、

私は全員協議会でも少し質問しましたけれども、新たにその部分をどこか確保しなければな

らないという問題は出てきませんか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 確かに、重松議員がおっしゃいますように黒谷緑地は都市公園法に規定されました公園で

ございますので、その分が例えば減少するということになれば、県との打ち合わせの中で基

山町にあります緑地、そこの確保は十分にやってくださいというようなことの指導は受けて

おります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 いやですね、緑地面積、環境施設の面積、10％縮小したんだと。何で今の時期にやるのか、

早くわかっておったら早くやっとって、そういう基山町も商工業少ないから、何で今なんで

すか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 実を言いますと、できるということはわかっていたんですけれども、我々が考えたのはま

ず長野の問題があるわけでございまして、それが解決してからというふうに実を言うと考え

ていたところがございます。先ほど、東京事務所の話も出ていましたけれども、県の東京事

務所が来まして、グリーンパークの辺はどうにかならないかということの話も従前聞いてお

ります。しかし、まず基山町としてやるべきことは当然長野という問題が挙がっているわけ

ですので、まずここを整理してからと考えていたところはございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村議員。 
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○４番（木村照夫君） 

 いや現状のグリーンパークの商工団地があるでしょうが、本当、今泥を取ってやっており

ますね。その前にすべきだったと考えるんですけれども、やっぱりこういうことは早くスピ

ードアップしてやったほうがいいんじゃないかと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 回答はありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第３号に対する質疑を終結します。 

      日程第６ 議案第４号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第６．議案第４号 基山町いじめ問題対策委員会設置条例の制定についてを議題とし、

本案に対する質疑を行います。 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 済みません、今ニュースで話題になっています、大きく取り上げられている川崎市の上村

君の例なんですが、この第２条のところにいじめの防止のための対策、それから重大事態に

関することってことが出ていますけれども、彼の場合は一度家に帰って、いじめはいじめだ

けど家に帰ってからのことで学校内ではない、それで不登校も病欠ではなく行かないように

強制させられて不登校であったって、こういう事案の場合もやはりこれに該当して教育委員

会のほうで対策をとるように話し合われますか。まず１つ確認です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 川崎市の事案の場合は、校内でとか、いわゆる学校の外での交友関係です。ですから、ち

ょと私の判断だけでは難しいのですが、調査するにしても当該の集団の中でしたら該当者が

限られますので調査しやすいというか教員の手も入っていけるんですが、全くその上村君の

通っている学校の生徒の外のつき合いの中で起きていますので、そのあたりは対策委員会に

該当するかどうかというのはちょっと私のほうでも精査していかなければならないというふ
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うに思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 私もそれは思ったんですが、長期不登校、結局長く不登校していたら病欠でない限りどう

していたんだということを基山町のほうでは対応するようにちょっと委員会のほうでは伺っ

ていたので、１カ月以上とか来ないよということになったらこの子はどうなるんだって調べ

るということをたしかおっしゃっていたと思うんで、いじめはいじめでもその学校内に問題

があってということではなかった事案のようなので、１回帰ってからのことなのでどうかな

という。ただ、不登校に関して学校に来ていないということで何か対策をとれないのかって

ことで、ちょっともう１回お尋ねします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 不登校に関しては、学校は理由が曖昧な不登校についてはもう家庭訪問なりいろいろ生徒

と接触しながらきちんとした形で理由を把握をいたします。たとえ３日でも、腹痛が３日と

いうのもそのあたりも学校から連絡をして、きちんとした理由を学校は把握をします。もし

１週間になると家庭訪問なりそういうことをやっております。ただ、その１週間でも10日で

も、これがいわゆる心因性の不登校であるとか、その他そのいじめに起因するものでないと

きはにわかにその学校の中での委員会を開くかどうかはわかりませんが、でもそのことも視

野に入れてきちんと対策を打つ、学校は把握するというのはやるような方向性に学校はあり

ます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 実際ほかのところでもそういうことが起きているということは、ここの中でどこまでを含

むかということはぜひ想定していただきたいと思うんですけれども。 

 もう一つ、いじめの条例のほうでちょっといろいろ見たら、北海道のほうで重大事案のこ

の秘密保持と臨時委員のこの内容出るちょっと前に、出席の排除とかいう項目があって、ち
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ょっとプリントアウトしたものをうっかり忘れたのできっちりした文面を読めないんですけ

れども、そのいじめをする側された側ということでいろいろ読んでその委員会をするときに、

出席させないことを、出席させないようにすることができるというような文面で出ていたん

ですよ。ということは、先ほどのあれじゃないけれどもやっぱり中学生でつき合っているの

が18歳とか19歳で、何が起きるかわからないことが実際現実起きているから、そういう話し

合いするときにどういう人が入り込んでくるというか、自分たちが関連してうちの子がとか

いうようなことが想定してこういう条例の文言になったんだろうかというふうにちょっと思

ったものですから、そういうことの想定はここにあえて何もないということは、基山町は大

丈夫だからないということなんでしょうか、ちょっとその辺わからないんですけれども。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 そのことについては、学校教育法の中に出席を停止させることができるというのがござい

ます。ですから、非常にハードルが高いんですがきちんと教育委員会を開いて、その子供に

とって出席停止を命じるのは教育委員会ですので、そういうのでもしそういう加害者著しく

悪いという場合にはそういうこともあり得るというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 ３点ほどお伺いいたします。いじめ防止の基本方針読ませていただきましたが、非常にい

い内容だなと思っていますけれども、幾つかちょっと質問いたします。 

 まず、１つ目は、このパブリックコメントをインターネットとかそれから広報きやまで集

められておりますが、その中でのこの町民の声ですね、それはどういうのがあったのかどう

か。 

 そうすると２つ目ですけれども、基山町がいじめ防止等のために実施する施策で２つほど

あるんですが、その中で教育委員会がする取り組みの中で、ちょっと意味がわかりません。

これは３ページなんですが、(6)に学校運営改善の支援ということで、いじめの実態把握及

びいじめ防止等に適切に取り組むことができるように事務機能の強化など学校運営の改善を

支援するというふうに書いてあります。これちょっとよくわかりません。ちょっと説明をし
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てください。 

 それと今、牧薗議員からありましたように、加害児童に対する対策。これは、ここに今書

いてありますから私はこれでいいのかなというふうに思います。出席停止というのは、めっ

たなことであってはならないというふうに思います。それで、問題はこの加害児童のそのい

じめを行う背景、これをきちっとやはりつかむ必要があるというふうに、いじめの背景にあ

るのはストレスなどによる要因にも着目しというふうに書いてありますから、なぜそういう

ことをするのかという部分でその辺をやはりきちっとつかむと、いじめる者が何でも悪かと

いうことじゃなくて、それを立ち直せるというのが教育ですから、だからその辺で非常に大

事だと思っておりますので出席停止というのは基本的にはもちろんあり得ないと、どういう

ふうにするのか、ここに教育的指導が幾らか書いてありますが、その３点についてちょっと

説明をしてください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 原教育学習課長。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 パブコメについて、私のほうから答えさせていただきます。 

 １月５日から１月30日までパブリックコメントをいたしまして、２名の方から７件の意

見・質問を寄せていただいております。これにつきましては、基山町のホームページに２月

20日に掲載をいたしているところでございます。読み上げますと、いじめの防止早期発見対

策の独自性はどこか、人づくり心の教育に力点を置き道徳教育を教育の柱にしてほしいとい

う要望が上がっております。それから２番目に、組織的な悪ふざけ等もいじめとして考慮す

べきではないかと。それから３点目に、いじめ防止等の取り組みに家庭、地域、ＰＴＡとの

参加を明記し町全体でのいじめ防止策を講ずるべきだと。それから４点目に、教育委員会の

任務と権限を明記すべき。５点目に、重大事態に至らないよう原因不明の欠席の対処につい

て明記すべき。６点目に、町長のいじめ防止に果たす役割、責任を明記すべき。７点目に、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正の施行との関連はあるのか、基本方針

の見直しを１年経過後に検討すべき。ということで、回答につきましてはもうホームページ

にいたしておりますので、それをお目通しいただけたらと思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 
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○教育長（大串和人君） 

 学校運営の改善の支援というところでございますが、現在学校が行っているいじめに対す

るいろんな取り組みであるとか、指導方法などについて、私どもがもう１回見直してそして

改善すべき点についてきちんとした指摘をして、人的支援そのものは余りできないんですが

ボランティアあたりの人で、もしいろんなお話をするとか、子供たちに心を開かせるような

お話ができるとかそういう紹介をしたり、その他学校がいじめに対処しやすいような改善点

について私たちが支援をしていくというところを考えております。 

 それから、加害生徒への指導というそういうものは、加害生徒はやったことについて悪い

んだということは、だから同情すべき点があるんだということを余りにしんしゃくすると、

いじめたことがさも子供を正当化するようなことがあってはいけないと、絶対それはやって

はいけないんだということを前提にして、その子供がいじめに至った背景などを教員あるい

はその子の心の奥に潜む心理状態、心理の専門家であるスクールカウンセラー等を通じて、

そういう支援等はしていかなければいけないというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 それでですね、先ほど基山町がいじめ防止策のために実施する施策という点でちょっとお

聞きしたわけですが。それで、やはりいじめの解決のために取り組むそのやはり条件整備と

いうか、これが私は必要だと思うんです。そのためにちょっと２つほど報道でも強調されて

いますし、非常に効果があるというふうに言われているのが、１つは大山議員から再三言わ

れていますが、教員の多忙化問題です。調査によりますとその７割の教員がいじめに対応す

るためにとても時間が足らんと、多忙化の中でですね。そういうのが１つが出されているん

ですよ。だからこれを、ひとつやはり解決をしていくということが必要だと思います。もう

１つは、やはり少人数学級です。35人学級、これをさらに進めていくということが非常に言

われています。これは、文部科学省の調査結果でもそういうのが出ております。こういうふ

うな調査を文部科学省がやっています。2011年の調査なんですけれども、知っているかもし

れませんけれども再度言わせていただきます。学級規模といじめの発生件数について調査し

たのがあります。ですから、90％以上の子供が35人以下の学級に在籍している県と、それ以

外の県ですね、1,000人当たりのいじめの件数が出されておりますが。例えば、35人以下学
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級の場合はそれ以上の学級に比べても半分以下なんですよね、1.7人、それからあと5.4人と、

中学校は6.7人、9.6人というのが、これは文部科学省の調査でも報告されています。ですか

ら非常に効果があると。だからそういう意味では、この少人数学級を進めていくことがこの

防止にもつながっていくというふうに感じられるわけですけれども、これは町長でも教育長

でもいいんですが見解を求めたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 いじめの問題と教員の多忙化の問題。まず、忙しいからいじめの問題をなおざりにしてい

たということであれば、これは非常にいけないことで、たとえ忙しくても何を差し置いても

第一に対応しなければならないことで、特にいじめの問題というのはいつもそういうアンテ

ナを張って、そういう精神で見ていかないと、起きたときだけに一生懸命になるということ

がそういうことを見逃していくということになりますので、たとえ忙しくてもそのことにつ

いてはきちんとした目を持ってやっていかなければならないと思っております。 

 それから、35人以下学級と少人数学級といじめの発生件数の対比のことなんですが、確か

に児童生徒の数が少なければ自分が受け持つ子供の行動範囲を把握できやすいというのはあ

るかもわかりませんが、受け持った以上はきちんとした責任を持って教員はやっていくもの

だと信じております。ただ、35人以下学級については国のほうでもその方向性というのは実

現に向けてやっていきたいということは言っておりますが、今回もいろんな財務省とのいろ

んな駆け引きがあったようですが、現行どおりということで今落ちついておりますが、なか

なか35人、いわゆる少人数学級の実現に向けては今後もいわゆる財政上の措置と相まって、

明るい見通しとは言えないなという感じはしております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 言われることはわかりますけれども、私が見解を問うたのは、教員が１つは非常に多忙化

しているという中で、もちろん多忙化を理由にそのいじめに対して目を光らせないというの

はこれは問題ですけれども、それがなかなかできないんだと、実態的に。子供たちと向き合

うことができないという実態があるということなんです。ですから、多忙化解消というのは
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非常に大事な課題ではないのか。それから35人学級の問題にしても、今言われましたように

安倍首相はどうもこれを進めるというのを国会で答弁していますけれどもね。非常に、実際

の文科省の調査でも効果が上がっているということを、それをしながら私は質問をしたわけ

です。ですから、これをやはりさらに前に進めるという方向でやっぱりやっていく必要があ

ると。その２点について、私は効果があるんだということで言ったわけですけれども、その

辺について精神論だけじゃなくて、それの仕組みについて問うたところですが、もう１回見

解をお願いします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 多忙化といいますが、確かにその数字の上で教員は超過勤務という概念はないんですが、

そういうふうに多忙化というふうに一般的に言われておりますが、いじめの問題が起きるの

と多忙化が直接リンクするのかと、じゃあ多忙化があると必ずいじめが起きるのかというこ

とについては、少し飛躍した考えであるのかなということは思います。それと、少人数で子

供を見るということは確かに子供を把握しやすいし、これから先にそういうふうになってい

くと思います。私も現役の時代に県の校長会の会長をしていたときに、そういうものをこう

いう意見というのは文部科学省に直接、担当の課長にお話をしたことはあります。それで、

担当課長も財務の課長だったと思うんですが、十分に理解をして文部科学省は十分にわかっ

ているなという感じは私は受けました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかに。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 昨年の９月議会に基山町立小中学校のいじめ問題対策に関する条例の制定について、議会

のほうに上程されたわけですけれども、継続審議になって最終的には取り下げたという形で

今回改めて、今度は委員会の設置条例という形で出されました。今回の設置条例を見ると、

まず第１条に設置がきていると、いきなり。先ほど言いました対策に関する条例、９月議会

ではまず目的がきていたんですね。なぜ今回これだけの大きな問題に対して、目的が書いて

いないのかと。私はやっぱり目的をきちっと書くべきなんだというふうに、まず１点思いま

す。 
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 それから次に、組織です。今回の場合は、委員会は委員５人以内で組織するというふうな

書き方になっています。先ほど言いました９月議会に提案された中身については、５人以内

は一緒ですけれども、例えば弁護士、学識経験者、児童生徒の発達及び心理・福祉等につい

て専門的知識を有する者、警察関係者、前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める

者と具体的に弁護士とか警察関係者とか書いてあったんですね。今回はもうそこがなくなっ

ている、ただ５名というだけになっています。なぜこういうふうになったのかという部分が、

まず質問をいたします。 

 それから次に、具体的な中身から言えば９ページで会議録を作成し署名しなければならな

いと書いてありますね。じゃあこの会議録は公開するのかという問題、物すごく難しいんで

すね。そして10条には秘密保持の義務も書いている。そうすると、いじめ問題というふうに

大変難しい問題で会議録どのような扱いをするのかというのがここである程度しておかない

と、運用という段階になって問題が出てくる可能性があるなというふうに思っています。 

 それから、今回の場合はこれはいじめ問題対策の委員の委員会の設置条例ですので、具体

的な中身は書いてありません。それで具体的な中身はどこにあるのかといえば、先ほど松石

議員も言われましたけれども、基山町いじめ防止基本方針の中にある程度うたわれています。

それで基本方針の中身は、これは町だけが基本方針をつくるというわけではありません。学

校内にも委員会もつくるし、学校内でもこのいじめ防止の基本方針もつくるんですね。それ

でなぜ基山町の中にこういうふうに新たにいじめ対策についての委員会を設置するのかとい

えば、先ほど出ましたように重大事態が発生するというふうな今日的なこのいじめの問題を

含めて、やっぱり町としても学校だけじゃなくて町としてもこういう対策を講じなければな

らないんだという考えが出てきているんですね。そうすると、学校にある対策委員会と基山

町が取り組むこの対策委員会との連携、それともう一つは９月の委員会の中でも出ましたけ

れども、町長の権限に基づく取り組み。これについて、先ほど言いましたけれどもパブリッ

クコメントで町長のいじめ防止に果たす役割、責任を明確にすべきではないのかと。これは

基本方針案に対するパブリックコメントですね。これに対するパブリックコメントの中で、

回答が重大事態が発生した場合は国の基本方針に沿って対応することになりますというふう

になっているんですね。そうすると、私は基本方針にはうたわれているかもしれませんけれ

ども、基山町がいじめ防止基本方針をつくりますから基山町のいじめ防止の方針の中に町長

の権限、そして責任をきちっと明記すべきなんではないのかと、それがより一層いじめ対策
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防止にも果たしていくというふうにも思いますけれども、今４点ぐらい質問しましたけれど

も回答をお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 的確な回答をお願いします。原教育学習課長。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 最初に、この条例でございますけれども、基本方針に沿った対策委員会の設置条例という

ことで今回は提案しておりますので、その設置条例の様式に沿った形での条例のつくり方と

いいますか、そういうものをいたしております。いじめ問題対策に対する目的といいますか、

そういった内容はいじめの国の法律の中にきちんと明記してありますので、また国の方針に

もありますので、それに沿ってこの対策委員会を置くという形にいたしております。 

 それから、委員の構成でございますけれども補足説明のときに申しましたように、通常の

事態においてはまずいじめの早期発見なり、いじめが起きないための予防対策、それに力点

を置いた委員会としたいと思っております。重大事態が発生したときには、やはり本当に弁

護士とか、警察関係者とか、保護者の被害者の意見を聞いて推薦される先生とか、大学の先

生とか、本当の重大事態に対処できる体制でしないといけませんけれども、通常のときには

予防とか早期発見の体制でしたいということでこういった委員の組織にいたしております。 

 それから、会議録の公開ですけれども、これは町の情報公開条例がありますので、その情

報公開条例に沿った開示の仕方をしたいと思っております。個人の情報等は当然に黒塗りで

の公開という形にはなろうかと思いますけれども、通常の対策委員会で個人名が出ないよう

な会議録については全面公開というような形になろうかと思っております。 

 各学校においては、対策委員会並びに基本方針をつくっております。一応、うちの基本方

針とこの対策委員会の条例をお示しして、それをもとに整合性がとれるような形で各学校は

中学校は中学校なりのつくり方、学校には評議員という第三者の方がおられますので、学校

評議員の方にも見ていただいて、またＰＴＡ、保護者の意見も聞きながらつくっているとこ

ろでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 一番最初は、なぜ目的がないのかといって、いやもうこれは設置条例だからと。じゃあな
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ぜ設置条例を今回制定しなければならないのかという目的を私はやっぱり書くべきなんだと

思うんです。全然わからないです、最初にいきなり設置がきて。 

 それからもう一つびっくりしたのは、いや今回５人については、先ほど防止が目的なんだ

というふうな言い方をされましたけれども。じゃあ重大事態が発生したときには、またこれ

と別な組織もつくるんですか、そうじゃないでしょう。あくまでも、中身的には昨年の９月

議会で提案された中身の中で、このいじめ対策の委員会をつくるという中身と基本的には変

わらないんでしょう。今の課長の答弁だったら、いや重大事態が発生した場合はまた新たな

別な委員会を設置しますみたいな言い方をされましたけれども、そういうふうにはならない

というふうに私は思います。 

 それと、基本方針の中で学校内での対策委員会も含めて書いていますけれども、私がびっ

くりしたのがこの基本方針の書き方。いじめ防止の書き方の中で、じゃあ何を順番にこのい

じめ防止に対して対策を組んでいくのかと。やっぱりいろいろ言っても最初は学校なんです

ね。学校内にまず取り組みをすると、学校内では解決できないんだという問題が今回上がっ

ていますように基山町が対するいじめ問題対策委員のほうに上がってくるんだというふうに

私は捉えているんですね。しかし、基本方針の順番から見れば、先に町の対策委員会の設置

のほうが先に書いてあったりしているんですね。一体順番は、このいじめ防止にするための

対策として順番はどこが一番先にするんですか。私は言うように、まずいろいろ言っても学

校内なんだというふうな捉え方もしているんですけれども。いや、違いますと言われればい

いし、これは同時にやっていくんだというのもありかもしれませんね、しかし重大事態とか

いろんな部分が発生した場合にどのように進めていくのかという部分について、まず１問目

の目的がないというのももう１回含めて質問いたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 さっきは重大事件と誤解を招くような発言してあるけど。 

 原教育学習課長。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 この設置の部分につきましては、ここに書いておりますようにいじめ防止対策推進法の第

14条第３項に各地方自治体に設置するようにしなさいというものがありますから、そういっ

たことで設置をしておるところでございます。 

 それから、委員につきましては第９条で臨時の委員ということをしておりますので、別の
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委員会というんじゃなくて、この委員会に加えてそういった専門家の委員さんをお願いして

重大事態には対処するという意味でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 もう一つの質問でございますが、重大事態いわゆる生徒が死亡したり、あるいは大きなけ

がを負ったりというときに関しては、学校も対策委員会それからこちらのほうでも対策委員

会同時に立ち上げるというような、そういう形でいかなければならないと思っておりますが、

ふだんのそこまでに至らない事態の場合は学校の対策委員会が先に調査をして、それでなお

不十分な部分についてはこちらのほうでもさらに対策委員会を立ち上げるというような形を

とっていくつもりでおります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 ちょっと私が勘違いしているのか、理解不足なのかわかりませんけれども、この委員５名

以内に置くの５名ですね。昨年の９月に出された部分には、この５名の中に弁護士も入って

いましたし、警察関係者も入っていたんですね。ところが今、課長の説明では臨時で、第９

条ですか、臨時の委員の中にこの警察や弁護士を入れると、通常５人の中には入っていない

というふうな答弁なんですか。私はこれ多分、解釈間違っていると思います。この臨時の５

名というのは、先ほど言いました警察とか弁護士とか入って５名、それだけではどうしても

できないまたは専門的な部分とかいる場合に、または場合によっては地域関係者とか何かを

どうしても入れなければならないという場合の私は臨時という捉え方しているんですね。こ

の辺はちょっと解釈、大変捉え方によっては違いますからもう一度、正式的なコメントを出

してください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 原教育学習課長。ばしっと言ってください。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 申しわけございません。前回に掲載しておりました第三者の委員と構成的には同じですけ

れども、そういう明記がしておりませんけれども、第９条ではその事件にかかわるような専
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門的な部分ということを考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 先ほどの重松議員とちょっとかぶるところもあると思うんですけれども、私も全く同じ考

えで、これ９月議会に出されて委員会付託の継続審査を要するに取り下げたという、いわゆ

るアクロバット的な形の部分なんですよね。しかし今回出てきた資料というのが、もう別表

１の分しか出てきていないわけですよ。それで非常に、そんなものかなと思っていました。

ですから私も何で目的がないのかなっていうのは非常に疑問に感じましたし、５人のメンバ

ー構成、要するに取り下げて新たにつくっているものですから、その辺の説明はやはり事前

にちゃんといただきたかったかなというふうに考えています。 

 それと、やはり未然防止、早期発見、再発防止、これが基本になると思います。それで、

じゃあこのいじめ問題対策委員会というのは、この未然防止の段階からもう開いて開催して

いくのかどうか、その辺は非常にまだ曖昧だと思います。問題が起きた後の委員会設置なの

か、それともいやもう未然の防止がやっぱり第一なんだから通常からもう開催をしていくん

だということなのか、そのあたりをちょっとまずお聞かせください。まずじゃあ、そこだけ

お聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 未然防止に対応するためということでうたっておりますので、起きてからばかりではなく

て受ける前にも対策委員会はつくりたいと思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 もう１点です。いじめが実際に感じられる、要するにいじめを受ける側というのは非常に

さまざまな捉え方があると思います。これぐらいでって思うことも、いじめと捉えられれば

それはいじめになります。それでそのいじめられたと思った生徒または保護者は、学校、教

育委員会、この対策委員会、これどこに相談に行ってもいいわけですよね、結果的に。ただ、
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例えば学校に相談に行ったときに、学校がじゃあ教育委員会にその情報を流すのかどうかと

いう、どこの判断材料があるのか。そして教育委員会が受けた後、それを町長に報告すると

きの判断材料、教育委員会が対策委員会に出すときの判断材料、この基準というのが非常に

曖昧。これが要するに、今まで隠蔽というふうに捉えられてきたものだと思うんですよ。だ

から私は、できるならそのスキームをつくってほしいなと思っています。保護者とか生徒が

ここに相談した場合に、これがこういって、こういうときにはここにこういきます、ここに

いったときにはここにこういきますという、そういうスキームができないかなということが

１点。 

 それとちょっと私所管ではないんで、もう一つだけ聞いておきます。基山町のこのいじめ

防止の基本方針、非常に包括的で非常によくできているなと思う反面、やはりどこ見てもや

っぱり同じなんですよね。基山町の独自性がこの中にどこにあるのかなということを思った

場合に、先ほど町長の権限とか責任の所在とか、そういったものも含めて私はその１回この

基本方針をつくったからこれでいくんだ、だけではなくてやはりさまざまな事例が生まれて

くると思います。その中でやっぱり基山町らしさ、基山町独自のこの基本方針というのを、

やっぱりこれから先もずっとつくり続けていくんだという方向性をぜひ確認していきたいな

と思いますけれども。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 まず、保護者が誰に相談をするのかということですが、まず第１番目には学校に行くのが

当事者がいますので学校だと思います。それで学校だけでやはり解決できないと判断された

場合は、当然教育委員会に来られると思います。それで学校も対策委員会を持って、なおか

つきちんとした対応ができていない場合には、こちらでつくった対策委員会から保護者のほ

うにきちんとした聞き取りが行くと思います。もう相談されるまでもなくですね。ですから、

スキームとおっしゃいましたが、いろんなケースがありますので、この場合はこういう経路

でこうという枠組みを決めるのではなくて、その場で一番適切なことを教育委員会なりがき

ちんと指示をして保護者に伝えていく、あるいは被害者に伝えていくということが大切であ

ろうと思っております。 

 それから、基本方針にいたしましても、これででき上がって終わりではなくて、一番いい
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方向性になるように変化させていくのがそれは当然であろうというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 もう最後、これ要望です。先ほど言いましたように、例えば保護者の方、生徒が学校に相

談して、それで学校の対策委員会なり何なりで、これはもう教育員会に出すとまた面倒なこ

とになるんでここは保護者と打ち合わせをしてというふうになった場合にですよ、やはり保

護者の方、また被害者の方がどう捉えられるかですよね。やっぱり心の問題非常にさまざま

な受けとめられ方をしますので、そこはやはり、こんなことまでというぐらいまでやっぱり

慎重に丁寧に確実に報告義務を上げていただきたいなというところだけ確認をさせてくださ

い。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 もう全く当然だと思っております。昨年、そういう事例がありました。そのときには該当

のクラスの保護者会を開いたんですが、その保護者会に教育委員会からも出席をしてきちん

とした内容を把握しながら、それから助言をして解決策に向かっていろんな方策を支援した

という経緯がございますので、これからもそういうスタンスでいこうと思います。 

 それから、今基山の小中学校で学校が教育委員会に隠してしまうということはもう、私は

もう絶対にないと、もうそれは間違いなく信じております。学校が教育委員会に言わないで

ここで決着しましょうということは、言うはずがないというふうに確信をいたしております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにありませんか。品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 所管ですので、言いたくないとこなんですけれども、こういった児童生徒用のアンケート

です。こういったものが配られているのですが、この内容であるということであれば、学校

は学校でいじめ防止の行動計画、それからそれについての新しくできる委員会を設置される

でしょうから、それを３校つくられて、それをまとめてきっちりと今そういった隠蔽はない

というふうに確信を持たれておりますけれども、そういうことの確信をはっきりと委員会の
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中でもできるような形を教育委員会がこうやって委員会を設置して、それぞれが確認をして

いくと、それできっちり子供たちの状況を把握していくと、行動計画をちゃんとしていると

いうことがこのいじめ防止の今回設置される委員会の役割だと思っていますし、この委員会

の範疇は予防から重大事態まで起きたところの全般的なこと。それで通常の委員会開かれる

ときには、子供たちの身に寄り添っている方、町内の方、詳しい方って専門的な方も入って

くるかと思いますけれども、重大事態とかそれにかかわるようなことがあったらばさらに専

門的なものを入れていくということでされているということの確認ですけれども、そういう

捉え方でよろしいんでしょうか。委員会のいろんな議論ができると思いますので。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 対策委員会だけでは不十分であると考えられたときは、例えばよその事例を見ますと、第

三者委員会というものを設置されてそして被害者側の指定した弁護士であるとか、それとか

教育委員会側が指定した弁護士であるとかいろんなケース、そしてこの第三者委員会につい

ては被害者側の要望も入れて、こういう委員は入れないでくださいと言われた場合は入れて

いないんですね。しかし、この弁護士を入れてくださいと言った場合、よその事例ですけれ

ども、断っている場合があるわけです。そちらの方は第三者委員会にはふさわしくないとい

うこともあって、この第三者委員会を立ち上げるときは非常にメンバーが難しくなると思い

ますが、この委員会だけで不十分な場合はもう１回違う委員会を立ち上げなきゃならないと

いう感じは私自身は思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにありませんか。品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 もう１点確認です。重大事態が発生した場合に、首長の動きとしては国の基本方針、国の

法律に沿って動くということでよろしいんですよね。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 前提案させていただいた分には、その辺のところも重大な、重篤なケースには町長に上げ
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てそこでまた協議するというような、そういうところまで入っておったはずでございます。

しかし、そこまでこの条例の中に教育委員会が主体になってやっておって、町長に命令じゃ

ございませんけれどもそういうふうなことまで明記するというのはどうかというような、そ

ういうたしか議論も一部ではあったと思います。そういうところで上位法といいますか、法

律もあるわけでございます、県の条例もあるわけでございますので、そこにははっきりその

ことがうたわれておりますので、ここの基山町の条例につきましてはいわゆる設置条例でい

いのじゃないかと、そういう議論をいたしましてそこまで町長の責任とか権限とか、そうい

うところまではうたっていないということだと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第４号に対する質疑を終結します。 

      日程第７ 議案第５号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第７．議案第５号 基山町行政手続条例の一部改正についてを議題とし、本案に対す

る質疑を行います。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 私これ読んでいて、私の捉え方ですけれども。町の機関と町民と言いましょうか、が対等

な立場に立てると言いましょうか、行政処分にしても逆に申し出ができるみたいな捉え方に

なってくるんですね。それで資料の９ページと10ページに現行制度と改正後というふうな書

き方で、１つは行政指導の中止等を求めに関する手続が略図で書いてありますね。そしても

う一つは、処分等の求めに関する手続。早い話が、両方ともそうですけれども中止の申し出

ができるんだと、それで片方の部分については今度は第三者の町民が町の行政庁、基山町に

対しても改善をしてくださいというふうな申し出ができるというふうな中身に捉えたんです

ね。これについては、この図を見ながら少し中身について今回こういうふうに変わりますよ

というのがわかりやすいように、ちょっと説明してもらっていいですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 
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○総務課長（酒井英良君） 

 今回の行政手続法の改正につきましては、今重松議員が言われましたように、公平性の向

上ということで改正をされております。この９ページの図でいきますと、今までは現行制度

は町の機関が行政指導を行っておりましたけれども、今回その行政指導が法律に該当しない

んじゃないかとか、この行政指導はおかしいということを思った場合はこの右側の３にあり

ますように中止の求め、これ今までできなかったんですけれども今度できるようになる、も

う行政が一方的にするものじゃないというような改正がされております。それから、10ペー

ジの(3)処分等の求め、これも今までは行政庁が処分した相手方に何か法律違反行為をした

場合は是正とかをさせておったわけですけれども、今回につきましてはその許可をもらった

者だけじゃなくて普通の町民の方がそういう何かおかしいんじゃないかというようなことで

思った場合は、行政庁のほうに申し出をできるということで公平性の確保といいますか、今

重松議員が言われたように町民のほうからも申し出ができるというふうな形になっておりま

す。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 今までもこれが全くできなかったわけじゃないですね、できていると、しかしなかなかそ

こが町民がいろんな法律的な問題、町で言えば条例的な問題があったものだから、第三者、

弁護士を通してというのが結構多い中身でもあったんですね。特に、10ページの中身なんか

はですね。そうすると今回はもう相手方というふうな書き方されていますけれども、一町民

個人が町からのそういうふうな行政指導があった場合でも中止の申し出ができるというふう

にもなりますね。具体的な例として、例えばこういうのがありますよと、何かあれば私たち

もわかるんですけれども、何かありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 具体的にはちょっとあれなんですけれども、環境とかの例えば条例で工場排水とか何かそ

ういうものがもしあるかもしれません。それから使用中止とか、それから使用許可をもらっ

たものが中止になる、中止にされたりそういうものがあるかもしれません。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 鶴田税務住民課長。 

○税務住民課長（鶴田勝美君） 

 特に税のほうは、督促とか催告とか出すときに地方税法なり、国税徴収法なりをきちんと

明記して出して、相手方がそれに従わない場合は差し押さえをするとか、そういうふうな方

向をきちんと載せなさいと。これについては当然もう前から載せていることなんですけれど

も、改めてこういうことが出てきているということでございます。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第５号に対する質疑を終結します。 

      日程第８ 議案第６号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第８．議案第６号 基山町条例を廃止する条例の一部改正についてを議題とし、本案

に対する質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第６号に対する質疑を終結します。 

      日程第９ 同意第２号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第９．同意第２号 基山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを

議題とし、本案に対する質疑を行います。後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 前回の教育委員の選任のときに、地域の偏りというのを申し上げました。それで今回は、

その件を検討した上でのあれなのか、全く考慮していないのか、その辺について。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 わかりますか、質問の趣旨。小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私でよろしゅうございましょうか。その辺のところは考慮したということです。もうちょ

っと申し上げさせていただきますと、教育委員さん５名ですか、その教育長抜ければ４名だ



- 340 - 

と。その内訳は、女性が２人いらっしゃる、あと男性２人、３人というようなことでござい

まして、その女性の中の１人が今度５月に任期が来られる。もう１人女性の方も10月に任期

でございますので、とりあえず今度その５月が任期が来られる方の後をというような考え方

でございましたけれども、その５月に任期を迎えられる方が１期目でございます。それから

もう１人の10月の方が２期目でございまして、（「12月」と呼ぶ者あり）済みません、もう

１人の方は12月だそうでございまして、大体教育委員さんの大体の申し合わせといいますか、

大体のあれは２期ぐらいでというような内々のそういう申し合わせがあるようでございます。

したがいまして、２期目の今度12月に２期目になられる方はちょっと引かせてもらうような

意向もございまして、それで今度の方は１期目でもう１期お願いをしたいというような思い

がございます。それと、今後藤議員言われますようにもう以前からも若基小校区からは誰も

いないじゃないかというようなこと、これはもう非常に私どもも気になっておりましたとこ

ろでございますけれども、今度12月に任期迎えられる、そこに１つ若基小校区からどなたか

と。それともう一つは、やっぱり教育委員の中に保護者といいますか、父兄がやっぱり入っ

ておく必要があるというような、そういうこともプラスされましたものですから、今度その

12月の方のときに慎重に人選をさせていただきたいということでございます。それと、もう

一つは、今度の方もかわられる、12月にもまたかわられるとなると、新制度移行、新法移行

というようなそういう問題も控えておりますので、それに２人も新しい方ということはちょ

っといかがかなというふうな、そういうふうな思いで実は今度提案をさせていただいておる

ということでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 今回の分のあれはよくわかりました。この方の是非を言うわけじゃないんで。企画政策課

が出した地域戦略の資料でもけやき台を中心にスーパーシニアがたくさんおるということ、

人材豊富ということを新しいところに、だからやっぱりそれをきちっと長い間やっぱり教育

委員という、学校はもう２つに分かれておるわけですから、その間をやっぱり偏ったままと

いうことについては今後のことも、これはもう今後どうなるかわかりませんけれども、ぜひ

そのことを念頭に置いて、また人材はたくさんおりますので、おるということに皆さんも書

いてある。ぜひよろしくお願いしておきます。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 これはお願いなんですけれども、いつもこの同意案件なんか見ると、ただ同意を求めるだ

けなので、できたら文書で無理なら選考に当たった経緯だとか、そういうようなものをでき

る範囲御説明いただけるともうちょっとその人となりが浮かんでくるんじゃないかなと思い

ますので、その辺の御配慮をお願いしたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 答弁は要りませんか。よかですか。小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 経緯をというような話でございますけれども、たまたま今度は同意案件教育委員というこ

とでございます。したがいまして、そうじゃない同意案件も出てくると思いますので、その

辺のところはどの程度書くのか、それはまたちょっと別にしまして、人事案件でございます

から余りいろいろは書けないと思いますけれども、一応検討に値するということで考えさせ

ていただきます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、同意第２号に対する質疑を終結します。 

      日程第10 議案第７号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第10．議案第７号 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び

同組合規約の変更についてを議題とし、本案に対する質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第７号に対する質疑を終結します。 

 ここで、３時まで休憩します。 

～午後２時50分 休憩～ 
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～午後３時00分 再開～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 休憩中の会議を再開します。 

      日程第11 議案第８号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第11．議案第８号 平成26年度基山町一般会計補正予算（第７号）を議題とし、本案

に対する質疑を行います。 

 議案書の19ページをお開きください。 

 質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは、20ページ、歳入、21ページ、歳出全般、22ページまで。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、23ページ、継続費。 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 確認します。金額の変更が、年割額の変更があってますけれども、これ事業の進捗の変更

なのかどうかちょっと確認をさせてください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 実際契約をして事業に着手して、それによる進捗状況といいますか26年と27年の割り振り

の変更ということでございます。ただ、10款の図書館建設事業につきましては、総額で15万

6,000円増額になっていますけれども、これは高圧電気になりますので電気保安業務の点検

が必要であるということで15万6,000円の上乗せをお願いをいたしているところでございま

す。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 
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○２番（久保山義明君） 

 教育学習課長のほうから、事業の進捗状況についてお聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 原教育学習課長。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 現在の進捗状況でございますけれども、基礎のボーリング終わって今基礎部分のところに

取りかかっておりまして、町長の報告にありましたように約10％程度が出来高として見込ん

でおります。取りかかりが若干遅くなりましたので、当初見込んだ進捗よりもおくれていま

すけれども、今年の12月の工期内には完成するという見込みで進んでおります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、24ページ、繰越明許費です。 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 商工費に関することですけれども、町長わかられたらお願いします。基山公園施設改修事

業、これは恐らく展望台だと思いますけれども、完成予定がわかればどなたでも構いません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 夏をめどにと思っております。10月が本番でございますので、それ以前にと思っておりま

す。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。25ページ、地方債補正です。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは次、事項別明細書をお開きください。３ページ。 
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 歳入、町税、町民税、法人税、ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ４ページ、地方交付税。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ５ページ、分担金負担金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ６ページ、使用料。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ７ページ、手数料。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ８ページ、国庫負担金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ９ページ、国庫補助金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 10ページ、県負担金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 11ページ、県補助金。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 12ページ、県支出金、委託金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 13ページ、寄附金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 14ページ、基金繰入金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 15ページ、受託事業収入。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 16ページ、雑入。 

  久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 雑入のリサイクル回収売り払い金、単価が随分と上がっているみたいです。これぜひ町民

に対して、今単価が上がっているという周知をお願いしたいと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今、議員ご指摘のとおり歳入が約倍になっております。今、当然住民から出していただく

リサイクルで収入が上がっておりますので、ホームページ等なりで周知徹底したいと思いま

す。ありがとうございました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

 17ページ、町債。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、歳出に行きます。 

 18ページ、議会費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 19ページ、総務管理費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 20ページ、同じく総務管理費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 21ページ、徴税費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 22ページ、戸籍住民基本台帳費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 23ページ、選挙費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 24ページ、統計調査費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 25ページ、社会福祉費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 26ページ、児童福祉費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 27ページ、同じく児童福祉費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 28ページ、保健衛生費。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 29ページ、清掃費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 30ページ、農業費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 31ページ、林業費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 32ページ、商工費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 33ページ、土木管理費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 34ページ、道路橋梁費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 35ページ、都市計画費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 36ページ、下水道費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 37ページ、住宅費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 38ページ、消防費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 39ページ、教育総務費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 40ページ、小学校費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 41ページ、中学校費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 42ページ、社会教育費。 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 １点だけ。午前中にもいろいろ出ておりました。５目の文化振興費の町民会館長寿命化計

画の策定業務です。これを全額削除と、そして来年度公共施設管理計画でやるというふうに

ちょっと受けとめているんですが、今年度何でしないのかと、いや来年度しますからと言わ

れればそれまでですが、今年度わざわざやらなかった、わざわざというかやらなかった理由

は何ですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 議員おっしゃいますように、今年度に予算をお願いをいたしまして計上をさせていただい

たわけですけれども、提案理由の説明のときに説明をしましたように、公共施設等の総合管

理計画を今策定をしようとしておりますので、その後にしたほうがよりよい実質的に則した

ものができるだろうということで、ことしは見送って来年度以降また予算をお願いしようと

いうことでこのような結果になっております。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。43ページ、保健体育費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 44ページ、幼稚園費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 45ページ、諸費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 46ページ、予備費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第８号に対する質疑を終結します。 

      日程第12 議案第９号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第12．議案第９号 平成26年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を議

題とし、本案に対する質疑を行います。 

 議案書の26ページをお開きください。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、27ページ、歳入、28ページ、歳出。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは、事項別明細書３ページをお開きください。 

 ３ページ、国庫負担金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 ４ページ、県負担金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ５ページ、県補助金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ６ページ、共同事業交付金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ７ページ、基金繰入金。。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ８ページ、雑入。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 歳出に入ります。 

 ９ページ、療養諸費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 10ページ、高額療養費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 11ページ、共同事業拠出金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 12ページ、特定健康診査等事業費。 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 
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 確認ですが、特定健診の受診率ことしどのくらいになったのか、おわかりになれば教えて

ください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 済みません、ちょっと手元にございませんでしたけれども、昨年度から0.1％程度の伸び

ではなかったかというふうに記憶いたしております。正確な数字については、改めて示させ

ていただきたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後で報告だそうです。ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 13ページ、保険事業費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 14ページ、予備費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第９号に対する質疑を終結します。 

      日程第13 議案第10号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第13．議案第10号 平成26年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を

議題とし、本案に対する質疑を行います。 

 議案書の29ページをお開きください。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは、30ページ、歳入。31ページ、歳出。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 ないようですので、事項別明細書３ページをお開きください。 

 歳入、受託収入。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ４ページ、一般会計繰入金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ５ページ、後期高齢者医療広域連合納付金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ６ページ、保健事業費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第10号に対する質疑を終結します。 

      日程第14 議案第11号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第14．議案第11号 平成26年度基山町下水道特別会計補正予算（第４号）を議題とし、

本案に対する質疑を行います。 

 議案書の32ページをお開きください。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、33ページ、歳入。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 34ページ、歳出。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、事項別明細に入ります。 

 ３ページをお開きください。 
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 歳入、負担金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ４ページ、使用料。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ５ページ、他会計繰入金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ６ページ、公共下水道事業費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ７ページ、汚水処理施設事業費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第11号に対する質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

～午後３時14分 休憩～ 

～午後３時15分 再開～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 休憩中の会議を再開いたします。 

      日程第15 議案第16号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第15．議案第16号 平成26年度基山町一般会計補正予算（第８号）を議題とし、本案

の提案理由の詳細説明を行います。 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 それでは、改めまして初めから詳細を説明させていただきます。 

 それでは、本日の追加議案、補正予算資料の１ページをごらんください。 
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 まず、１番の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の地域消費喚起・生活支援型事

業についてでございます。これにつきましては、今差し上げました資料の下段のほうでござ

います。下段のほうをごらんください。 

 名称は、まず１番が基肄城築造1350年記念プレミアム商品券発行事業でございます。 

 内容につきましては、基肄城築造1350年を記念し、基山町商工会によりプレミアム付商品

券を発行するということでございます。プレミアム率は、10％で予定しております。券につ

いては、500円券を22枚と予定をしておりますけれども、これにつきましてはもう少し商工

会と打ち合わせて変わることもございます。発行枚数につきましては、１万1,000円券を１

万2,750枚発行するということで、総額１億4,025万円になります。予算の内訳につきまして

は、そこに書いておりますけれども1,275万円がいわゆるプレミアム部分で、1,000円の１万

2,750セットということになります。残りの708万2,000円につきましては、事務費というこ

とになります。 

 続きまして、基肄城築造1350年記念プレミアム商品券発行事業（多子世帯特典分）でござ

います。 

 これにつきましては、先ほども申しましたけれども18歳以下の子供さんを３人以上養育さ

れている世帯に対して、もう1,000円プレミアムを支給するものでございます。実際的には、

先ほど申し上げました１万1,000円券を普通は１万円で買いますけれども、多子世帯につい

ては9,000円で買うということになります。これに対する経費は、いわゆるプレミアム部分

の経費になりますので、プレミアム部分1,000円につき１世帯５枚と考えておりますので、

250世帯で125万円を考えております。 

 続きまして、ふるさと応援通販プロジェクト事業でございます。 

 これにつきましては、基山パーキングエリアに開設を予定しているふるさと応援市場のリ

ピーターをメーンユーザーとした独自のネット通販システムを構築し、ネット販売の増加を

図るものです。これに伴いまして、パッケージデザイン等のサポートも行い基山名産品の底

上げを図りたいと考えております。中身につきましては、通常販売価格の３割程度をプレミ

アムとしまして、プレミアムに対する売上額を247万円考えております。費用につきまして

は、今差し上げた用紙に記載しておりますけれども、総額206万円で中身につきましては106

万4,000円が通販サイトの構築委託料でございます。それから消耗品、通信運搬費、それか

ら通販サイトの使用料ということで19万5,000円を上げております。それから、通販サイト
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の補助金としておりますけれども、これがいわゆるプレミアム部分の補助金になりまして74

万1,000円を上げております。 

 続きまして、ＫＡＰＰＯ事業でございます。 

 ＫＡＰＰＯ事業につきましては、基山の街中飲み歩きができるプレミアム付飲食券を発行

することによりまして、町内飲食店の販売増につなげるものでございます。これにより地域

の商店街が活性化することを期待しております。２回補助を行うことにしておりますけれど

も、２回目には自立のめどを立てるような仕組みづくりを行っていただく予定でございます。

経費につきましては、そこに書いておりますけれども147万3,000円で内訳につきましては、

50万2,000円がプレミアム分でございます。これにつきましては、200円のプレミアムがつい

た商品券を２回で2,510枚発行する予定でございます。97万1,000円については事務費でござ

いまして、これにつきましてはチケットのパンフレットとかポスター印刷代、それからおち

ょこの制作費等にかかる予定でございます。 

 続きまして、基肄城築造1350年記念麺フェスタ事業補助金でございます。 

 これにつきましては、麺フェスタを開催しまして麺類の食品券をプレミアム付で販売する

ことにしております。町内における消費を喚起するものでございます。今考えておりますの

は、500円で200円ほどのプレミアムをつけてそれを1,000枚ほど発行したらというふうに考

えております。総額で50万円ですけれども、20万円分がプレミアムで残りの30万円は事務費

でございます。 

 それでは、続きまして２ページをごらんください。 

 これにつきましては、地方創生先行型の説明でございます。 

 まず１番でございますけれども、基山町総合戦略策定事業ということで、旧役場跡地やモ

ール商店街空きスペース等の活用調査、また空き家等の調査を行いまして、総合戦略を作成

するために「まち・ひと・しごと」推進会議を開催します。歳出といたしましては、中心市

街地空きスペース有効活用調査等委託料を400万円上げております。それから、推進会議の

開催を８名で４回ほど予定しておりますので、それの謝礼として18万3,000円を予定してお

ります。その他消耗品として７万7,000円を上げております。 

 続きまして、基山ＰＡふるさと応援市場の運営事業でございます。 

 これにつきましては、基山パーキングのコンビニ店前のスペースを活用しまして、基山の

情報発信基地及びミニ物販直売所「基山ＰＡふるさと応援市場」を設置するものでございま



- 356 - 

す。これにつきましては、単なる物販の販売拠点としてだけではなく、地元の中小企業の商

品開発力やブランド力向上を支援する予定でございます。これにかかる費用につきましては、

総額900万円を補助金として支出する予定ですけれども、内訳につきましては基山の特産と

かそういうものをするための人件費２人分が400万ほど、それから物販スペースの改修費が

200万ほど、それから広告費が200万ほど、それからイベント費を100万ほど考えております。

ちなみに、そこに書いておりますとおり先行型についてはいわゆるＫＰＩ言われる重要業績

評価というものを上げておりますので、その目標としては商品の販売額500万円、交流人口

5,000人増、創業２社ということを考えております。 

 続きまして、３番目、宅配・基山ＬＬＰ協議会補助金600万円でございます。 

 これにつきましては、基山町の家庭配置売薬業の歴史や土壌、現在でも福岡都市圏への近

接性を生かし、宅配を行っている事業者が多いことから、宅配を行っている業者のネットワ

ークを構築し、宅配を専門に行う協議会を結成し宅配機能の多様化、在庫管理システム化と

運送の効率化を図るものでございます。費用としては、600万円を協議会に補助金として出

す予定でございます。内容につきましては、２人分の人件費が約400万ほど、そのほか店舗

改修費100万、広告費100万程度を予定しております。ＫＰＩにつきましては、そこに書いて

おりますとおり年間商品販売額を2,000万円の増、創業３社、雇用５人程度を考えておりま

す。 

 ４番目、六次産業化推進プロジェクト事業でございます。 

 これにつきましては、基山町の六次産業化を推進するため、町内の事業者等が新たな特産

品や新製品を開発、既存素材の活用方法の創出を図り、新たな雇用・創業の機会や販路拡大

を推進するものでございます。予算につきましては、272万3,000円を上げております。内容

につきましては、お米というのが基山特産の１つですので、それの袋を17万円上げておりま

す。残りにつきましては、六次産業化のプロジェクトコーディネート委託料ということで、

六次化できる品物をコーディネートしていただく予定でございます。ＫＰＩにつきましては、

そこに書いてありますけれども商品化・販路創出件数を５件、販売価格を50万円と考えてお

ります。 

 最後に、ＳＧＫ人材（戦略的シルバー）を活用した地域活性化事業。 

 これにつきましては、シニアの活躍の場としての小さな拠点づくりとその組織化及び活用

事業を実施するものです。けやき台駅前のスペースを活用し、ＳＧＫシニアの活躍の場とし
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て健康づくり教室のモデル事業や、シニアのノウハウを活用した休日子供寺子屋を開催する

ものです。ＫＰＩとしてはそこに書いておりますけれども、いわゆるＳＵＧＯＫＡシニアの

登録を100人程度、雇用増を５人程度、新規創業を３社程度考えております。費用につきま

しては、まずここに来ていただきましたシニアの謝礼として50万円程度、それからそこの運

営する賃金として97万5,000円、そのほか需用費としてコピー代20万円ほど、それから改修

費60万円ほど、それから通信運搬費15万円程度、それから機械借上料30万円程度、備品費40

万円程度、それからここで健康モデル事業を３件やっていただこうと考えておりますので32

万4,000円の委託料を上げております。 

 以上で、一般会計補正予算（第８号）の補足説明を終わらせていただきます。よろしく御

審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ただいま、議案第16号の本日追加補正の分の詳細説明が終わりました。 

 慣例では本日の追加議案ですので、ここで休憩をとっておりますけれども、すぐ始めてよ

ろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは、本案に対する質疑を行います。 

 議案書、追加議案書１ページをお開きください。 

 第８号補正予算の分です。ございませんか。 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 １ページの部分で、基本的なところをちょっと聞きたいと思いますので。 

 今回、緊急的取り組みなんだと、26年度で。そして27年度から５カ年計画で本格的にやる

と、その前段の緊急的という形で私は捉えているんですけれども。問題は、基山町が今説明

受けました部分の事業をするに当たって、基本的な考え方では名称がもうやっぱり出ている

わけですね。しかし私は、わからないのが例えば何を目的にこの事業をするのかというのが、

とにかく何かやりたいと、予算ができるという形で取り組みられているのかなという気がす

るんですね。事業を行うためには必ず目的がいると、こういう目的のためにするんだという

のがどうもわかりづらいんですけれども、この辺の庁内で、例えば各課から取り組みに対し
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て事業を上げてもらったらと思いますけれども、基本的に何を目的にされたのか説明をお願

いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 これにつきましては、今御説明しましたとおり２つの交付金がございますので、１つはい

わゆる消費喚起生活支援型でございます。これにつきましては、国のほうは基本的には消費

喚起でやってくれということですので消費喚起に資するものとして５つの事業を上げており

ます。全部プレミアムがついてそれで消費を喚起するというものでございます。 

 それから、先行型につきましてはいわゆるこれから作成します総合戦略にかかわるもの、

将来的にそれにつながるものとして上げておりますけれども、今度の「まち・ひと・しご

と」創生事業につきましては、基本的には仕事の創生というものが１つありますし、もう一

つはいわゆる小さな拠点づくりというものが上げられております。ほかにもありますけれど

も、今回うちのほうはそれを拠点に主題としまして、いわゆる地方創生型の一番上は計画策

定事業のものですので、調査事業ですのでこれはあれですけれども、２番目、３番目、４番

目につきましてはいわゆる地域の新たな産業をつくりまして、販売路をふやし雇用をふやそ

う仕事をふやそうというものでございます。それから、一番最後のＳＧＫ人材につきまして

は、これは小さな拠点づくりでございます。以上でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 具体的事業の内容については、また後からそれぞれ質問がありますからあれなんですけれ

ども、私のすること自体、取り組むこと自体に反対しているわけでもありませんし、やっぱ

り緊急的に取り組むことは必要なのかなというふうな認識は持っているんですけれども、今

まで基山町が例えば取り組んできた事業、この中にはたくさんあるんですね。今回初めて取

り組むわけじゃない、逆に言えばプレミアム商品券なんかも基山町今まで取り組んでいます

し、先ほど言いましたように今度正式名称では基山町ＫＡＰＰＯ事業ですか、これは町が取

り組んだというよりも商工会が取り組んだと、それでこういうところの検証もされているの

かと、そしてやっぱりこれについては基山町今後ともこの事業についてはしたほうがいいと
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いうふうな捉え方をされて提案されているのか、先ほど言いましたようにとにかく何かこの

予算内で事業を起こしたいというふうな感が物すごく否めないという気がしますけれども、

今までの取り組みの検証はされての提案なのか確認をいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 まず、プレミアム商品券ですけれども、プレミアム商品券につきましては、実を言います

と昨年小郡市に新たなスーパーができたときに、一昨年でしたか、補助金を交付してプレミ

アムをしたことがございますけれども、その際は、あれをしたことにより売り上げの減少は

なくて若干伸びたという話は聞いております。今回は、消費喚起型ということで強くプレミ

アムというのは国のほうも推薦しておりますので、実のところを言いますと効果はある程度

あるからぐらいのレベルでしております。 

 それからＫＡＰＰＯ事業につきましては、そこに記載しておりますけれどもプレミアム分

50万2,000円でしますと、大体300万ほどの売り上げがありますけれども、それはプレミアム

商品券を使った売り上げでして、そのほかに当日券が売れたり、もぎり券が売れたりという

ことで、たしかその300万の2.5倍ほどの効果が上がっていたと思います。非常にＫＡＰＰＯ

につきましては、私も意外と効果が出ているなというその調査はしております。以上でござ

います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 まず、地域消費喚起・生活支援型の分ですね。今ちょっと重松議員から質問がありました。

私は2,500万円税金を使うわけですよね。（「１ページですよ」と呼ぶ者あり）いや、総括

的なことを聞いているわけ。個別的なやつはまた後でいいんですが。それでこの経済波及効

果ですね、これが一番の問題なわけですから。これが何かわかっているようでわからんで、

ある程度あったかなというような感じもしているんですけれども、それは具体的に幾らこれ

で2,500万円税金を投入して何十億円の効果がありますよと、何億円の効果がありますよと、

その辺は計算していないんですかね。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 消費喚起型につきましては、まずプレミアム商品券につきましては、プレミアム商品券を

使った場合の売り上げとしては１億4,025万円の売り上げが見込まれます。それから、ふる

さと応援通販プロジェクトにつきましては、３割をプレミアム化しますので（「全体の」と

呼ぶ者あり）全体では１億5,000万円程度というふうに考えていただければよろしいかと思

います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 １億5,000万円程度と、３倍ですよね、約３倍の経済。2,500万円か、３倍じゃなかった。

１億5,000万円程度ということです。それで、次の先行型の部分なんですけれども、全協で

の説明では、今この事業内容見てみますとこの仕事の創生と小さな拠点づくりを重点に決め

ましたと。ところが、これ全協でもらった資料を見ると、先行型はこんなに書いているわけ

ですよ。仕事の創生、子育て支援及び小さな拠点づくりを中心に検討してまいりますと。子

育て支援全然入っていないじゃないですか。だからですね、というのはですね、ほかの市町

村はこれで子育て支援やっているんですよ。それで幾つかお尋ねするんですが、まずなぜ今

回そのメニュー例にもありますように、少子化対策の部分ですね、メニューに書いてありま

す。これは事業としてしなかったのか、町長はたびたび言われていますよ、いや基山町は人

口は減っていませんよという認識でする必要はないというふうなことなのかどうか、そこを

まず説明していただけますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 これにつきましては、ＳＧＫ人材を活用した地域活性化事業って一番最後に上げておりま

すけれども、このシニアの活用のところが子育て支援とかそういうものを含んで考えており

ます。これにつきましては、ここの場所で１つ考えているのは、いわゆる寺子屋事業をする

ということと、もう一つは健康づくりです。健康づくりモデルプロジェクト委託料と上げて

おりますとおり、高齢者の健康づくりとかそういうものを考えた事業を行う予定でございま
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す。あと、地域消費喚起型は多子世帯のプレミアムを出しておりますので、ここの小さな拠

点はまず出始めということになりますので、これをうまく活用して高齢者が集い、子供たち

が集えるような場所になればというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 それで、私はこの５年間の基山町総合戦略事業の中で、５年間つくるわけですから、この

中で十分その中で子ども・子育ての支援策、これは検討されると思うわけですが、これは検

討されるんですか。それはもう外すということなんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 高齢者対策、子育てとか人口増、いろんなもの重要なものですので、それは総合計画にう

たっておりますので総合戦略から外れるということはございません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 もう１点だけちょっとお伺いします。 

 この先行型についてはもう御存じのとおり1,700億円ですね。それで内訳が基礎交付分が

1,400億円、それから上乗せ交付分が300億円と。それで私が聞きたいのは、この上乗せ分の

300億円です。これの活用は図られているのかと、それはどの事業なのかということなんで

すけれども。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 上乗せの300億円につきましては、まだ基山町に何も連絡あっておりませんので、ここの

中には上乗せの300億円分は入っておりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 はい、もう終わりました。３回目です。 
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 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。 

 ２ページ、歳入。３ページ、歳出。 

 ４ページ、繰越明許費です。ございませんか。 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 歳入について。これ国庫支出金でもう5,047万8,000円とされています。これはもう確定し

ているのかというのが、スケジュールを見ると実施計画の提出期限がやっと３月の第１週以

前、それから多分審査が始まって交付決定があって、それから通知があると。私は多分追加

で出されるんだったら、３月の中旬またはこれは臨時議会のほうになるのかなと、３月いっ

ぱいでとにかく議会には諮らなければならないというふうな感を持っていたんですけれども、

えらく早く追加議案として出されたというふうな感情持っているんですけれども。これはも

う確定した金額で捉えていいんでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 限度額いっぱいの金額で上げておりますので、これが確定でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、事項別明細書をお開きください。 

 事項別明細書は３ページ、歳入。ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ４ページ、歳出、総務管理費、６目．企画費。４ページです。ございませんか。事項別明

細書です。 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 ４ページの19節の負担金補助及び交付金。これが先ほどからずっとこう説明があった中の
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内容の金額だと思いますが、基山にふるさと応援寄附金というのがあって、そのときに町民

会館で説明会が業者が基山の特産品、例えば基山にふるさと応援寄附金をした場合、伊万里

とかそういうふうなところは伊万里牛を粗品に送っておる。それが基山はまだ送っていない

というような形で、それの募集があって約30名近くの方が町民会館に自分の家の例えば農産

物ですね、そういうのをするということでしたが、これについては一応海外のそのお土産が

荷物が多いから前もって注文しておくというような形の業者が来ておったわけですが、この

ふるさとプロジェクト、この応援そういうふうな通販関係、そういうのにこれつなげる事業

ですか。ちょっとその点。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 まず、ふるさと寄附の件につきましては新規予算のほうで計上をさせていただいておりま

す。それで４月１日から始めます。と言いながら、ふるさと納税寄附、言い方いろいろござ

いますけれどもそれと、ここの先行型で考えておりますＰＡの市場（シジョウ）と言われて

おりますけれども、私としては市場（イチバ）と思っているんですけれども、ふるさと応援

市場（イチバ）ですね。それから宅配、そして消費喚起の中でやっています通販、この４つ

をなるだけうまく連携、連動させるような形で今から考えていかなきゃいけないということ

で、今考えているところでございます。それでふるさと応援寄附については４月からもうス

タートいたします。品目も30品目ぐらいで、もうせーのでスタートいたしますので、むしろ

先ほどの重松議員のこれのスタート時期、多分なんやかんや言いながら４月になってしまう

でしょうから、ふるさと応援寄附のほうが一番最初にスタートするということになると思い

ますので、それとほかのこの創生絡みの３つの事業をうまくリンクしてやっていきたいなと。

それに六次化も少し絡むところがございますので、そこはきちっと連動しながらリンクさせ

てやっていくと。それでうまく行けば将来的にはその通販制度の中にふるさと納税も入れ込

むような、そういうこともできたらいいなというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 ちょっと済みません。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 さっきの説明。資料をもとに。（「事項別でしょ」と呼ぶ者あり）だから４ページ全部で

すよ。品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 全般だとですよ、10項目の10の事業ですよ、我々は３回しかできないわけですよね。では

なくて、最低でも２つに分けてもらうとか、１項目ずつ、１事業ずつですよ。      

ないと思うし、連携もあると思うんで説明のほうはいいんで、質問だけは10項目それをやっ

ていただかないと。（「資料に基づいて」と呼ぶ者あり）そうです、これですね。（「その

資料に基づいて行きましょう」と呼ぶ者あり）お願いします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは、資料の１ページ。資料の１ページと、先ほど資料いただいたものあわせまして、

地域消費型・生活支援型の１番から行きたいと思います。 

 基肄城築造1350年記念プレミアム商品券発行事業について質疑を受けます。 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 これは、スケジュール的に言うといつごろされるわけですか。基肄城ですと10月ですから、

それ以前ではないと思うんですけれども、その前ですと県のプレミアムがあると思うんです

けれどもその連携ですよね。それで商工会でいろんな話を聞くと、12月暮れのやっぱりお盆

と暮れしか販売時期はないもので、消費能力も考えるとそうそう１割では相当大きな金額に

なりますので、という話もいろんなところで聞いていますので、それの説明をお願いいたし

ます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 表題に基肄城築造1350年記念としておりますので、発売は10月のこの２日か３日、ちょっ

とまだ確定しておりませんけれども、その時期になります。それで金額的にも結構大きいも

のですから、使用についても期間をある程度見たほうがいいということで、そういうふうに

しております。以上でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 これ何年前でしたか、基山町がプレミアム発行したときに、まとめて購入して１人で例え

ば100枚ぐらい買ったと。そうすると、100万円で110万円の結局プレミアムが10万ついてい

ると、それで家電とか車をというふうな問題もちょっとあったんですね。それで幅広く町民

全体に買ってもらうというためには、どこかで制限も設けなければと思いますけれども、こ

ういう計画は何かありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 今回は、国のほうからそのようなことも言われておりますので、ある程度制限を設けなが

らということで商工会と今協議をしております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。番号２番、基肄城築造1350年記念プレミアム商品券（多子世帯特典分）で

す。125万分についてございませんか。 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 これどういうふうにして、18歳以下の子供が３人いるというのは証明を出します。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 ちょうど６月に児童手当の現況届を提出していただきます。それと子育て世帯臨時特例給

付金もその児童手当の現況届の更新にあわせて申請を受け付けるというふうになっておりま

すので、これにあわせて申請書を同時に出していただいて、それで町のほうで証明書を発行

するという流れを現時点では考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 私はそれでもいいだろうというふうにも思うんですけれども、もしここまでするんだった

ら、地域商品券って昔ありましたね。もう直接、例えば早い話が１人５セットまでというふ

うに制限されているということで、１枚につき2,000円のプレミアムをつけるということだ

ったら、早い話が１世帯につき１万円のこのプレミアムをつけるという中身ですよね、最高

で。それで結局50世帯で250万というふうにするんですけれども、それだったら私はもう思

い切って、このプレミアム商品券じゃなくて地域商品券を差し上げるという形にはならない

んですか。必ずやっぱりこういうふうな販売というか、これが地域振興にもなるというふう

な捉え方でしょうけれども、やっぱりこういう形しかだめなんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 現金のかわりで発行するものではございませんので、やはりこれにより消費を喚起すると

いう目的がございますので、それに適合するものじゃないとまずいんで、一応プレミアム商

品ということになっております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 今、この子供３人以上で18歳以下の家庭ということで、50世帯というような形で（「250

世帯」と呼ぶ者あり）250世帯。大体ならばその250世帯というのは18歳以下のところの３人

おられる家庭というのは、基山町では今のところどのくらいあるのか。それだけおられるわ

けですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 なかなかその現実的に、現時点の形としてはちょっと250世帯を見込んでおります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 



- 367 - 

○11番（林 博文君） 

 場合によっては、これは申請書を６月に提出されて、多かった場合は最高がその５セット

だけど場合によっては１世帯２セットになったり、１万になったりする場合もあるわけです

ね、その調整は。その辺は役場でするわけですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 基本的に考え方としては、最大で５セットまでというふうに考えておりますので、買いに

行かれるときに多世帯の証明書みたいのを個人さんに、申請があった方には送りますのでそ

れを持って商工会のほうに買いに行っていただいたときに最大でそのプレミアム分は５セッ

トまでですということで考えております。ですので、今議員がおっしゃるように１セットし

か買われない方もいらっしゃれば２セット、最大で５セットの方もいらっしゃるというふう

に考えています。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 もうわかりやすく言いますと、その１万1,000円分のチケットが手に入るというのは皆さ

ん同じなんです。それで、普通の人は１万円で１万1,000円の分を買う。それで３人以上子

供のいる方は9,000円で１万1,000円分を買えるというそういう形になりますので、発行する

１万1,000円分のチケットの数は今のところ、もう逆に言えば発行できるだけやるというそ

ういうことになっております。それでもちろん、その３人以上子供のいる人たちが9,000円

で全部買うことは計算上今お示ししているとおりあり得ませんので、残った分は普通のプレ

ミアムの１万円で１万1,000円のチケットというそういう形になることを想定しております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 今の副町長の答弁をお聞きしますと、これ事業項目が違うけれども流用ができるというこ

とですか。この番号１と番号２は流用ができるということですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 補助金としては、一応分けておりますけれども、やはり有効に使っていただくということ

からすれば、そこのところはこの補助金の清算のところでできるようにしておかなきゃいけ

ないというふうには考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 これ子育て支援ですよね、子供が多い世帯は大変だからということで。そうすると、５セ

ット買うと４万5,000円ですよね、４万5,000円一括しないと買えないでしょう。ずっと買え

るわけですか。ひと月で、（「以内」と呼ぶ者あり）以内でしょう。それで、買うとしたら

こういう世帯こそ支援をしなきゃいけないならば、別枠でしたほうがいいんじゃないですか。

それでメニューにもありますけれども、子育て応援券ということで別につくって、これで子

育てサービスにも支払えますよという、買い物だけじゃなくて。だから消費喚起もいいでし

ょうけれども、子育て世帯というか人口増ですよね。一般質問しましたけれども、１人でも

２人でもとか、今２人以上産みたいって若い人は思っているわけですよね。ところが、産ん

でも育てることができないということでやっているわけですよね。でもやっぱり人口ふやそ

うとなると、やっぱり産んでもらわないといけないですよね。そうならば、そういう人にや

っぱり使いやすいようにしないと。いや、買わなくても結構ですって言うけれども一番買い

たいのはこの世帯ですよね。さっきも重松議員が言われた、100万円も買えるところが10万

円って、それとここを同時に同じような発想で考えるのはおかしくはないですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 品川議員がおっしゃるのもごもっともですが、逆にその枠をつくってしまって売れ残った

場合にはまた補助金上問題があるので、それを両方考えれば先に優先的にその子育ての部分

をやって、それである期間決めて残った場合に一般のほうにその残った分は回すみたいなそ

ういうことを考えるのかなと、今はちょっとそういう感じで思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 ですと、購入期間を通常よりも広く長く持たせていただいて、計画的にお買い上げいただ

いて、そして利用していただくような、少しスパンも考えていただかないと、商工会で前回

のとき３日で終わったんですよね。そしてその後、問い合わせがあっても１週間ぐらいなん

ですよ。だからそれぐらいのパイしかないわけですよね。基山町の全体の消費のパイとして

は。３日で全部買い上げしまって、あと追加を追加という話はまだないんですよね。その辺

のところもあるんで、今度子育て支援をされるならばそういったこの世帯に、世代に合った

ような施策をお願いしたいんですけれども。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 今、品川議員おっしゃったことは非常に重要なことだと考えております。子育て世帯、な

かなか一度に買えないんじゃないかという話も商工会とはしておりますので、その辺はうま

くできるように商工会と詰めていきたいというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 済みません、ちょっとイメージが、もう１回済みません説明お願いします。 

 結局このプレミアム付の商品券、先ほど副町長が言われたように１万円で１万1,000円分

を普通の方というか、これは１万円出せば買えますよと。そうすると、さっき言った18歳以

下の子供が３人以上いる世帯は9,000円で１万1,000円分買えます。というと、その券は一緒

なんですよね。２種類あるというわけではないわけですね。それでですね、内山課長が言っ

ていたけれども、３人以下というのは児童手当とかそういうのでわかる、これ買うときに何

か証明書とか何とかなるわけですか、どうして証明書か何か発行するわけ。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 先ほども申し上げたんですけれども、基本的に個人さんから申請があった方に対して証明
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書を発行し、その証明書を持ってお買いに行かれたときにその9,000円分で買えるというシ

ステムを今回は採用を考えておりますので、あくまで申請があった方に対して証明書を発行

するというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。３番、ふるさと応援通販プロジェクト事業。 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 これだけがちょっとようわからんのですけれども、この３番の応援通販プロジェクト事業

というのは、この緊急経済対策的なこっちに入る話ですか。何かもう一つのＰＡふるさと応

援市場運営のとかいうのと、応援市場のリピーターをメーンユーザーとしたということの理

屈から言えば、今回の一過性のこの緊急経済対策的なことではなくて、地方創生先行型とい

うふうには考えられんのですか。なんかその辺がようわからんのですけれども、これ。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 説明の仕方が悪くて申しわけございません。後で配りました１枚ものの紙をちょっと見て

いただけたらと思うんですけれども、これの下段の消費喚起・生活支援型の真ん中のところ

がちょうどその明細でございます。それの一番下に74万1,000円ふるさと応援通販補助金と

いうのを上げておりますけれども、これはそこで売られる品物を３割引きで売れるように、

その分をプレミアムとして町のほうが補助を出すということを考えておりますので、これに

よりいわゆる消費喚起を求めていくものでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 そうすると、これは本当の一過性の後で期間限定のもうセールみたいなものですか。そう

いうことではないですか。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 プレミアム分は１年限りになると思います。だからそれで逆に通販をきちっとわかってい

ただいて、会員でしかもコストがかからないような形で基山町の業者の方が通販に入り込め

るような指導も含めてやっていきたいと思っております。だからその部分は、おっしゃるよ

うに先行型的なイメージが強いと思います。ただ、今回はこのプレミアム部分を提案するこ

とによって、こちらの消費喚起型のほうで提案させていただいております。実際、例の中に

もこちらの消費喚起型のほうで、通販のほうでこういう形でそういったものが例にございま

したので、こちらのほうで提案させていただいております。ただ、先ほども繰り返しますよ

うに最終的にはこれはふるさと納税、それからＰＡ、それから宅配そして通販、六次産業化、

みんな連動性を持たせていかなければいけないというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 通販サイト設置委託料の106万円、それからサイト使用料の19万5,000円ということでした

けれども、今は起業する方にということで初期設定無料というような形で人集めのサイトが

結構出てきておりますし、サイト使用料もこれほど金額はなくてということですけれども、

ここで想定されてあるサイトというのはどんな感じでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 これも中央の大手業者、福岡の中堅業者、地元朝倉とかの小さい業者、それから基山の関

係者、いろいろ人と今話し合いをしていきながら、サイト自体はやっぱり大きい楽天であっ

たり、アマゾンなんかにも載っけるようにしていきたいと思いますけれども、その実際の管

理は少しでも安く、しかも地元の業者が管理できるようなそういう方向でいきたいと思って

おります。ただ、ここでじゃあ何でこれを出したかというと、ある一定の時間に国に出さな

いと時間がなかったもので、とりあえず仮という形で国に対してはちょっと出させていただ

いておりますので、ここまでの金額は当然かからないし、サイトにこんなにお金をかけるつ
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もりもございませんので、ここはもう十分に研究していきたいと思います。なぜならば、そ

の１年後もずっと続けていくことが前提なので、それこそ今多くの通販は運営料が売り上げ

とほとんど同じとかいう通販があちこちで今、自治体の通販は失敗作としてありますので、

そういうことにならないようにきっちりやっていきたいというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 安心しました。こんなに何で高いんだろうって普通に思ったんですけれども。それで今お

っしゃったように、これを立ち上げて話していかれる中で、私はもう2000年からこの通販と

いうかサイトでの通販というか、それはもう非常に利用しておりまして、どういう形がいい

どういう形はよくないというのもすごく、すぐにしゃべれるぐらい経験がありますので、そ

ういう話し合いの場があったら私を含めてやっぱり家事をされている女性の方は時間を上手

に使ってそういうものをいろんなところのこういうところはいいというその情報、よくコメ

ントを書いてくださいというのありますけれども、そういう情報を持っていらっしゃる方が

多いので、できればそういう広い方の意見もちょっと。ですから、その３割のプレミアムが

なくなった時点でも、ここはいいって思うと再度本当にリピーターになるかっていうのはそ

こがネックだろうと思いますので、そういう意見を吸い上げていくような話し合いの場にし

ていただけたらと思いますけれどもどうでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 大変ありがとうございます。ぜひそういう場をつくっていきたいと思っております。それ

から現実に今、地域の若手のそういう関係者とずっと意見交換やっているので、先ほど林議

員のほうからふるさと納税はやっぱりふるさとチョイスという化け物があって、最初の出だ

しはやっぱり、あそこのＲＨトラベラーを使わざるを得なかったんですけれども、ＲＨとも

基山にそういう業者が育ったら逆にあなたのところじゃなくて基山の業者が仲介するからね

っていう話は今もしておりますので、そういう通販だけではなくてふるさと納税もほかのも、

その仲介できる業者が基山でできてくるということが理想だというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 大体これ出店事業者、何社ぐらいを見込まれているのかお聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 多いにこしたことはないんですけれども、まずはふるさと納税の参加者からスタートして

いくということを考えております。それからふやしていくというふうなことを考えておりま

す。（「何社ぐらい」と呼ぶ者あり）30社ぐらいからスタートになると思います。目標はも

ちろん30社じゃそういうサイトはほとんど意味がないのでふやしていきたいというふうに思

っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 恐らくこれ当初で補助が３割分あるということで、この30社の人たちも試しにいろんな形

で出したいというふうに思われたと思います。ただ、問題はその先ですよね、当然先を見越

しての事業だと思います。206万円やっぱり捨て金にするわけにはいきません。ただ、初年

度の管理運営費とか恐らくこの中から出るんでしょうけれども、その後は恐らく出店者があ

る程度の負担をしなければ管理運営っていうのは到底無理です。そのあたりは、やはりきち

んと説明をしていただいてスタートをしないと参加はしたものの、いや次からはこんなにお

金がかかるとは全く想像もしていなかったというふうなことにならないように、そのあたり

の注意をしていただきたいなと思いますけれども、そのあたりいかがでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 まさにおっしゃるところが今通販の肝なので、そこの部分を日夜詰めているところでござ

います。それで事前説明ももちろん大事だし、それから通販で失敗された業者の方基山にも

いっぱいおられますので、そういう方々はトラウマになられている部分もあるので、そこら

辺も含めてきちっと説明していかなきゃいけないというふうに思っております。ぜひ議員の
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皆様方にも先ほどの牧薗議員だけでなく、いろいろそういう通販について詳しい方おられた

らいろいろとまた勉強会等に参加していただければなというふうに思います。よろしくお願

いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 ちょっと私もわかりませんから伺いますけれども、ふるさと応援通販プロジェクト事業、

これ通販サイト設置委託業という形で106万円。どこに委託されてというのも問題等、もう

一つは、基山パーキングを扱ったふるさと応援市場の運営事業もありますね。これもまた専

門指導員という形で人件費なんかも含まれています。それともう一つは、地域おこしでもこ

の基山パーキングを使うんだと。それで名称はばらばらですけれども、案外やることが複合

してくるんですね。そうすると、一体どれだけの全体的な予算を、これは補助の関係があり

ますから振り分けてあるんでしょうけれども、結局ふるさとという名がついた事業を、これ

をどのように複合しながら考えているのかという部分を、わかる部分答えてください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 ふるさと応援市場のことなんですけれども、基本的には来年度上げております地域おこし

協力隊、これ２名雇うようにしておりますので彼らがやはりメーンとなりまして、今回こち

らで雇う分はそこにその人たちの指示に従って仕事をしていただくということになります。

ですから、地域おこし協力隊のほうが主導的役割を果たしていただきまして、ふるさと応援

市場の運営をしていただきますけれども、そこに今回の予算でつけました臨時の職員さんが

つきまして実際的な販売を行うということになります。それに伴いまして、当然ふるさと応

援通販も一緒にやっていくという形になります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 ちょっと後でまた。何で私ここを聞いたのかと言うと、地域おこし協力隊募集されていま

すね。余りにもちょっと人件費が安いなという気がするんですよね。だから、人件費は人件
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費としてそれ以外に例えばふるさと応援市場の運営で、また別に委託する中身があるのかと

か、そういうふうにサイトの設置委託料もその人に委託するのかとか、この辺の関係がわか

らないんですね。全く地域おこしとは全く別ですよと、であればまたそれはそれで今度地域

おこし協力隊の人件費が本当にどうなのかという問題も出るものだから、この辺もう１回説

明お願いします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 まず、受け皿の話というのは非常に大事でございます。今の段階で考えている受け皿は、

商工会と観光協会とあと個別の４つの事業。４つの事業というのは、先ほどもうした４つプ

ラス六次化も入れた５つの事業です。これに参加する人たちを全部集めた形での基山町ふる

さと応援協議会というものを近日中に立ち上げる予定にしております。それでここを受け皿

にさせていただくと。そして、その中に通販専門部隊であり、六次化専門部隊であり、そう

いう形でやって、事務局はもうとりあえず役場の中に事務局を、今度できる産業振興課の中

に事務局を持ってきて商工会とＪＡがそれのサブ事務局として手伝っていただくという、そ

ういう感じのことを今それぞれの機関と話をしております。そして、最終的にはそこから新

たな起業家であったり、ＬＬＰであったり、そういったものを生み出していくようなそうい

う形を考えております。その受け皿をうまく使いながら、これらの事業をやっていきたいと

いうふうに思っているというのが１つと。あと地域おこし協力隊と集落支援員の話は、あの

単価自体がちょっと国がある程度決めている単価なんですよね。だからうちで動かせる部分

というのはわずかなので、大体全国統一的にあれぐらいの金額、大体年間200万円ぐらいの

金額でやられているというのが、一応表面上はそういうふうに全国なっておりますので今の

ところはあの金額で募集してみてどれぐらい来ていただけるのかなというのが、全く今の段

階では、もう間もなく募集締め切りになりますけれども、ちょっと心配はしています。一方

で、ここで言う話じゃないかもしれませんけれども、任期つき採用情報のほうはすごい応募

が既にありましたので、そちらのほうは想定外ぐらいの応募があっております。だから今度

地域おこしと集落支援員13日が締め切りだったですか、それを見てまたちょっと考えていか

なきゃいけない。場合によっては２次募集もしなきゃいけないようなことも出てくるかなと

いうふうに思っております。一応そこはきちっと切り離したいというふうに思っております。
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ごちゃごちゃにすると補助金でいろいろ問題がありますので。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ちょっと最後、１回だけ残っていたと思いますけれども。今、副町長の答弁の中で、ちょ

っとやっぱり気になるところがあって、役場と商工会と観光協会で集まって話すというふう

に言われました、近日中に。ただ、ここに商工会の理事が３人いるわけですよね、理事会の

総意ではないわけですよ、何もまだ決定していません、私たちも何もまだ商工会としては聞

いていません。ですから、その辺の発言は非常に慎重にやっていただきたいなというふうに

思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 まだ商工会にもまともに正確に話しているわけではなく、これは逆に言えばこの事業をや

るときにはそういうのが一番いい方法ではないかと今思っているということで、御理解いた

だければと思います。これからきちっとした形でお話をさせていただきたいというふうに思

っております。それから、商工会と観光協会とそれだけに絞る気は毛頭ないので、そこに入

っていないような今回の事業にかかわっていただく方は全て入っていただかなきゃいけない

と思っておりますので、決して商工会とか観光協会とかＪＡに絞る気はございませんので、

みんなが入れるような協議会をしたいというふうに思っておりますので、ぜひ御理解いただ

ければと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。 

 ４番、ＫＡＰＰＯ事業。 

 松石議員。端的にひとつお願いします。 

○12番（松石信男君） 

 ちょっと小さいこと聞いて申しわけないんですが。プレミアム券が2,510枚発行というこ

となんですね。非常に中途半端というふうに感じる、綿密に計算したということなんですか。

これどういう意味ですか。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 ここは実を言いますと、最後に調整したところでございまして、券としてはちょっとそう

いうことになったということでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 このＫＡＰＰＯについては、それはもう日にちが一日決まった中で、やはり飲酒運転がだ

めですので、よく友達なんかと会って１枚が1,000円を10枚つづり、商品の食べ歩きとか、

ちょこを一杯２枚で飲んだりして歩くわけですが、私は業者のこの加盟店ですね、不同があ

ると思うわけです。というのが、ちょっとやっぱりさっき言ったように飲酒運転がもうずっ

と飲んでおりますので、必ずやっぱりモール商店街の近くしかぐるっと何軒でも食べ歩きで

すが、行くわけですが、ちょっと離れたところになるとどうしてもタクシーを使うとか、車

で移動しなくてはならないというときには、やっぱり歩いてというのは遠いというようなこ

とで、業者の方から不満がありませんか。それと、私は店によって偏っておるんじゃないか

というようなことですが、この２回今まであった中で検証はどのように受けとめてあります

か。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 ＫＡＰＰＯで行かれるところは遠いところはどうかというところなんですけれども、私も

ちょっとそこまでは検証しておりません、金額的なものは、売り上げとかそういうところは

検証させていただきます。私も最後は一福さんのところにいましたので、そこはそんなに少

なかったわけではございませんので、その辺は今後商工会にお願いするかと思うんですが、

詰めていきたいというふうに思っております。それから、その商工会というとあれなんです

けれども、話しをしたら今度は飲み屋ばかりじゃなくて、そういう飲食物を売っているとこ

ろも含めてやったほうがいいんじゃないかという話もちょっと聞いておりますので、その辺

はちょっと今後詰めていきたいというふうに考えております。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 食べ歩きということで、必ず飲まんでもその食べ物の一番初めに写真が載っているものが

メーンとして、場合によっては五、六枚やられるところのその一福とか、一番どりとか、そ

ういうようなところはあるわけですが、私は業者によってはその不同があって、高かったり

安かったり、その枚数が多かったり少なかったり、やる分がですよ、10枚つづりの分。これ

が意外と売れなかったんじゃないかというふうに思ったわけですが、その点やっぱり完売し

たわけですか。ちょっとここにその商工会の３人の方がいますが。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 実を言うと、完売したかどうかは私も確認しておりませんけれども、私がこの計画をつく

るときに報告をもらった中では、前売り券が売れていて、そして当日券というのがある程度

売れている、そうするともぎりというのが当日券の４倍ぐらい売れているという状況で、結

局先ほど言いましたとおり３点何倍と言いましたけれども、前売り券のときの販売額の結構

それに大幅に上積みして売れているという状況はございました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 事業説明のところで、これ２回とりあえずやるという予定で、１回目は補助だけれども２

回目からは自立は促すというような書き方してあるんですけれども、もし１回目が今までど

おりでなかったらどうするんですか。どうしても心配なほう、そっちのほうにいくんですよ

ね。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 この事業については、最終的には自立という、今度の「まち・ひと・仕事」も最終的には

自立というのがありますので、やっぱり自立の方向にいかなきゃいけないと思っております。
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それで、プレミアム分の50万2,000円は２回とも出しますけれども、事務費の部分は１回目

はつく、そして２回目はその自立の方向でということでやっぱりやっていかないと、いつま

でも補助金をもらわなきゃやれないという事業になってしまうんで、その辺はどこまででき

るかというのはなかなか難しい問題ですけれども、そういう方向で検討をしていただく予定

でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。５番、基肄城築造1350年記念麺フェスタ事業。 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 済みません、ちょっとよくわからないので、こういうことなんですか。200円のプレミア

ム券1,000枚でということなんで、つまりそうすると300円で500円の券を買えるというふう

になるということなんですかね。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 500円で麺が売れるかどうかというのはなかなか難しい問題で、少し500円じゃ足りないと

いう問題も出てくるかと思いますけれども、今議員さんおっしゃったとおりことを今のとこ

ろ予定としては考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

 こういうフェスタのイメージとしては、ずらっと何軒も横並びで比べながら食べるという

感じのイメージであるんですけれども、500円で今あるところの出すという形、それともそ

れこそ量を減らして、この1350年フェスタに合わせて何かするというようなことのイメージ

でしょうか、ちょっとその辺がわかりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 うちのほうで考えているのは、200円のプレミアムを出すということだけですので、その
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辺は事業者に補助金を出すときにいろいろ考えていただけたらというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 私、これを見たときに10月の２日、３日に基山が古代山城サミットやると、1350年事業で、

そのときに書いてあるように一堂に会してその場で販売すると、それに対してプレミアムを

つけますよというふうな認識。今の認識だったら、いやどこか店に食べに行ってそれにって、

じゃあないんでしょう。私はそうすべきなんだと、早い話が山城サミットをみんなで盛り上

げようじゃないかと、その一環としてされると。それで当初この話を私が、昨年かな少し聞

いたことあるんですよ。そのときには、Ｂ級グルメと言いましょうか、今回の場合は麺に限

っていますね。麺に限らずに地域の食べ物を、なんかとかいろんなあるんですね。ちょうど

鶴田事務局長がちょうど野口でターゲットバードゴルフといって田んぼの中でゴルフするん

ですね。そのときに野口は昔からだご汁を出すんですね。そのだご汁なんか、結局この地域

の食べ物、こういうのも持ち寄ってその場で例えば販売とか、これはほかに各地域にはいろ

んなのがありますし、そういうふうな発想かなと思ったら、何でこういうふうにどこから急

に麺に変わったというふうな気がするんですけれども、もう少しこの辺については何か取り

組みとして何か考えを持って全体で盛り上げようというふうな発想があってもいいかなと思

いますけれども、この辺は何か考えられましたか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 まずは、何で麺かという話は、そもそも1350年の実行委員会幹事会の中で、それこそ名前

を出すなという話ですが商工会のほうからの御提案があって、麺フェスタやったほうがいい

んじゃないか、なぜならば基山は某ラーメンセンターとか某ステーションとか、それからう

どんでいっても契園とか結構有名なところがたくさんあるので、というふうな話題だったの

で、だったらとりあえず麺ということで今頭出ししています。それで日にちは当然10月３日、

一日というそういうことになります。場所は、イメージから言えば町民会館の駐車場とか役

場の駐車場とかそういう下を使うか、もっと上のいつものふれあいフェスタをやっていると

ころでやるかという、そこら辺の選択肢になると思いますけれども、これからまさに考えて
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いくというふうなそういうことになります。それで1350年なんで、1350キロカロリーのラー

メンとかいいんじゃないかとか、1350グラムのラーメンのとかいいんじゃないかとか、今は

まだそういう話題で意見交換しているぐらいにとどまっていますので、これもこれからまた

詰めていかなきゃいけない話かなというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは、次の２ページに行きます。 

 地方創生先行型でございます。１番、基山町総合戦略策定事業426万円について。 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ちょっとどこで聞こうかなと思ったんですけれども、ここで一番最初なんで聞きます。 

 先ほど歳入のところで5,000万幾らですね、企画政策課長確定だというふうな答弁をされ

ました。これ財政課長、確定でいいんですか。要するに、これもう最終の申請って出された

んですか。最終の申請出した上で、向うが受領して確定ということでいいんですか。これ財

政課長お尋ねします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 企画政策課長が確定と言いましたので確定でしょうけれども、私が持っている資料がちょ

っと古かったのかもしれませんけれども、まず先に来たのが試算というのが来て、それから

内定という資料に変わりましたので、それは確定とほぼ同じような金額かもしれません。た

だ、それに上乗せ分があるかどうかというのはちょっと今のところは判断はできないという

状況であると思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 じゃあちょっと中身についてお尋ねをします。この中心市街地空きスペース有効活用調査
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等委託料ですね、これ期間がどれくらいかをお尋ねします。と言いますのも、これの調査を

した後に恐らく人口ビジョン、その調査結果を受けて人口ビジョンが出てくるのか、それと

もこの委託料の中にも人口ビジョンの調査までもう含めてしまうのか、じゃあ人口ビジョン

は誰が策定するのか、そのあたりよかったら教えてください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 総合戦略につきましては、やはり27年度の前半につくるとしておりますので、それに間に

合うように委託を出して調査をしていただこうとは思っております。それから人口ビジョン

は、うちは基本的に総合計画までつくっておりますので、そういう計画そのものをこの策定

事業の中で、計画案づくりはする予定はしておりますのでこの400万円については調査事業

の部分だけというふうに考えておいていただいて結構です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 人口ビジョンにつきましては、久保山議員がよく御存じのビッグデータの地域データシス

テムというのが今経産省を中心に間もなくでき上がりますって、これ使ったら比較的簡単に

自治体ごとにつくれるような仕組みになっています。この前試しにやってみましたけれども、

非常にすぐれものでございましたので、それを使ってあとは政策によってどの程度人口をふ

やすという見方を考えなきゃいけないと思いますけれども、それを使ってやっていけたらそ

んなに難しい問題ではないかなというふうに認識しております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ちょっと今の確認します。これ地域経済分析システムというものを使うということですね。

ということは、この400万円はとりあえず基礎調査の費用として使うんだけれども、期間と

しては早いうち、早いうちというのは非常に曖昧な表現だと思うんですけれども、大体何カ

月間ぐらいでこの調査をされるということですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 当然その総合戦略の中に中心市街地活性化の話も入れなきゃいけないと思っていますが、

それができてから総合戦略をつくるとは今考えていなくて、総合戦略はもう総合計画ができ

た段階でその中からうまくピックアップしていくという形でつくりたいと思っております。

そして、逆にここで言う400万円のほとんどは中心市街地活性化のための調査で中活法認定

のほうに向けてやっていくというふうなことを今想定しております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 これ策定426万円なんですね。それでちょうど1,000万円まで国はやるということなんです

よね。だから使えと、もらえというふうにはならんかも知れんけれども、これは何でそんな

に少ないというか、もうちょっと金かけて、金かけさえすればいいということではないが。

手を挙げているからどうぞ。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 1,000万円使えばその分全体の配分から引きますということなので、1,000万円使えば残り

が4,000万円になるというそういう話でございますので、うちは総合計画もつくっているし、

改めてまた総合戦略をつくらなくても、まさに同じ時期に10年のものをつくっているわけな

んで、10年と５年の違いはありますけれどもそのままある程度流用できる部分もあるでしょ

うから、そこはなるたけ少なくしてむしろもっといいものに使っていこうという、そういう

ことで今回の提案になっております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。２番、基山パーキングエリアふるさと応援市場の運営事業。 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 済みません、１点だけ確認させてください。これ賃借料が入っていないようですけれども、

賃借料は要らないということですか。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 そこの交渉を今すごく強くやっております。場所はローソンの前なんですけれども、もと

もとあそこはスペースなんで賃借料を取るところではない、前野菜屋さんがございましたで

すね、昔ですね。あそこにちょっと今まさにローソン、それからネクスコのホールディング

ス、そういったことをずっと調整をもう毎日今やっているところでございます。それで、今

の段階では賃借料は要らないということで考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 なかなかわかりづらいものだから聞くにも聞けないみたいな気もしながら聞いているんで

すけれども、先ほどの関係でもそうですけれども400万円、中心市街地の空きスペース終わ

りましたけれども、本当にこれが私はこの地域創生の中でできるのかなという気がするんで

すね。５年間のこの戦略を、これはとてもじゃないけれども、それは調査委託はできますよ、

しかし実際問題としては物すごい難しい問題を秘めた中での提言があって、それが本当にい

いのかなという気はします。今回出ているからいいんでしょうけれども。それから、基山Ｐ

Ａを使ってからする部分、私思うんですよ、あそこの私もう大分前ですけれども工事をした

ことがあるんですけれども、もうすぐ隣は原田なんですね、あの敷地の中の。たまたま名前

がというか、全体面積の割合がやっぱり基山が多いものだから基山になっているんですけれ

ども。パーキングの中に境界があるんですね。だから逆に言えば、何で原田と二日市も含め

て、筑紫野市、こういう問題一緒にできないかなという気が物すごくするんです。すぐ隣に

原田が、原田たまごといってからですね、物すごく売れているんですよ冗談抜きに。だから、

例えば一緒にしましょうと、そしてお互いにふるさとの品物を並べてしましょうやと、そう

することによって両方がメリットがあるんだというふうに私はしたほうがいいんじゃないか

なと。どうしても基山だけでやれば、年間を通じて例えば農産物とか何とか、年間を通じて

出せる量というのは限度があるんですね。それでＪＡはＪＡでまた朝市も出したりしていま

すし、どうしても私はあると思いますね。この辺は何か考えありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 重松議員のおっしゃるとおりだと思いますけれども、まず今はあそこに店をつくることが

どれだけ大変かというのをおわかりいただきたいと思います。簡単なことではございません、

これは。あそこに店をつくるのは。だからまずは基山で行きますけれど、おっしゃるように

うまく行き出したら逆にそこに出してくれって、逆にほかの自治体が言ってくるのはもう目

に見えていますからですね。ただ、あそこに店つくるのは本当に並大抵じゃありません。ず

っと私もう６カ月ぐらいずっと交渉し続けてきておりますので、だからまずはあそこに店を

つくるということを。ただ、こんなことを言っておって最後の最後にぽしゃるかもしれない

ぐらい難しい話です、これは極めて難しい話です。だって今まで何十年ってあそこに店を基

山でつくっていないわけだから、つくれていないわけだからですね、そこの難易度をまず御

理解いただきたいと思います。それから、それができたらおっしゃるようにいろんなところ

と連携してやっていくというのは、すばらしいことだと思いますので、そういう意味ではそ

れはぜひ達成していきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 大変なのはですね、松田副町長一生懸命頑張ってもらっているから、私たちがわからない

苦労があると思いますよ。私たちがここで審議しているのは、じゃあそれに対してはどうい

うふうに長期的な展望を持つのかと、一過性で終わったらだめなんだというのが基本的には

最初はあるでしょう。だからこそ、それは難しいかもしれませんけれども、成功するという

ことを前提にすれば必ず、じゃあ次に何をしようかという展望を持たなければならないと、

そういう展望をやっぱりきちっとしていったほうがいいんじゃないかと、そっちのほうがよ

り発展する可能性もあるんだというふうに言っていますので、決して私は簡単にできるとい

うふうに言っているわけではありませんよ。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 基山町も消費喚起型、先行型で５件、５件、10件ですね。挙げられまして早急に立ち上げ
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たなと。それで国の方針としては、ＰＤＣＡを回しなさいと。その方式で行かれますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 一応そこにＫＰＩ書いておりますとおり、１年間である程度の成果ということを求められ

ておりますので、当然ＰＤＣＡというのは考えていくべきものというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 それに対して１件、１事業にどのようにやるか、ドゥーね。プランつくってドゥーやって

チェックしてアクション。そこにある目標の金額とか効果とか、それとか日程とかいつまで

やるんだ、目標管理ですね。そういうのをきれいにつくられてやっていくんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 これにつきましては、そこに書いておりますとおり目標を上げております。資料の２ペー

ジを見ていただけたらわかりますけれども、目標を上げております。当然スケジュールとか

そういうこともつくっていく必要があると思いますので、これは形としては補助金でやる部

分が多いのでそういうことはきちっと指導していきたいというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 いや、これはやった後に、後でこうだったというデータをつくってやるところが一番いい

わけですね、そのアクションを起こしてずっとフィードバックしてやらなきゃいかんから、

それで次のさっき副町長が言ったみたいに苦労してまたフィードバックして次のステップに

移らないかんとだから。その指導を国もしなさいって言っているのでしょ。そこの辺を間違

わないようにその目標額も何にする、金額にするか、コースするか、そういうのもいろんな

評価が仕方がございますから、はっきり目標管理持って、納期持っていかんと、お金みんな

使ってあとはもう何もなかったじゃ、いけんからですね、そこの辺５事業ございますからは



- 387 - 

っきり持っていってこのやり方で、またさらに次にステップに上がってもらいたいと思って

おります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 そのプランのところが出てきたので、ここでちょっとお伺いするんですけれども。その検

証を必ずしなさいよって、その検証もなるべく広い形の人間を集めてのそれぞれの販売金額

であり、それから交流人口がどう達成されたか、できなかったらなぜできないのかというこ

とも考えるのが今回の総合戦略では大切なことですよという、その提言のためにこういう目

標を立てていると思うんですけれども。そのチェックするところは１年で考えているんです

か、それとも事業ごとによって、これ年数はある程度幅を持ってやっていいというような形

で国のほうは言っておられるようなんですけれども、その辺の期間とやり方というのはどの

ように今のところはお考えでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 この評価っていうんでしょうか、そういう期間は先ほども申しましたとおり「まち・ひ

と・しごと」推進会議というのを設けておりますのでそこで評価をしますし、評価につきま

しては１年でまず評価をするようにと言われておりますので、評価は１年でやらせていただ

きます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。３番、宅配・基山ＬＬＰ協議会事業、600万円。 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 これよくわからんのですけれども、これは何を目的に１番しておるんですか。物流業者の、

宅配業者の共同配送システムか何かつくるんですか。それとも業界を支援するんですか。そ
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れと、何を売って年間商品販売額2,000万円の増ってなるんですけれども、これふるさと特

産品とかを共同で宅配してもらうと、これ何なんですか。中身がようわからんのですけれど

も。何ですか。何の事業をやるんですか、これは。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 これにつきましては、そこに書いておりますとおり町外で割と宅配をやっているっていう

んですか、福岡方面に宅配をやっている業者がおりますので、そういう業者が全部個別でや

っているわけです。だから宅配コストは恐らく高くなっていると思いますので、これを一本

化すれば宅配コストが下がるということが考えられますので、そういう意味で宅配を行って

いる業者をネットワーク化することによって、１つの会社がもう配ればほかの業者は行かな

くてもいいようなレベルになれば一番いい話ですけれども、それに向けてシステム化をやっ

ていくということでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 そうすると、これは商品販売とかそういうことではなくて、宅配業者の宅配業界への共同

配送システム支援と。業界の支援ということになるんですか。それがこの地方創生先行型の

何になるんですか、これ。意味がようわからんのですけれども。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 「まち・ひと・しごと」ということなので、まずは最後の仕事といえばそういう合同の宅

配会社をつくるというのが１つのスタンスです。それから、「まち・ひと・しごと」なので

人としてそういう人材育成、運送会社も含めたところの人材育成みたいなことも含めて考え

ていきたい。あと「まち・ひと・しごと」の町として基山町はもともとその売薬、宅配の町

だったということをもう１回打ち出していくみたいなそういうまちづくりみたいなこともち

ょとやってみたいなというふうに思っております。それから、そこで企業ができたらそうい

った企業に最終的にＰＡの基山応援市場なんかの経営もやってもらうとか、そういったこと
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も含めて広げていくようなそういうことを考えていったらどうかというふうに、今の段階で

は思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 そうするとこの中規模、小規模の宅配業者の活性化というか、ようわからんです。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 まず今宅配業者というのは存在しておりません。その小さな業者が宅配もやっていると、

そういう業者がたくさんいるので宅配をもうちょっとメーンでやるようなことを、まとめら

れないかというそういう話です。お米を宅配を自分の力で１週間に１回福岡に宅配している

業者、お茶もそうですし、卵もそうですし、そういう業者がたくさん基山におられるので、

そこら辺をもうちょっと集約化できないかというそういう発想です。だから宅配業者ってそ

んなに今基山に、宅配業者の専門というのはいませんので、そこはちょっと誤解のないよう

によろしくお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。林議員。 

○11番（林 博文君） 

 この件については、私の近くでも私が知っている範囲内では２、３件、インターネットで

農産物の販売を現在されて、やはり福岡へんから買われたり宅急便で送ったりされている方

がおられます。特に、新規就農支援150万円が５年間もらえる人たち、その人たちもこのイ

ンターネットで農産物の販売とかいろんなバレイショとかタマネギとかあるいはニンジンと

か白菜とかされておるわけですが、ここに協議会というのが、ＬＬＰ協議会というのは今現

在あるわけですか。ＬＬＰというのはどういうことを意味するわけですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 ＬＬＰについては、下のところに書いておりますけれども有限責任事業組合契約に関する
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法律に基づいて組成される組合ということで、いわゆるそういう組合という感じになります。

協議会というふうに書いていますけれども、先ほど副町長が申しましたとおりふるさと応援

協議会、これをメーンにしたいと思いますので実質的にはそこが引き受けて事業を行うこと

になります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 ふるさと応援のところとこれは関連する、いろんな今回の「まち・ひと・しごと」に関連

するわけですが、それが事業が分けてあるということですが、特に新規就農者支援が今基山

でも４件目と私も記憶しております。そういうような人たちがやっぱり一生懸命基山の農業

をして農畜産物を福岡方面とか大阪方面とか売られておりますので、その辺が活性化につな

げるようにひとつ頑張っていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ちょっと私もわからないところをお聞かせください。まず臨時雇賃金、これは運送をされ

る方の臨時雇賃金ですか、それとも事務費でしょうか。それと店舗改造費とありますけれど

も、これどこで、何で店舗、いわゆる宅配だったら車の購入費とかだったらまだわかるんで

すけれども、なぜ店舗の改造費なのか。ちょっとまずここをお尋ねします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 予算上は、600万円の補助金でするんですけれども、その積算の内訳ということで、店舗

改造費ですけれども、店舗改造費につきましては今のまちなか公民館を拠点として考えてお

りますので、そこに事務所的なものを設けるための費用というふうにしております。それか

ら、人件費につきましては２名分を予定しておりますけれども、これにつきましてはもう基

本的にはできるだけ今配送をやっている方のネットワークでやっていきたいと思っておりま

すので、事務のほうをやっていただきたいというふうに考えておりますけれども、その辺は

ケース・バイ・ケースだというふうに考えております。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ということは、今のまちなか公民館、これ賃借料が入っていませんけれども、賃借料はこ

の補助金では出せないからあえてこういう形にしているということでしょうか。すると、こ

れもう恐らく今回600万円上げて、大体何社ぐらいでどれぐらいの規模になれば自立してい

けるものなのか、その販売金額によるのか、その辺が恐らく協議会の話の中身だと思うんで

すけれども、大体そのイメージされているのがちょっと伝わってこないので、そのあたりを

聞かせてもらえたら。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 あそこのまちなか公民館もどちらかというとバックヤード、棚の部屋が裏側にまちなか公

民館あるんですけれども、そこを少し改良したいなというふうに思っております。そして在

庫管理とかができるようにしたいかなと思っております。それで、今のまちなか公民館の表

のほうの多くは、実は地域おこし協力隊のほうの予算でやりたいなというふうに思っており

ます。そういう意味では、２つの予算をうまく組み合わせていきたいというふうに思ってお

ります。だからそういう意味では、まちなか公民館的な交流の場と今回の事務所とそういう

倉庫機能的なものと３つまちなか公民館に持たせるみたいな、そういう感じができたらいい

なというふうに思っております。それから金額なんですけれども、これからなんですが一番

大きいのは、まだ全然話がついていませんが薬とか健康食品だと思っております。基山の宅

配って実はそれが非常にメーンなので、それが入ってもらえるか入ってもらえないかが一番

大きくて金額にも全然違ってくるというふうに思っておりますので、そういう意味ではまだ

そこの見通しが立たない以上、ちょっと今の段階ではまだ何とも言えませんが、先ほど言わ

れた農業はもう４人とも全部、そのうち３人ですけれども今やっているのは、３人とも話し

ておりますし、それ以外に宅配を少しでもやっている人たちの今人脈をつくっているところ

でございますので、これからまさにつくり上げていくという、もう何でもできる、それがぱ

っとまとまって事業化ができるんであれば、もう今まで誰かがやっている話だと思いますの

で、補助金でやるというのはそこらあたりを１年間検証してうまくやれるかどうかを試すと
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いうふうなことになると思いますので、そういう形でやっていけたらいいなというふうに思

っております。以上でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 家賃の件、副町長がある程度話しましたけれども、地域づくり協力隊と集落支援事業のほ

うで家賃は組んでおりますので、そちらで家賃は賄っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 私も見る中でここが一番わからないんですね。先ほど副町長のほうが薬や健康食品とかい

ろいろ言われますし、お茶とかこういうのもされている。私わかるんですけれども、今実際

こういうふうに配送されているのは大手の、例えば宅配会社もあろうかと思いますよ、いや、

なかったら多分自分で行かれているんですね、自分で。ただ、自分で行かれているというこ

とは自分の今の時間を使ってされているんですね。逆に言えば、少しでも経費を避けたいか

らという形もあるかと思います。顔も売りたいと、つき合いもあるというのもあるかもしれ

ません。そこで今度は、こういうふうに協議会方式でつくってすると。じゃあそこが、会社

としてこれが運営が成り立つのかと私心配するんです。一過性の補助金で果たしてこれが事

業として成り立つのかと。それで事業として成り立つためには、運送にかかわる経費という

のは実際の製品からするともう微々たるものなんですね。それが本当、例えば書いてあるよ

うに雇用を５人とか書いてあったりしますけれども、補助が今のところ600万円年間あるか

らできるかもしれませんけれども、これ補助がなくなった瞬間にもう潰れてしまうという心

配もするんですけれども。これは今から言うように、軌道に乗せるというふうなやり方にな

るかもしれませんけれども、物すごく私これ心配なんですね。これは多分１年間の、今回は

どこに26年度の事業費で出ますから、１年間で使わなかったらこれは不用額でこれは補助の

返還が来るんじゃないですか。それは全く来ないと、少しその辺説明もう１回お願いいたし

ます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 



- 393 - 

○副町長（松田一也君） 

 26年度補正になりますけれども、まず27年度中に使うということです。それから、当然企

業化を目指してやりますが、おっしゃるようにうまく行かないのに企業化してもそれは潰す

だけの話なので、そのときに企業化できなかったからといってペナルティでお金を引き上げ

られるというふうには聞いていません。そこはちゃんと真面目に協議会できちっと検討をし

て無理だという結論になれば、それはそれで補助事業としては達成されたという理解になり

ます。ただ、せっかくなのでそうならないようにしたいし、宅配の会社と言いながらも先ほ

どから何度も言いますように通販とか六次産業化とかほかのいろいろな分野の会社もつくる

ような感じを考えていますので、全部ばらばらにできるんじゃなくて結局そういう採算性と

考えていろいろな組み合わせとかが出てくるということも想定しているところでございます。

だから宅配専門の会社だけが最後に生き残ってそれが成果だというふうになるかどうかとい

うのは、現段階ではまだ、もちろんそれを目指しますけれども現段階ではわからない。それ

から、それができなくても補助金を回収される心配はございませんというそういうお答えを

させていただきたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 ちょっと聞きたいのは、もう１点はこのＬＬＰで書いてありますけれども、有限責任事業

組合契約、これ場合によっては責任は取らなければならないとなりますね。これを結成して。

そうすると、場合によってはリスクもあって、リスクを背負いながらこれは事業はもうなる

という気もするんですけれども。それで600万円という今補助がある中での話ですからいい

ですけれども、これ本当この有限責任という形でされる中で、きちっと最後までこれ基山町

がまず発起人となってこれは事業を起こすというふうに今からなれば、これは何かのときに

は責任を町のほうにとってくださいよという話にはなりませんか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 ＬＬＰなのかＬＬＣなのか、合同会社の場合はＬＬＣになりますけれども、組合の場合は

ＬＬＰですけれども。そこは置いておいて、その後に協議会というふうにつけているのは、
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ＬＬＰもしくはＬＬＣを目指した協議会をつくる事業でございますので、ＬＬＣ、ＬＬＰを

直接ぱっと立ち上げる事業ではございませんので、そこは御安心いただきたいと思います。

きちっとした形で採算性が見えた段階でＬＬＣかＬＬＰを立ち上げる。もしくは別にＬＬＰ、

ＬＬＣじゃなくて株式会社でもいいと思いますので、そこはもう形はＮＰＯもあるかもしれ

ませんし、あとは一般社団法人もあるかもしれません。そこの選択肢はいろいろありますけ

れども、ここはとりあえず題名を１つ決めなきゃいけないのでＬＬＰ協議会事業というそう

いう形にしているだけでございますので、何が何でもＬＬＰを立ち上げてみんなに責任をな

すりつけるみたいなそういう御心配は御無用でございますので、御安心いただければと思い

ます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは本日の会議時間については、議事の都合により基山町会議規則第８条の２の規定

によりましてあらかじめこれを延長します。 

 ここで10分まで休憩します。 

～午後４時56分 休憩～ 

～午後５時10分 再開～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 先ほど答弁にありました城本財政課長の答弁の修正といいますか、訂正の申し出が入って

おります。 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 先ほど、久保山議員の交付金の額の件で御質問にお答えしましたけれども、誤って内定額

ということでお答えをしていましたけれども、正しくは交付限度額ということで通知が参っ

ていましたので訂正をさせていただきます。申しわけございません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それと、健康福祉課長から特定健康診査の受診率について答弁漏れの分をお願いします。 
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 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 大変失礼をいたしました。先ほど河野議員の御質問の特定健康診査の受診率でございます

けれども、平成27年２月10日現在でございますが、受診率が39.3％でございまして、対前年

の同時期比でプラスの0.4％となっております。ちなみに、対象者が2,944人のうち受診者が

1,156人でございます。大変御迷惑をおかけいたしました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは、引き続き地方創生先行型の番号４番、六次産業化推進プロジェクト事業につい

て、272万3,000円について質疑をお願いします。 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 ちょっと具体的内容で説明していただきたいんですけれども、六次産業化のプロジェクト

コーディネート委託料として255万3,000円出されています。それでどこに委託するのか、そ

れで何をコーディネートするのか。基山町の中で六次産業化ですので、農産物で六次産業に

できる部分で、米は私もわかります。それ以外に一体何があるのか、これを年間を通じて販

売という形でできるのかというのと、第一次産業として今して、そして第二次産業として売

っているという、第三次で。例えば、ＪＡがやっている朝市、これ以外の方法でこの六次産

業というのを考えられているのか。ちょっとこの辺について説明をお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 六次産業の振興につきましては、昨年から説明会何回か行いました。その中で、今回まず

六次産業の主となる人、その方を何人か来ていただいて、そこの方でまず六次産業の農業法

人なりそういうふうなお願いをしている状況でございます。また、コーディネート委託料に

つきましては、当然農業法人から今回また、例えば農業生産法人のほうにもし移行すること

であれば、その中には当然農業法人の中で３年間の実績が必要かと思いますけれども、そう

いうような形でそこの平成27年度には申請等とか、例えば農水省の申請とかそういうことで

委託料でそういうアドバイスを受けたいというふうな考え方でここにコーディネート委託料

を上げているところでございます。以上でございます。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 これも私は思っているんですけれども、基山町のところで本当にこれうまくいくかなと。

それで、町長が農産物直売所を言われていた時期、ちょうどその時期には鳥栖市も農産物直

売所をつくりましょうという話があったんですね。それで県が、じゃあ農産物直売所をどこ

にしたほうがいいですかというときに、案として出たのが鳥栖の競馬場。競馬場は駐車場が

広いですね。あそこに農産物直売所をつくればたくさんの人も集まれるし、競馬が開催され

ていないときでも有効に活用できるんだとかいういろんな案があって、最終的には潰れたん

ですけれども、特にこういう六次産業とかする場合に基山町だけで本当にできるのかと、場

合によっては他市町と一緒に計画しましょうかとか、この辺は私はなぜないのかというのが

不思議でならないんですけれども、松田副町長お考えを。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 まず、最初から少し説明をさせていただきますと、これまで勉強会だけで７回ぐらい六次

産業はやりました。その中で、厚労省の中小企業支援のメニューも使いながら個別の中小企

業者、農業者の支援も複数企業やってくる中で、それぞれの小さい企業とか農業者の支援ニ

ーズを図っていきながら具体的な支援を今少しずつやり始めているところであります。その

うちの１つが、お米のその袋の話なんですけれども、それ以外にも実はあと４つぐらい個別

の名称を余り出すのはよくないかもしれませんけれども、パン加工関係やっているところと

か、みそをつくっているところとか、お茶をつくっているところとか、トマトつくっている

ところとか、そういったいろいろなところを応援する具体的な、ちょっと底上げするみたい

なそんな形が六次化の１つ目のステップでございます。これは今回は米しか書いていません

けれども、それ以外の幾つかがそういう形で支援させていただいて、それがふるさと納税み

たいなものにつながっていけばいいのかなというのが１つ目の大きな柱です。 

 それから、２つ目は先ほど農林環境課長が申しましたように、本格的に六次産業化の農水

省の認定を取りに行こうという動きがありまして、それの中核機関をまずつくるというそう

いう動きが今出てきております。これは株式会社と農業生産法人を一緒に一体的につくると
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いうことになるんですけれども、じゃあそれをつくって何をやるかということになりますと、

今候補として挙がっているのは農園レストランとミニ直売所と観光農園の３つが候補として

挙がっています。もちろん採算性の問題と一口にその農園レストランってそんなに甘いもの

じゃないよと、もう言われる前に言っておきますけれどもそういうふうなことは重々わかっ

ておりますので、今後そういうものもその主体となるところを中心にまた議論していかなき

ゃいけないというのが２つ目の話でございます。 

 ３つ目は、やっぱりＪＡとの関係というのが一番大事だというふうに思っておりますので、

まだ今の段階では六次産業にＪＡがまだうまく関与していただいていないので、そこのＪＡ

との連携というのを３つ目の目標に挙げたいというふうに思っています。 

 この３つのことをやるための経費として、今回経費を上げさせていただいております。そ

して御質問で、広域でやる話なんですがここで言う話ではないのかもしれませんけれども、

例えば下水というのは広域でやったゆえに今大変なことになっています。あれは本来は終末

処理場を基山につくることができたらそれで解決していた話なんでしょう。だから広域とい

うのが本当にどれだけいいのかというのは、私自身はまだよく検証できていません。１個１

個やるときに、１個１個やろうとしてもなかなか一緒にやれないような、それは恐らく人脈

ができていないからかなというふうに今ちょっと思って、先日の議会でも答えさせていただ

きましたけれども、いろんな自治体の副首長さんとの人脈形成を今やっております。おかげ

さまで、久留米とか鳥栖の一人、それから朝倉、いろんなところと今メールでやれる関係に

なってきていますので、これからそういった人脈を使っていきながら広域的なことを考えて

いきたいと思いますが、まず自分の町でできないことが広域で一気にできるはずはないと思

っておりますので、まずは足元を固めた後、そして広域に踏み込んでいく、さっきのＰＡと

同じような考え方が重要なんじゃないかなというふうに今は思っております。広域を全く考

えていないわけではなく、まず足元固めて広域という順番かなと、そのためにも広域でやる

ための人脈、その辺の信頼関係というのが大事なんじゃないかなと思っているところでござ

います。以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 私が言っているのは六次産業、早い話が付加価値をつけるんだと、直接生産するだけじゃ
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なくてそれに付加価値をつけて流通に回していくんだと、そうするためには一定程度のやっ

ぱり規模がなければ私は難しいという気がするんです。確かに米の書いてありますね、今度

７区でも耕作放棄地を集めて、そして私もその中の会員に入っていますけれども、６人で耕

作放棄地解消で米をつくろうと。それを今度はネームバリューをつくって自分たちの名前を

入れて販売しようかとかいう計画も今しているんですけれども。だからいろんな考えはある

んですよ、しかし圧倒的に基山の今現実問題として農産物の絶対数量は私は少ないという気

もするんです。私も家で少しは農業していますけれども、どうしてももうそこまで回す分の、

すればするほど赤字になるんですね。だからなかなか大規模にできないという部分がありま

して、もう一つは今回これが基山町だけが取り組むんだったら大変有利になりますけれども、

日本全国一斉にこれはやる事業でもあるんです。どこでも六次産業をうたっています。うた

っていない自治体は多分ないんじゃないですか。今度の「まち・ひと・しごと」の関係から

しても。上がっていると思いますよ、事業として。だから私が言うのは、同じ経費をかける

といった意味では、できるところはやっぱりやっていったほうがいいんじゃないかというふ

うにも思いますけれども。これは認識の違いと言われれば違うと思いますけれども、何かこ

の辺もう少し案を出すべきじゃないのかなという気はするんですけれども。ちょっと私の意

見で終わります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 ちょっと具体的に聞きます。もうこれは１年間限りの事業なんですが、いずれにしてもこ

の５件つくると。六次産業化する事業をですね、そして50万円の売り上げを目指すと。具体

的なめどはついているんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 どこまで具体的かにもよるのですけれども、一応控え目の目標にさせていただいておりま

す。頑張って目標を達成したいと思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 
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○12番（松石信男君） 

 何が新たに５件つくり出していこうと、六次産業化しようということで予定している。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 先ほどちょっと個別名称はどうかということで幾つか申し上げたと思うんですけれども、

そういったところです。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ちょっと私の認識があれでしたけれども、これ基山産米の販売用米袋、これって一次産業

の米を袋によりデザイン科した袋に入れて販売するということ、これ六次産業に当たるんで

すか。それと、もう１個このコーディネート委託料、先ほどの課長の話だとほとんど随契に

近い形をとるというふうに思うんですけれども、私はこういう特殊な事業でやはり随契で構

わないと思っているんですよ。ただ、これ財政課長にお尋ねします。基山町の今随契のその

適用、特にこういう委託に関するそういった基準等があれば教えてください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 まず、今回基山町の米袋の件ですけれども、まず鳥栖基山の米というのは実際今流通して

おります。現実に。例えば鳥栖の町の駅とか行けばです。しかし、独自の基山の米というの

は、どうしても今まで１つに鳥栖基山という形がありましたから不可能だったんですけれど

も、今回これに関しましても当然ふるさと納税で一番今ネットで見るのはやはり米、それか

ら肉、そういうのが今メーンかということでどうしても米を外せないということで、何らか

の形で基山の米を皆さんに食べていただきたいということで、実際今共乾の３共乾との組合

長さんともいろいろ話して、一歩一歩前進しているところでございます。ということで、ま

ずは基山町のお米、クラフトにするかビニールにするかわかりませんけれども、そういうふ

うな形で今回米袋をつくろうという形ですので、今実際に六次産業というのも今議員おっし

ゃいましたけれども、米を入れたら六次になるかということはちょっとまだ実際はもう製品
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で売るだけですけれども、それを全体を含めて六次産業の中に入れようということで今回計

上させてもらっている分でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 競争に適さない金額だけでは計り知れないような業務の委託については、随契も十分あり

得るというふうに考えています。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、行きます。最後５番目、ＳＧＫ人材（戦略的シルバー）を活用した地域活性化事業、

350万円について。 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 健康づくり教室ですね、それから休日の寺子屋をすると、それに雇用が５人ですね。登録

で100人を目指すということで書いてありますが、この辺についてはもうちょっと説明して

くれますか、どういう形なのか。健康づくり教室なんかについては、実際町でもやっていま

すし、何かほかにまたたくさんあったかなと思いますけれども、そうすると休日の寺子屋っ

てこれ何か塾か何かするのかなと。どこかの有名な塾を引っ張ってくるのかとか、今いろい

ろちょっと考えたりしますが、その寺子屋に参加する子供たちはどういうに考えられている

のかを含めてちょっと説明ください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 先ほど申しましたとおり、基本は小さな拠点づくりということで、そこにシニアを集めて

というのが基本でございます。そういうシニアの活用の場として、例えば寺子屋をやるとか、

高齢者が集まっていただければそれだけでも高齢者の見守りとなるわけですから、そういう

ものを基本に考えております。それで、健康づくりについても何かモデルプロジェクトにな
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ればというふうに思っております。子供たちについては、ここはけやき台ですのでけやき台

の子供たちが来ればというふうに思っています。全体としては、小さな拠点づくりのモデル

地点となれば、これをほかのところに移していけるんじゃないかというふうに考えておりま

す。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 じゃあ少し補足させていただいて、まず一番最初に基山にスーパーシニアと呼ばれる人た

ちがたくさんいるということに関しては御同意いただけるんじゃないかなと。それはけやき

台だけではなくてほかのところにもたくさんおられます。だから場所はたまたま今回はけや

き台でやりますけれども、その拠点をまずつくりたいというのが１つです。それで登録をふ

やしていってそういった人の力を基山の中小企業とか、いろんなところにまた役立たせてい

ただくようなマッチング事業を１つはやっていきたいというふうに思っています。 

 それから２つ目は、健康づくりの話は今実は町がやっているのは一番安いやつを入札して、

一番安いやつを決めて事業をやっているので、いろいろな売り込みが来ますので、だったら

１日だけおもしろそうないろいろなやつを試して、１日だけそこでデモンストレーションや

ってもらって、それをそのスーパーシニアの方に体験していただいて評価していただくよう

なことはどうだろうかというのが健康教室の話です。それから、寺子屋事業は27年度から学

校のほうでもそういう課外授業的なものが始まっていって、28年度から本格化するというふ

うに聞いておりますので、じゃあそれに先立って27年度で少しその外部でそういう、外部を

使った課外授業みたいなものをもしここでうまくいくということになれば各地の公民館とか

を使うような、そういった事業もまた次の段階では考えればいいんじゃないかということで、

その試しということでやろうというふうに考えているところでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 雇用関係で、５人ふえるとこれで、ということなんですが、基本ボランティアじゃないん

ですか。いや、予算組んであってですよ、幾らってね。組んであるけれども、その辺どうな

んですか。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 最終的には雇用マッチングぐらいまでいくぐらいのことを考えているんですけれども、ま

だまだもう一丁頑張れると、そういうことだったらやれるという人がたくさんいると思うの

で、そういう人を求めているニーズを持ったところもたくさんあると思うので、そのあたり

は必ずしも基山に限定しなくてもいいかもしれませんし、うまくマッチング機能を持たせる

ことができたらいいなというふうに思っております。そこで契約が成立したら、それ自体が

雇用がふえるというそういうふうにカウントしたいなというふうに考えております。（「ボ

ランティアの活用」と呼ぶ者あり）ボランティアの活用とかいうのは、またシルバー人材セ

ンターとか老人クラブとかいろいろなところもあると思うので、そういったところの今度は

すみ分けの整理が必要になってくるかと思います。もちろん、ボランティア枠みたいなそう

いう、ＳＵＧＯＫＡの中でもボランティアでやりたいという人たちが、そういう集まりがで

きればボランティア枠みたいなものをつくっていいと思いますけれども、全てがボランティ

アにしたらこれはＳＵＧＯＫＡプロジェクトの意味合いは私ないんではないかなというふう

に思っているところでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 ちょっと最後にしますけれども、この先行型については27年度事業なんですね。27年度で

やると、１年間で。ということなんですが、28年度以降もこれは続けるよということになる

んですか。いや、あくまで27年度限りで試しにやって、先行型ですからね。試しじゃいかん

わけですよ。28年度、使い勝手のいい交付金がくればそれを充てにしてやりますよというこ

となんでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 これ１度御説明したかとは思うんですけれども、一応28年度から新型交付金が出るという

話はありますが、その話というのはまだ全くこれから財務省要求になりますので、全くわか
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りません。だから、それを充てにしてもいけないので、本来は今回やる事業は28年度からひ

とり立ちするのを一番の理想としてやっていきたいとは思っております。ただ、それがなか

なか一気にひとり立ちまではいけないということと、またちょうど交付金が、そういう新し

い交付金で使えるものがくればそれをうまくまた合わせてやっていくというやり方もあると

思いますので、そこら辺はニュートラルに対応していくのかなと思っています。基本は27年

度で成果を出して、28年度からひとり立ちというのが基本だとは思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 今に関連して、これ全体が26年度の予算で27年度に繰り越して繰越明許になっています。

そうすると、27年度の予算には出てきません。26年度の予算ですから。そうすると我々は、

これの結果を最終的に評価なりチェックする、例えば決算審査とか、この結果判断審議はい

つどのような形でやってもらえるんですか。26年度の決算審査には当然出てこないし、まだ

終わっていないですから。これどうなります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 この件は、27年度の決算審査のときに出てまいります。以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 だから27年度決算審査ということは、28年の８月、９月のときに。だけどその27年度の決

算審査は27年度の予算にはないんですね。だからこれ、その都度事業結果報告をしてもらう

しかないんじゃないですか。繰越明許の項目を決算審査の中でわーわーやったというのは余

り記憶がないんですけれども。それどうなります。大事な話なんで。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 詳しく説明してください。城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 この件に限らず、通常は決算書の中にそれぞれの款項目の中に括弧して繰越明許で何とか
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委託料ということで出てきますので、通常のその節ごとの決算審査というふうに従来ですと

なっております。以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 済みません、これもちょっと確認させてください。現在、旭化成の持ち物だと思います。

その中で、賃借料が掲載されていない、無償で貸していただくのか、それとも無償で貸して

いただくのはいただくとして、その契約がどうなっているのか。向こうが使いたいと言った

場合に立ち退かなければいけないとか、例えば定期借家制度とかそういうその特別な規約を

設けるのか、それとも契約期間をある程度３年なら３年というふうにして順次更新をしてい

くのか。そのあたりお聞かせください。 

 それと、わざわざこれは２階にしてあります。１階の利活用、なんか食品の何とかかんと

かというふうなことも聞きましたけれども、具体的にどういうところがどういうふうにして

入られるのかまで決まっているんでしたらお聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 旭化成との話は今もまだ継続中でございますので、決定したわけではないということを前

提にお話させていただきますと、無償で貸していただけるのは無償で貸していただけると。

ただ、向うとしてはこのあたりはこれからまた詰めていかなきゃいけないんですけれども、

無償で貸して税金が取られるというのは余りにもひどくないですかというそういう話が今来

ております。だからそこらあたりを今後どうやって考えていくかというのがポイントになる

かなというふうに思います。ちなみに、無償で貸すだけではなくて一部その回収費用も旭化

成のほうでみてもらえる話で今少し進めているところでございます。そこらあたりはまさに

交渉のところでございますので、余り議事録に残らないほうがいいかと思いますので、ちょ

っとそこらあたりはまた考えなきゃいけないと思います。 

 それから、１階につきましては、あそこが店舗が１つもないという買い物難民地域になっ

ておりますので、今ある基山の業者さんが補助金を使ってあそこに店舗をつくる、そういう

計画、そういう申請書を今まさにつくろうとしているというそういう状況でございます。そ
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こに店舗をうまくやっていくためにも２階に先ほど説明したようなものがあって、多くの人

が交流する場になると、その店舗自体もまた生きてくるんではないかというふうに思ってい

るところでございます。現段階では以上でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかに。後藤議員。 

○７番（後藤信八君） 

 ５番の件で先ほど寺子屋ということで、ぜひ私はこのことを、休日寺子屋ということで休

日だけでいいのかということもありますけれども、一般質問とかいろんなことで豊後高田の

それを申し上げて、いろんな施設を使って平日でも夕方３時、４時から子供たちが集まって

きて、それに元校長の方とか、その方が一日多分2,000円とか3,000円ぐらいの謝金で子供を

わからんところを教える、それで夕方まで子供たちもどんどん集まってくるんですよね。そ

れが豊後高田はずっと広がって、いわゆる土曜塾とか、大分県で断トツの教育レベルになっ

ておるんですけれども、これも教育委員会にも何回も提案してまだ何もあれしていないんで、

それがうまく行けばやっぱり各地区の公民館とか使ってということで、ぜひこのＳＵＧＯＫ

Ａプロジェクトの中のついでの仕事じゃなくて、１つのこのトライアルで先生のＯＢの方を

募集するとかいろんなことであると思いますので、ぜひこのことは成功して拡大できるよう

に、町内に、取り組んでいただきたいなとこれは要望として言っておきます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 取り組み自体を私は大変いいなと思っていますし、ぜひともこれ進めなければならない部

分でもあろうかと思いますけれども、問題はなぜけやき台なんだというふうに思うんです。

早い話がシルバーさん、ＳＵＧＯＫＡシニアさんと言いましょうか、集まってもらうとなれ

ばコミュニティバスを使ってでも一番集中するのはやっぱり基山駅の周辺なんですね。まち

なか公民館もつくって空き店舗活用してやっていると。そういうふうなやっぱり基山駅前の

人が一番集まりやすい。空き店舗を改装してというのが私は一番本当はいいと思うんです。

しかしけやき台の前の旭化成の前の事務所も活用するというのはいいんでしょうけれども、

１階を例えば先ほど言われましたように店舗にするとか、ありましたね。２階については、

場合によってはけやき台の人たちが何かまた新たなつくり方、新たな発想で何かそこを活用
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するとかいうのがあれば私はそれが本当は一番いいのかなと。それでこの事業に対してはや

っぱり駅前が本当は一番ベストではないのかなと思いますけれども。こういうところの検討

はされましたか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 駅前という検討もさることながら、公民館という検討はいたしました。ただ公民館は17個

あるし、また逆にどこかでやるということになると何でそこという話になるので、一応ＳＵ

ＧＯＫＡ人材としては割合としてはやっぱりけやき台が集中しているのではないかなという

そういう計算はしているところでございます。それと、繰り返しになりますが１階に店舗を

して、その店舗をこれまであそこは何回か店舗ができたと聞いていますが、全部余りうまく

いかなったということなので、買い物難民を解消するためにもそこはきちっとそういう交流

拠点もうまく併設することによって、うまくやっていけるんではないかなというふうに思っ

ております。これがうまく行けば、また逆に言えば１個では済まなくなると思いますので、

先ほど申した公民館の活用とかそういったものも含めて考えていけば、２つ目、３つ目の拠

点を考えていけばいいのではないかなというふうに思っているところでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 それでは、資料の説明を終わります。 

 これで事項明細書３ページをお開きください。 

 歳入、国庫補助金。ございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ４ページ。歳出、総務管理費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 次、５ページ。予備費。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、議案第16号に対する質疑を終結します。 

      日程第16～19 議案第12号～議案第15号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第16．議案第12号から日程第19．議案第15号までを一括議題とします。 

 ここでお諮りします。議案第12号 平成27年度基山町一般会計予算、議案第13号 平成27

年度基山町国民健康保険特別会計予算、議案第14号 平成27年度基山町後期高齢者医療特別

会計予算、議案第15号 平成27年度基山町下水道事業会計予算について、予算特別委員会に

付託することについて御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 御異議なしと認めます。よって、議案第12号から議案第15号までを予算特別委員会に付託

することに決定いたしました。 

      日程第20 報告第１号 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第20．報告第１号 基山町新型インフルエンザ等対策行動計画についてを議題とし、

本案に対する質疑を行います。 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 平成21年度に世界的に新型インフルエンザが発生し、パンデミックが起きるかもしれない

という不安の中で、これは国のほうがインフルエンザ対策の基本行動計画をつくって、県も

つくりそして基山町も行動計画策定しましたけれども、今回出されております新型インフル

エンザ、等という言葉が入っていますけれども、平成21年のときに策定した行動計画とどこ

が違うのかという部分が１点。それと、そのときも議会では大分議論されて、やっぱりきち

っとした対策を講じなければならないと。特に感染力というか抵抗力が弱い子供たちにきち

っとした対策という形で、サージカルマスクや消毒液、そして役場の職員が対策に講ずると

きに使う防護服の備蓄についても、これ議論して一定程度この備蓄についてはやっていくと

いう形で報告もされております。これについて、現時点でどういうふうな備蓄状況になって
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いるのか説明をお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 まず、前回のその平成21年につくりました行動計画と今回策定いたしました行動計画のま

ず大きな違いと申しますのは、まずもって今回策定いたした分につきましては平成25年に施

行されました新型インフルエンザ等の特別対策措置法に基づいて計画を策定したことが一番

大きな違いだと思います。それで、その中で対象とする感染症を以前の行動計画につきまし

ては、新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザというふうにしておりました。それで今回

の対象となる感染症につきましては、新型インフルエンザとそれから病原性が高い新型イン

フルエンザで同様に危険性のある新感染症ということになったところでございます。それで

前回対象としておりました鳥インフルエンザにつきましては、今回につきましては県の鳥イ

ンフルエンザの対応指針で対応をしていくというふうに変わったところでございます。 

 次に、備蓄に関しての御質問でございましたけれども、平成25年度に特措法が施行されま

して、そのときにまずもって消毒液が使用期限が３年ということで更新時期を迎えておりま

したので、平成25年度にエタノールを600リットル、それからウエルパスを170リットル購入

をさせていただいて現在保管をさせていただいているところでございます。防護服に関しま

しては、平成21年の計画を立てましたときに1,300着購入をいたしておりますけれども、こ

の分については原則その期限はないということではございますが、保管の状況によっても違

うということで経過年数もたっておりますのでその辺については取り扱いについてはちょっ

とその防護服の確認作業などを行っておるところでございます。それから今回のそういった

医療マスク等の中では防じんマスクのＮ95というのがございますけれども、こちらのほうが

直接対応していく職員には必要ではなかろうかということで推奨されておりますけれども、

そういった部分含めて本町だけで備蓄が必要な部分もあると思いますけれども、県と協議を

しながら進めていく分、それから近隣市町村とも協議をさせていただきながらこういった医

薬用の備蓄については対応をさせていただきたいと思っております。それから、食料の備蓄

については災害対策基本法との関連もございますので、そういった防災の面との協業でなる

べくダブって備蓄がないような形で備蓄をさせていただければというふうに考えております。

以上です。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

 今、例えばマスクの具体的な枚数についてはちょっと報告なかったと思うんですけれども、

なぜ言うかというと、これは平成21年の当時やっぱり常に備蓄をして対策は事前に講じたほ

うがいいという議論の中で、これは県のほうが指導する中で基山町もそれに従って備蓄して

きたんです。ですから備蓄しているものだから、例えば通常のインフルエンザが発生したと

きにも学校でも家庭で持ってきなさいよという指示は出していたとしても、忘れてきた子供

には学校のほうで配給もされていると思うんです。だからこういう面では、きちっとした枚

数を計画に基づいて備蓄しておったほうがいいと。先ほど感染防護服も言われましたけれど

も、案外長い期間備蓄できるものですから、食料品とは違いますからこの辺は計画が多分あ

ると思うんです。具体的な計画が。それに基づいて私は対応策だけは事前にしておいてもら

いたいというふうに思いますけれども。この辺はその後、今度行動計画ができた後に何かも

う一つ運用についての計画か何かあるんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 今回策定いたしました行動計画のほかに、事業の継続計画、それから実際その発生をした

ときの予防接種、これは特に特定接種といった形で対応していくことになると思いますけれ

ども、そういったところの予防接種の計画などについては今後また個別に検討していくこと

になると思っておりますけれども、事業継続計画についてはどちらかというとこの新型イン

フルエンザだけということではなく、やはり危機管理として全体として取り組む必要がある

のではないかなというふうに考えています。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ないようですので、報告第１号に対する質疑を終結します。 

 ここで、私が議員として発言をさせていただきますので、会議規則第52条の規定により議
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長の職を副議長にかわります。 

○副議長（林 博文君） 

 それでは、鳥飼議長が議員として発言を行いますので会議規則第52条の規定によりまして、

その間副議長が議長の職を行います。よろしくお願いします。あと座って失礼します。 

      日程第21 報告第２号 

○副議長（林 博文君） 

 日程第21．報告第２号 基山町土地開発公社の事業報告について議題とします。本案に対

する質疑を行います。鳥飼議員。 

○13番（鳥飼勝美君） 

 ただいま議長より許可をいただきましたので、基山町の土地開発公社の事業報告に関連い

たしまして現在の基山町土地開発公社の現状並びに解散等について質問させていただいきた

いと思います。 

 現在の基山町土地開発公社の所有用地は、１億2,000万円で5,000平米だと思います。図書

館用地として開発公社が所有いたしております。しかしながら、この図書館用地としての目

的はもう既に済んでおりまして、現在中央公園に図書館を建設中でございます。私といたし

ましては、この土地開発公社の早急な解散をお願いしたいということでの発言をさせていた

だきたいと思います。 

 この土地開発公社の解散につきましては、ちょうど１年前の３月定例会、この事業報告の

ときに同僚先輩議員３名のほうからこの公社の存在理由がなくなっているので、公社を解散

すべきではないかという質問がなされております。そのときに、町長、執行部の回答は、事

業目的がなくなっている、土地が塩漬けになるので将来に禍根を残す、早急に解散を考えた

いと、これは議事録にも載っているところでございます。これらを踏まえ、執行部のほうは

昨年の５月７日の全員協議会の席上、町長は平成26年９月、５月ですからすぐ９月定例会で

すね、９月議会に土地の買戻しの予算を計上し具体的な解散スケジュールを策定すると明言

されております。ところが、ことしの２月23日の全員協議会において前言を翻し、公社の解

散を２年間の期限つきで延期したいと発言されております。私はその真意について質問いた

します。 

 この公社の解散を議会にも明言されている重大な政策決定を、私から言えば安易に変更す

る町長の政治姿勢を質問とするとともに、その政策変更の理由は何なのか質問します。これ
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について、御回答ください。 

○副議長（林 博文君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 それでは、その開発公社の解散のことについて、おわびなり説明を申し上げさせていただ

きます。 

 土地開発公社については、もう以前からずっといろんな経緯があっておりまして、その中

でどうしようかというような議論も公社の理事会の中でも話して検討をしておったわけでご

ざいます。今、鳥飼議員言われますように、平成26年の３月議会におきましてその存在意義

等について数名の議員から質問がございました。そしてまた、同年５月７日の全員協議会に

おいてもそういうことで執行部といたしましては解散の方向で検討する旨説明をし、加えて

９月議会において土地取得費用の予算計上を行いますと、さらに具体的スケジュールについ

ては９月議会までにはプランを策定しますと申し上げておりました。それによって解散の方

向で検討しておりましたが、その検討の中でやはり今しばらくの間公社の活用について再考

したいということで、今回２年間の期限つきで解散の延期をお願いさせて、説明させていた

だくものです。本来は、この説明を昨年の９月に行うべきでございましたけれども、それを

せずにことしの２月まで放っておいたということ、大変申しわけなくおわびを申し上げる次

第でございます。 

 この２年間の解散延期をお願いする理由といたしましては、１つには旧図書館予定地とし

て取得しておりましたけれども、それが図書館用地でなくなったと、その後の活用に関して

でございますけれども現段階ではあくまで仮定の話でございますけれども、その同地を町営

園部団地の後継地として使用できないだろうかということも考えも浮上いたしまして、そう

なると土地の所有権を現段階で町へ移しますと補助金の対象とならなくなり、町の財政とし

ては約5,000万円程度の補助金がいただけなくなるというようなそういうことでございまし

て、やはりタイミングを見て町が買い取って初めて補助金の対象となるということで、それ

を活用したらどうかというようなことでございます。 

 それからもう一つは、長野地区の市街化区域への変更を今検討いたしておりますけれども、

それを見据えた土地買収に関しましても具体的に土地買収を進めていくことが考えられるわ

けですが、その中で道路建設の交付金にしましても図書館用地と同じような補助金の問題、
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この辺がございますので、これも１つ考えるべきかというふうにも思っておるところでござ

います。 

 それからもう一つでございますけれども、中心市街地活性化法の認定のチャレンジもした

い、してみようということ、つまり基山町の基山駅、モール商店街、旧役場周辺の中心市街

地の活性化には抜本的な取り組みの見直しが必要であるということ、ハードソフト面からの

両方から国土交通省、経済産業省の施策の活用が期待できるということでございます。中心

市街地活性化法の認定を目指すこととなれば、認定のハードルは低くありませんけれども、

その認定を目指す場合中核機関として中心市街地活性化協議会の設置をすることが必要であ

りまして、その構成委員の中心市街地整備推進機構は土地開発公社等の定款変更により組織

できることとなっておりますので、この点もやっぱり考えるということでございます。 

 以上３点挙げましたけれども、それらの理由により２年間の解散延期をお願いしたいとい

うものです。２年間の期限限定の理由は、１つには２年あれば上記３つの方向性がある程度

明らかになるということ。それから、２年間であれば現在の公社の試算で運営経費が賄える

ということでございます。ただし、それには資金の貸し付けの利子が払えないため町にその

減免を別途お願いするということでございます。そういう経緯がございまして、前言を翻し

たというような御指摘を受けましたけれども、あと２年間解散をひとつ先延ばしさせていた

だきたいということでございます。 

○副議長（林 博文君） 

 鳥飼議員。 

○13番（鳥飼勝美君） 

 今の説明聞いて議員の皆さんどう思われるかわかりませんけれども、全くもって私には理

解しがたいと思います。そもそもこの土地開発公社というのは、何の目的でされたのか。昭

和48年に公有地拡大法に基づいて、当時公共施設用地右肩上がりで毎年毎年上がっておりま

した。それで少しでも公共施設整備するためにはそれではできないということで先行取得と

いうことで先行して国道３号線、基山町の都市計画街路、ここの今住んでおります総合公園、

いろんな幅広い公社を利用されてこられました。それからもう利用しなくなって20年ぐらい

になっていると思いますけれども、その間でもうはっきり言って前の天本町長のころから小

森町長になられても、土地開発公社を早急に解散すべきというふうな声がずっと先輩議員か

ら上がっていたんですよね。それで今の町長の発言では、それを翻して町長が５月の時点で
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はもう解散すると、担当課長も昨年５月の全員協議会の資料には解散しないと鳥栖市とか唐

津は40億円、50億円も塩漬けになりますよという資料を議会に出してあるんです。それを今、

中心市街地とか園部団地とか何か取ってつけたような、はっきり言って私から言えばもう具

体性もない総合計画に全く載っていなくて、もう抽象的な事業を取ってつけてされて、私と

しては町長は解散したいけれども副町長の強い意志で残っておるのでないかと、私はその辺

はちょっと危惧して、それはもうそれでもいいんですけれども、それは内部のことですけれ

ども、しかしあと２年間というのが私にはどうもわからないんですよね、めどがつくまでの

２年間。１つこれは土地開発そういう先行取得とかそういういろんな事業目的に使う土地開

発公社を解散して、土地開発基金のほうに戻して一刻も私はこういう塩漬け状態になるよう

な将来を憂うように禍根を残して町長みずから言ったんです、そういう事業を一回して土地

開発基金がありますから町にしてはっきり言って補助金とか何とか5,000万円とか言われて

いますけれども、実際問題で園部団地の建てかえ計画なんかそんなに軽々にできるものじゃ

なくて５年、10年のスパンがかかると思います。そこずるずるもって、何かってきたときに

したいという気持ちがわからんでもないですけれども、そういう試算は町有地はもう開発公

社から切り離して、町が買い戻すべきと私はもう強くお願いといいますか要求をさせていた

だいて終わります。町長御意見があればいいですけれども。 

○副議長（林 博文君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 今、鳥飼議員言われますようにやはり開発公社の当初の役目といいますか目的は、土地を

先行取得すること、そうすることによってやっぱりある程度の広さのまとめ買いができると

いうようなこと、それから土地の高騰の時期でもございましたから、地価の高騰の時期でも

ございましたから、やっぱりそれを先にまとめて買っておくというそれなりの役目があった

わけでございます。しかしそれを余りに、基山町はそんなことが幸いございませんでしたけ

れども、他市町村あたりではそれが余りに使われてもう不良資産といいますか、塩漬けの土

地がかなりの広さ、価格になっておるということ、したがいまして政府もそういうことはや

っぱり余りいいことじゃないからそれを何とかしろというような、政府もそういうふうな考

え方になっておったということ。それを受けまして、私どもも理事会においても、それじゃ

あ今度は図書館用地としての先行取得、それもちょっと目的がもう外れたからもう解散して
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もいいんじゃないかというような、そういう話をいたしておりました。そういうことで昨年

の３月、５月、そういうふうな話を議会にも申し上げたということでございます。しかしそ

の後、補助金の問題とかそれからもうあと２年すればある程度、さっき言いましたように園

部団地の代替みたいなそういうこともある程度考えなきゃいけないけれども、それもめどが

つくだろうと、長野地区も大体のめどがつくだろうというようなこと、それから中心市街地

活性化へのチャレンジというようなそういうことももう２年でやれなければ、めどがつかな

ければもうこれはちょっと先行きどうなるかわからん。しかし、２年で何とか努力してみよ

うということで、こういうお願いをしておるということでございますので、本当に惑わせて

申しわけないとは思いますけれども、ひとつそういう意味でございますものですから御理解

のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○副議長（林 博文君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 ちょっと名前が名指しで出ましたもので、少しだけお話させていただきますと、もう筋論

から言うともう鳥飼議員のおっしゃるとおりでございますけれども、加えて２つぐらいちょ

っと理由というか私の考え方を述べさせていただきますと、１つは26年の３月というのは極

めて１つの転機でございました。まさにその公社問題が26年の３月31日が１つのターニング

ポイントになっております。多くの公社が26年３月31日に解散しております。それは国がい

わゆる代位弁済、公社の借入金を全部自治体が借入金の代位弁済をできる第三セク起債とい

うのを26年３月31日まではオーケーとしたからであります。だからそういう意味で、26年３

月31日に多くの自治体が土地開発公社の解散をしております。多分何十の単位でしていると

思います。じゃあそれ以後、土地開発公社の解散があったかというとほとんどあっていない

というふうに思います。26年３月31日以降はです。だからそのそもそもが、その流れという

何で３月議会にそれが出たのかというと、まさにその流れの真っ最中に３月議会に出たんじ

ゃないかという想定が私の中にはあったので、逆に言えばそこの部分はもう終わってしまっ

たよねというのが１つであります。 

 それからもう一つは、みやき町なんかはやっぱりＰＦＩを使うときに土地開発公社を少し

かませているような例も幾つか散見されますし、さっき言いましたように中心市街地でこれ

から結構あちこちの土地を入手していきたい、ある跡地の周りを入手していきたいみたいな
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計画を幾つか立てております。具体的にはちょっと言えませんけれども、そういったことを

考える場合においても土地開発公社で購入したほうがいいんじゃないか、町で購入する方法

もあると思いますけれども、そこの選択がまだ今の段階では見きわめがついていないので、

そこも考えさせていただきたい。それから、今回の議会で言えば実松川のその改修の関係の

代替地の話なんかももし町が買い取るとかいうことになれば、町なのかもしくは土地開発公

社で買い取るみたいなこともあるかもしれないということで、その辺の見きわめが２年あれ

ば十分にできると思いますし、それから先ほど園部団地の話を、５年かかるとおっしゃいま

したけれども、５年かかりますけれども５年後にやりますという宣言をすることは近日中に

可能であると思っていますので、そのときにはやはり土地開発公社があって補助金にうまく

乗っていかなきゃいけないということもあり得るというふうに考えておりますので、その辺

の見きわめが全て２年以内には確実にできる、もっと言うと１年以内にその辺の見きわめは

できると思っておりますので、来年の３月議会にはその辺の話がきちっとできるんじゃない

かなと。そのときまでに全く何も動いていないということになれば、それはもう潔くという

ふうにと考えておりますけれども、ちょっとその辺を考えさせていただくいろいろなそのバ

リエーションの時間をいただけないかなというふうに考えている次第でございます。筋論で

おかしいというのは重々わかっておりますので、筋論でのもうその弁解はいたしませんので、

そこらあたりをぜひ御理解いただければというふうに思っているところでございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○副議長（林 博文君） 

 ほかに。品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 筋論から言うと非常におかしいというのも皆さんよく御存じだと思います。まして、鳥飼

議長がこうやって議員として発言されるということには、私にとっては個人的には余りであ

りますけれども。よくよくの思いがあってわざわざこういう手段をとられたと思っておりま

す。それで、この開発公社に関しては26年３月に初めて出たわけではないんですよね、解散

というのは。こうやって報告事項に対して質疑ができるようになった従前からこの話はある

ごとに、何もやっていないのに報告だけずっと受けていて、だから報告だけしかできないか

らわざわざこうやって審議をしようというところまで我々変えたわけですよね。そこまでや

ってこの解散を求めていたわけですよ。なぜかと言うと、何も手をつけていなかったですよ
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ね。ですからこういうことになっているわけです。それでお聞きしたいのは、そもそものか

もしれないばっかりで３つの事業を挙げていますけれども、これに対してかもしれないで今

までの筋論を曲げるわけにはいかないと思っていますのでお尋ねいたしますけれども。園部

団地の代替ということなんですけれども、これ公共施設の総合管理ですよね、まだ何もなっ

ていないですよね。それになぜここを充てなきゃいけないのか。実松川の話がどうなのかま

だわからないのに、なぜ充てなきゃいけないのか、ほかにはないのか。それから、中心市街

地の場合に開発公社の定款を転換すればできるということを、なぜほかに方法はないのか。

この３点いかがですか。 

○副議長（林 博文君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 一番答えがわかりやすいのは、園部団地の話は逆にじゃあまとまった町有地で今使える町

有地がどこにあるかという話です。園部団地はいつかは建てかえなきゃいけないけれども、

その場で建てかえることは不可能です。半分移動させてそこに建てて、また半分移動させて

なんてあり得ません。もし町営団地を継続するんだったら全く違う場所に建てかえなきゃい

けないので、町が持っている今の土地で一番活用できるのはここしかないと。そうじゃなけ

れば全部また今から買収をしなければいけないということなので、そういう意味では一番ま

とまった土地で園部団地に対応できるというそういう意味でここの話を出させていただいて

いるというのが２番目の話です。 

 ３番目の実松川はもう現実に今回の議会でももういろいろな方からどうにかしてくれ、町

が間に入れというふうなことの議員の意見もあったやに思っているので、まさにやるなら県

と話し合ってすぐにやらなければいけないことになるんではないかなというふうに思います。

それから中心市街地は、新たにもちろん組織を立てることも可能でございますので、ほかの

じゃいけないかと言われたらそれは新たに建てかえればいいというふうに思っております。

ただ、加えて今回いろいろなものの移転とかの計画を、例えばイメージだけちょっと、イメ

ージということで御披露申し上げますと、中心市街地の計画を立てるときにどういう計画を

立てるかというと、トライアルのところにＪＡと郵便局と商工会を３つワンセットで持って

くるみたいなそういう、例えばそういう計画を中心市街地の活性化計画というのは立てるも

のです、例えばの話です。そうすると、それぞれの跡地が出てきます。そしてそこを開発し
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ようとすれば、それぞれの跡地の周辺を買い取らなきゃいけないというそういう選択肢も出

てきます。そういう場合のときに町でやるのがいいのか、土地開発公社でやるのがいいのか

とかいうそういうあくまでも頭の体操ですけれども、そういったことが。そういう意味じゃ

無数に出てきますので、その無数を今どこまで現実性があるかと言われればほとんどないか

もしれませんけれども、それを１年の間に現実性があるかどうかをぜひ見定めさせていただ

く時間の猶予をいただけないかというお願いでございます。 

○副議長（林 博文君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 園部団地の建てかえとなったときに、あの土地が適しているかですよね。あれだけの優良

な場所にあって、それが町営住宅として町民の財産を、費用対効果考えた場合にはほかの土

地でもまた考えられることはできないのか、あそこを売却したことで利益が出てくるんでは

ないかという話が１つと。それから、実松川の代替地であそこに住宅をと言われますけれど

も、図書館建設自体があそこはだめだということで町が検討委員会の意見を（「それはもう

関係ないです」と呼ぶ者あり）じゃあこれはやめます。ですから、かもしれないでもう乗り

かかるほうは大丈夫と思うんですよ、それでやっていいと思うんですよ。ただ議会としては、

きちんと発言をされたことを翻されることに、かもしれないだけでは我々は変えた場合責任

がとれないんですよね。やはり反論はしなきゃ、執行権はありますけれども、我々議会とし

てはやっぱり議論をしなきゃいけないし、反論がある場合はしなきゃいけないし、議会と執

行部で話し合ったことで出た結論に対してやはりきちんとしたものを出さないとですね。だ

から、きのうきょう始めた話ではないということはよくわかっていますし、図書館が旧建設

用地になったときにも相当もめたんですよね。あの当時の議会としては、なぜあそこにつく

らないんだと、当時の検討委員会には場所の選定まではしていないだろうという話まで突っ

込んだ話もしたんですけれども、町の方針が変わってなったんですよね。ですから、あそこ

にはいろんな思いがあって、いろんな経過があって、いろんな議論をして、我々はこういう

結論を得たわけですよね。そこのところをもう少ししんしゃくしていただかないとですよ、

それからの話だと思うんですよ。そこをしんしゃくしていただかない限りはという話で鳥飼

議長もこうやって肩入れされていると思うんです。実に嫌なことをこうやってやっていると

いうことだけ十分心の中に入れていただきたいと思っていますけれども。 



- 418 - 

○副議長（林 博文君） 

 松田副町長。 

○副町長（松田一也君） 

 訂正というか、ちょっと誤解があるようなので、実松川についてはここの用地は一切何も

関係ございません。実松川の代替地を町が取得するようなケースがある場合、その実松川の

周辺になると思いますけれどもそのときにそれが町がいいのか土地開発公社がいいのかとい

う、そういう意味でございましたので実松川とこちらは全く関係ございません。 

 それから、むしろ園部団地の今の土地はすごいこちらよりもはるかに価値があると思って

いるので、そういう意味では園部団地をもし移転させることができたらあそこはすごい開発

地になるんじゃないか、それからその周辺もう少し広げていけば非常にアウトレットとの連

携みたいな感じも含めて、極めて10年、20年先の話かもしれませんけれども、夢のある話に

なるのかなと思います。 

 それから、もうその数字の話はおっしゃるとおりでございまして、私ができるのはもうた

だ謝ることしかできませんし、お許しを請うしかできません。ただ、個人的に言えば26年３

月31日に解散しているんだったら世の中の流れだったと思いますけれども、26年３月にその

話が出るという事態はもうそれ自体が基山町が少しおくれているんじゃないかなという感じ

がいたします。それは調べていただいたらわかりますけれども、26年３月31日にやめた土地

開発公社が非常に多くあるわけでございますので、そのころ基山町はやめるやめないを言っ

ているという意味では、別にそれ自体がおかしいとは言いませんが、そこはやっぱりおそい

のかなという感じはしないことはないです。ただ、ここはけんかを売っているわけでも何で

もないので、逆に言わないほうがよかったなと今言いながら思ったんですけれども、だから

それはもう筋論じゃ申しわけございませんけれども、それはもう私はもう謝るしかございま

せんので、あとどういう方法で謝ればいいのかも含めてまた御教授いただければなというふ

うに思います。 

○副議長（林 博文君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 けんかを売られたので買いますが、やっぱりおかしいですよ。謝ってほしいと言っている

わけじゃないです。そこだけ理解してください。そこはどうも違いますよ。真摯に反省をす
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るということは謝るじゃないんですよ。進め方とかいろんなことをしんしゃくしていただけ

れば、そういうことが出てくるのかという話を私はしているわけです。以上です。 

○副議長（林 博文君） 

 いいですね、先に進めます。ほかに質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（林 博文君） 

 ないようですので、報告第２号に対しましては質疑を終結いたします。 

 それでは、ここで会議規則第52条の規定によりまして、議長と交代します。よろしくお願

いします。ありがとうございました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 以上で質疑の全てを終結します。 

      日程第22 委員会付託 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第22．委員会付託を議題とします。 

 ただいまより、議案付託表を配付しますので、しばらくお待ちください。 

    〔資料配付〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ただいま議案付託表を配付しましたが、配付漏れはありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 お諮りします。会議規則第38条の規定により、今期定例会休会中の審査に付するため、議

案付託表記載どおり、これを総務文教常任委員会、厚生産業常任委員会、予算特別委員会に

付託することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鳥飼勝美君） 

 御異議なしと認めます。よって、以上のとおり決定しました。 

 本日の会議は、以上をもって散会といたします。 

～午後６時23分 散会～ 


